
総 務 委 員 会



　　　    内　　容    　　　
市長公室，企画財政局，総務局，
関 係 行 政 委 員 会 関 係 予 算

歴 代 三 役

名 誉 市 民

市 民 活 動 の 推 進

広 聴

広 報

職 員

旅 費

特 別 職 の 給 与 及 び 報 酬

行 政 経 営

行 政 改 革 大 綱

高 梁 川 流 域 連 携 中 枢 都 市 圏

移 住 交 流 推 進 事 業
及 び 結 婚 支 援 事 業

市長公室，企画財政局，総務局，
関係行政委員会 

日 本 遺 産

財 政

市 有 財 産 の 状 況

契 約 事 務

情 報 政 策

情 報 公 開・ 個 人 情 報 保 護

文 書 管 理

倉 敷 市 大 学 連 携 推 進 事 業

倉 敷 市 立 短 期 大 学

市 庁 舎

防 災

選 挙



１ ．市長公室，企画財政局，総務局，関係行政委員会関係予算　� （単位：千円）

２ ．歴　代　三　役
　⑴　市　　長

　⑵　副 市 長（地方自治法の改正により平成19年 ４ 月 1 日から変更。13代までは助役）

　� 年度科目 Ｒ 1 （決　算） Ｒ 2 （最　終） Ｒ 3 （当　初）
総 務 管 理 費 13,878,980� 63,515,227� 8,68４,92４�
徴 税 費 1,828,881� 1,976,385� 1,730,209�
選 挙 費 271,218� 562,668� 233,332�
統 計 調 査 費 58,8４1� 239,811� 59,785�
監 査 委 員 費 112,178� 11４,551� 106,898�

計 16,150,098� 66,４08,6４2� 10,815,1４8�

代 氏　　　　　名 生　年　月　日 在　　　職　　　期　　　間
就　　　任 退　　　任

1 大 山 茂 樹 明 治 36．  6 ． 10 昭 和 ４2．  3 ．  5 昭��和 ４6．  3 ．  ４
2 大 山 茂 樹 明 治 36．  6 ． 10 昭 和 ４6．  3 ．  5 昭 和 50．  3 ．  ４
3 大 山 茂 樹 明 治 36．  6 ． 10 昭 和 50．  3 ．  5 昭 和 5４．  3 ．  ４
４ 滝 澤 義 夫 大 正  6 ．  9 ． 23 昭 和 5４．  3 ．  5 昭 和 58．  3 ．  ４
5 滝 澤 義 夫 大 正  6 ．  9 ． 23 昭 和 58．  3 ．  5 昭 和 62．  3 ．  ４
6 滝 澤 義 夫 大 正  6 ．  9 ． 23 昭 和 62．  3 ．  5 平 成  3 ．  3 ．  ４
7 渡 邊 行 雄 昭 和  6 ． 11．  6 平 成  3 ．  3 ．  5 平 成  7 ．  3 ．  ４
8 渡 邊 行 雄 昭 和  6 ． 11．  6 平 成  7 ．  3 ．  5 平 成  8 ．  ４ ．  1
9 中 田 武 志 昭 和  7 ．  9 ． 1４ 平 成  8 ．  5 ． 20 平 成 12．  5 ． 18
10 中 田 武 志 昭 和  7 ．  9 ． 1４ 平 成 12．  5 ． 19 平 成 16．  5 ． 18
11 古 市 健 三 昭 和 23．  2 ．  8 平 成 16．  5 ． 19 平 成 20．  5 ． 18
12 伊 東 香 織 昭 和 ４1．  5 ． 1４ 平 成 20．  5 ． 19 平 成 2４．  5 ． 18
13 伊 東 香 織 昭 和 ４1．  5 ． 1４ 平 成 2４．  5 ． 19 平 成 28．  5 ． 18
1４ 伊 東 香 織 昭 和 ４1．  5 ． 1４ 平 成 28．  5 ． 19 令 和  2 ．  5 ． 18
15 伊 東 香 織 昭 和 ４1．  5 ． 1４ 令 和  2 ．  5 ． 19

代 氏　　　　　名 生　年　月　日 在　　　職　　　期　　　間
就　　　任 退　　　任

1 中　 塚　 元 太 郎
滝 澤 義 夫

明 治 29．  9 ．  1 昭 和 ４2．  ４ ． 25 昭 和 ４6．  ４ ． 2４
大 正  6 ．  9 ． 23 昭 和 ４2．  ４ ． 25 昭 和 ４6．  ４ ． 2４

2 滝 澤 義 夫
中 村 榮 二

大 正  6 ．  9 ． 23 昭 和 ４6．  6 ． 12 昭 和 50．  6 ． 11
大 正  2 ．  1 ． 28 昭 和 ４6．  6 ． 12 昭 和 50．  6 ． 11

3 滝 澤 義 夫
中 村 榮 二

大 正  6 ．  9 ． 23 昭 和 50．  6 ． 20 昭 和 53．  ４ ． 10
大 正  2 ．  1 ． 28 昭 和 50．  6 ． 20 昭 和 5４．  ４ ． 19

４ 青 木 素 夫
三 宅 隆 雄

大 正 10．  1 ．  9 昭 和 5４．  ４ ． 23 昭 和 58．  ４ ． 22
大 正 11．  8 ．  ４ 昭 和 5４．  3 ． 19 昭 和 58．  3 ． 18

5 青 木 素 夫
三 宅 隆 雄

大 正 10．  1 ．  9 昭 和 58．  ４ ． 23 昭 和 62．  3 ． 31
大 正 11．  8 ．  ４ 昭 和 58．  3 ． 19 昭 和 62．  3 ． 18

6 室 山 貴 義
洲 脇 　 滋

昭 和  ４ ．  3 ． 1４ 昭 和 62．  ４ ．  1 平 成  3 ．  3 ．  ４
昭 和  5 ．  8 ． 23 昭 和 62．  ４ ．  1 平 成  3 ．  3 ．  ４

7 野 中 　 実
本 田 茂 伸

昭 和  3 ．  7 ．  9 平 成  3 ．  3 ．  9 平 成  7 ．  3 ．  8
昭 和 15． 10． 25 平 成  3 ．  3 ．  9 平 成  7 ．  3 ．  8

8 中 田 武 志
中 戸 哲 生

昭 和  7 ．  9 ． 1４ 平 成  7 ．  3 ．  9 平 成  8 ．  ４ ． 22
昭 和 10． 12． 10 平 成  7 ．  3 ．  9 平 成 11．  3 ．  8

9 中 戸 哲 生
松 尾 武 司

昭 和 10． 12． 10 平 成  7 ．  3 ．  9 平 成 11．  3 ．  8
昭 和 12．  8 ． 12 平 成  8 ．  6 ．  7 平 成 12．  6 ．  6

10 中 戸 哲 生
松 尾 武 司

昭 和 10． 12． 10 平 成 11．  3 ．  9 平 成 15．  3 ．  8
昭 和 12．  8 ． 12 平 成 12．  6 ．  7 平 成 16．  6 ．  6

11 松 尾 武 司
有 安 　 敬

昭 和 12．  8 ． 12 平 成 12．  6 ．  7 平 成 16．  6 ．  6
昭 和 32．  7 ． 2４ 平 成 15．  ４ ．  1 平 成 17．  3 ． 31

12 中 田 友 楠
有 安 　 敬

昭 和 1４．  2 ． 10 平 成 16．  6 ． 18 平 成 19．  3 ． 31
昭 和 32．  7 ． 2４ 平 成 15．  ４ ．  1 平 成 17．  3 ． 31

13 中 田 友 楠
神 田 昌 幸

昭 和 1４．  2 ． 10 平 成 16．  6 ． 18 平 成 19．  3 ． 31
昭 和 3４． 10． 30 平 成 17．  ４ ．  1 平 成 19．  3 ． 31

1４ 西 博
露 無 　 紘

昭 和 15． 11． 18 平 成 19．  ４ ． 27 平 成 20．  5 ． 18
昭 和 18．  9 ． 16 平 成 19．  ４ ． 27 平 成 20．  5 ． 18

15 三 宅 英 邦
河 田 育 康

昭 和 22．  9 ． 23 平 成 20．  6 ． 12 平 成 2４．  6 ． 11
昭 和 21． 10．  7 平 成 20．  6 ． 12 平 成 2４．  6 ． 11

16 三 宅 英 邦
河 田 育 康

昭 和 22．  9 ． 23 平 成 2４．  6 ． 12 平 成 28．  6 ． 11
昭 和 21． 10．  7 平 成 2４．  6 ． 12 平 成 28．  6 ． 11

17 生 水 哲 男
河 田 育 康

昭 和 29．  8 ． 1４ 平 成 28．  6 ． 12 令 和  2 ．  6 ． 11
昭 和 21． 10．  7 平 成 28．  6 ． 12 令 和  2 ．  6 ． 11

18 生 水 哲 男
原 　 孝 吏

昭 和 29．  8 ． 1４ 令 和  2 ．  6 ． 12
昭 和 3４．  3 ．  2 令 和  2 ．  6 ． 12
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　⑶　収　入　役（地方自治法の改正により平成19年に廃止。）

３ ．名　誉　市　民

代 氏　　　　　名 生　年　月　日 在　　　職　　　期　　　間
就　　　任 退　　　任

1 三 宅 鐵 男 大 正  3 ．  1 ． 30 昭 和 ４2．  5 ．  1 昭 和 ４6．  ４ ． 30
2 三 宅 鐵 男 大 正  3 ．  1 ． 30 昭 和 ４6．  5 ．  1 昭 和 50．  ４ ． 30
3 青 木 素 夫 大 正 10．  1 ．  9 昭 和 50．  6 ． 20 昭 和 5４．  ４ ． 22
４ 岡 野 計 太 郎 大 正 12．  3 ． 31 昭 和 5４．  ４ ． 23 昭 和 58．  ４ ． 22
5 岡 野 計 太 郎 大 正 12．  3 ． 31 昭 和 58．  ４ ． 23 昭 和 62．  3 ． 31
6 角 南 博 史 昭 和  6 ．  9 ．  1 昭 和 62．  ４ ．  1 平 成  3 ．  3 ．  ４
7 中 田 武 志 昭 和  7 ．  9 ． 1４ 平 成  3 ．  ４ ．  1 平 成  7 ．  3 ．  8
8 花 岡 洋 右 昭 和  8 ． 12． 17 平 成  7 ．  ４ ．  1 平 成 11．  3 ． 31
9 中 田 友 楠 昭 和 1４．  2 ． 10 平 成 11．  ４ ．  1 平 成 15．  3 ． 31
10 窪 津 　 悟 昭 和 16．  1 ． 29 平 成 15．  ４ ．  1 平 成 16．  6 ． 30
11 伊 東 香 織 昭 和 ４1．  5 ． 1４ 平 成 16．  7 ．  1 平 成 19．  7 ． 31

氏　名（生年月日） 選定年月日 事　　　　　　績　　　　　　等

木 村 哲 二
（明治17．12．22）

昭和35．  7 ．  ４
（75歳）

・出身　倉敷市川西町
・事績　�日本病理学会会長を歴任するなど，医学界における功績顕

著
・昭和４４． 2．25死亡

原 　 澄 治
（明治11．7 ．23）

昭和35．  7 ．  ４
（81歳）

・出身　倉敷市阿知 2 丁目
・事績　�倉敷町長として 5 年余在職のほか，社会福祉の増進，学術

文化の興隆に貢献
・昭和４3． 1． ４死亡

守 分 　 　 十
（明治23．5 ．10）

昭和４1．  2 ．25
（75歳）

・出身　倉敷市玉島乙島
・事績　金融界を通して社会文化の発展に貢献
・昭和52． 1．22死亡

大　 原　 總 一 郎
（明治４2．7 ．29）

昭和４3．  7 ．31
（58歳）

・出身　倉敷市中央 1 丁目
・事績　�日本経済の発展に尽くし，国際的文化人として学術文化の

興隆に尽力
・昭和４3． 7．27死亡

星 島 二 郎
（明治20．11．6 ）

昭和４４．  1 ．  7
（81歳）

・出身　倉敷市藤戸町藤戸
・事績　�大正 9 年以来４7年間，国政壇上で活躍し，また，郷土の社

会事業，産業の発展に寄与した功績顕著
・昭和55． 1． 3死亡

大 山 康 晴
（大正12．3 ．13）

昭和４5．  3 ．18
（４7歳）

・出身　倉敷市西阿知町
・事績　�名人位をはじめ五大タイトルを独占するなど前人未到の記

録を樹立するとともに棋界の発展に貢献
・平成 ４． 7．26死亡

大 山 茂 樹
（明治36．6 ．10）

昭和5４．  3 ．19
（75歳）

・出身　倉敷市沖
・事績　�新倉敷市発足以来12年間，市政を担当，市の飛躍的発展に

努力し，今日の繁栄を確固たるものとした。
・平成 7． ４． 5死亡

川 㟢 祐 宣
（明治37．2 ．22）

昭和61．  1 ．  7
（81歳）

・出身　岡山市矢坂東町
・事績　医学教育の向上と医療の発展に貢献
・平成 8． 6． 2死亡

池 田 昇 一
（明治28．11．1 ）

昭和61．12．12
（91歳）

・出身　倉敷市玉島乙島
・事績　美術文化の振興を通じ市の発展に貢献
・昭和63． 9．26死亡（雅号　池田遙邨）

本 田 　 實
（大正 2 ．2 ．26）

平成  2 ．  8 ．26
（77歳）

・出身　鳥取県八頭郡八東町
・事績　彗星12個，新星11個を発見し，世界の天文学界に貢献した。
・平成 2． 8．26死亡

片　 岡　 誠 喜 男
（明治４5．3 ．４ ）

平成  ４ ．  1 ．  7
（79歳）

・出身　倉敷市西阿知町
・事績　�杢目沈金等木工芸の新技術を開発し，昭和59年人間国宝の

認定を受ける。（雅号　大野昭和斎）
・平成 8． 8．30死亡

三 島 一 夫
（大正 3 ．2 ．15）

平成17．  6 ．2４
（91歳）

・出身　倉敷市中島
・事績　�倉敷市教育長として「よいこがいっぱいのまち倉敷」の実

現など市の教育・文化発展に貢献
・平成22． 3．15死亡
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４ ．市民活動の推進
少子高齢化，高度情報化，国際化をはじめとする急速な社会経済情勢の変化に伴う都市化の進行や価値観が多様化す

る中で地域における連帯感の希薄化が進行している。また，地域主権の時代を迎え，これまでの行政主導のまちづくり
から，市民の参加，協働のまちづくりへの転換が求められている。

こうしたことから，コミュニティの振興，ボランティア・ＮＰＯ等による社会貢献活動との連携等を通じて，市民活
動を促進し，市民との協働のまちづくりを推進する。

　⑴　コミュニティの振興
明るく住みよいまちづくり，地域づくりを推進するため，小学校区のコミュニティの組織づくりやコミュニティ活

動を支援するとともに，活動拠点である集会所の建設等への助成などを行う。
　　①　コミュニティづくり推進事業補助金
　　　●コミュニティ協議会設立補助金　　設立の年度に10万円以内
　　　　　コミュニティ協議会は４9校区に設立されており，未設立小学校区は1４小学校区となる。（令和 3 年 3 月末現在）

　　　●コミュニティ協議会活動補助金
地域のふれあいや，交流のための行事やイベント，地域の課題解決に向けた活動や取り組みに要する年間活動

経費の50％以内で，世帯割区分補助と課題解決区分補助の合算額。
世帯割区分補助は， 1 〜500世帯を 1 単位とし，1,000世帯までが10万円，1,001世帯〜1,500世帯が15万円，以

降， 1 単位増すごとに 5 万円を加算し，65万円（世帯数が6,000世帯を超える場合）を限度。課題解決区分補助
は60万円を限度。

　　　●地区コミュニティ協議会連合会運営補助
倉敷，児島，水島，玉島，船穂，真備の地区単位で組織されたコミュニティ協議会地区連合組織の運営や研修

活動経費で，地区内の小学校区数に 6 万円を乗じて得た額を限度。（コミュニティ協議会の未組織学区を除く。）
　　　●倉敷市連合コミュニティ協議会運営補助

市内全地区の地区コミュニティ協議会連合会の連合体の運営や研修活動経費で，市内の小学校区数に 3 万円を
乗じて得た額を限度。（コミュニティ協議会の未組織学区を除く。）

　　　●コミュニティ間交流事業補助
市内間交流は年間活動経費の50％以内で10万円を限度，県内及び県外間交流は年間活動経費の50％以内で20万

円を限度（市内，県内外で同一の相手方との交流は 3 年間を限度）
　　②　校区集会所設置費補助金

小学校区を単位として組織されたコミュニティ協議会が，集会所を設置する場合などに補助を行う。
（�コミュニティ組織が設立されていることが条件で，当該補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して10年

間は，再補助しない｡）
　　　●新築・増改築・建物取得

　建物の本体工事費を補助対象とする（外構工事，備品，消耗品等は対象外）
　小学校区世帯数が1,500世帯以下の場合
　　補助対象経費の70％以内で木造2,100万円，耐火2,４00万円を限度
　小学校区世帯数が1,500世帯を超える場合
　　補助対象経費の70％以内で木造2,900万円，耐火3,500万円を限度

　　　●大修繕
　　　　　補助対象経費（工事実費から20万円を差し引いた額）の50％以内で800万円を限度
　　　●公共下水道への接続工事

　　補助対象経費の70％以内で70万円を限度（既存施設への接続， 1 集会所 1 回限り）
●冷暖房設備の設置

補助対象経費の70％以内で1４0万円を限度， 1 集会所について 2 回目以降の補助は，補助対象経費の50％以内
で1４0万円を限度（当該補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して15年間は再補助しない）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和 2 年度

コミュニティ協議会数 ４7 ４7 ４9 ４9 50
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　　③　校区集会所管理費等補助金
●小学校区単位組織のコミュニティ協議会が保有する集会所の電気料ほか一定の経費について補助を行う。
　　小学校区の世帯数が1,500世帯以下の場合，年額18万円を限度
　　小学校区の世帯数が1,500世帯を超える場合，年額36万円を限度
●集会所を保有しないコミュニティ協議会が他の施設を使用する場合に生じる使用料等について補助を行う。
　　 1 回の使用につき15,000円で年額18万円を限度

　　④　地域集会所設置費補助金
　住民自治組織が集会所を設置する場合などに補助を行う。
　（当該補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して 5 年間は再補助しない）
●新築・増改築
　　建物の本体工事費を補助対象とし，補助対象経費の50％以内で800万円を限度
　　（外構工事，備品，消耗品等は対象外）
●建物取得
　　補助対象経費の50％以内で800万円を限度（外構工事，備品，消耗品等は対象外）
●大修繕
　　補助対象経費（工事実費から20万円を差し引いた額）の50％以内で800万円を限度
●公共下水道への接続工事（既存施設への接続， 1 集会所 1 回限り）
　　補助対象経費の50％以内で50万円を限度
●冷暖房設備の設置（当該補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して15年間は再補助しない）
　　補助対象経費の50％以内で100万円を限度

　地域集会所設置費補助金交付状況

⑤　自治組織集会施設家賃補助金
　　住民自治組織が集会施設（建物）を賃貸借契約し借り上げる場合に補助を行う。
　　補助額は家賃の 2 分の 1 で年度あたり12万円限度（家賃以外の敷金，権利金等は対象外）
⑥　集会所屋外スロープ設置費補助金
　　住民自治組織が集会所に屋外スロープを設置する場合に補助を行う。
　　（選挙の投票所又は検診・健康診査等で使用する公共性の高い集会所が対象）
　　補助額は工事費の実費（倉敷市福祉のまちづくり条例施行規則第 3 条の整備基準に適合することが必要）
⑦　町内会長等に対する感謝状の贈呈

市内の各地域において住民自治組織の長として，多年にわたり地域活動の推進に寄与するとともに地方自治の発
展に功績のあった者に対して，感謝状を贈呈する。

　集会所屋外スロープ設置費補助金交付状況

平成30年度 令和元年度 令和 2 年度
件　数 金額（千円） 件　数 金額（千円） 件　数 金額（千円）

新 築， 増 築， 改 築 1 8,000 2 11,966 3 15,7４6

大 修 繕 7 5,225 18 35,2４6 13 28,４71

公共下水道への接続工事を
含 む 大 修 繕 0 0 2 2,00４ 1 8,000

公 共 下 水 道 へ の 接 続 3 905 0 0 0 0

冷 暖 房 設 備 の 設 置 11 ４,700 30 12,2４3 16 6,990

計 22 18,830 52 61,４59 33 59,207

平成30年度 令和元年度 令和 2 年度
件　数 金額（千円） 件　数 金額（千円） 件　数 金額（千円）

屋 外 ス ロ ー プ 0 0 0 0 1 1,23４

計 0 0 0 0 1 1,23４
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⑧　財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業
財団法人自治総合センターが，宝くじの普及広報事業費として受け入れる受託事業収入を財源として，コミュニ

ティの健全な発展を図るとともに宝くじの普及広報事業を行うもの。
●一般コミュニティ助成

・対象事業
地域住民のコミュニティ組織（町内会・自治会等）がコミュニティ活動に直接必要な設備等の整備を行う事

業（例：御輿，太鼓，山車，テント等の整備事業）
・助 成 金　　100万円〜250万円（10万円単位）

●コミュニティセンター助成
・対象事業

地域住民のコミュニティ組織（町内会・自治会等）が，多目的な総合施設（コミュニティセンター・自治会
集会所など）を建設整備する事業

・助成金　　対象となる総事業費の 5 分の 3 以内に相当する額。ただし1,500万円を限度（10万円単位）
●青少年健全育成助成

・対象事業
地域住民のコミュニティ組織（町内会・自治会等）が，青少年の健全育成のため，主として親子で参加する

スポーツ・レクリエーション，文化・学習活動などを実施する事業
・助 成 金　　30万円〜100万円（10万円単位）

　助成状況

⑨　地縁団体の認可
自治会や町内会は「権利能力なき社団」と位置付けられ法人格を持てなかったことから，集会所等の財産を当該

団体の名義での不動産登記が不可能であったため，不動産の登記名義を当該団体の会長個人又は役員の共有名義と
しなければならなかったことにより，当該名義人の死亡による相続問題や当該名義人の債権者による不動産の差押
え等の財産上の問題が生じることがあった。

この認可制度は，このような問題を解消するため，不動産を保有又は保有を予定している自治会や町内会に法人
格を与え，当該団体名義での不動産登記等を可能にしようとするものであり，平成 3 年 ４ 月 2 日の地方自治法の改
正により新たに創設された制度である。倉敷市では，令和 3 年 3 月末現在，208団体が認可を受けている。

　⑵　市民との協働の推進
近年，地方分権の進展とともに，「自己決定・自己責任」の理念のもと，地方自治体の自主性と自立性が求められ

ており，そのためには，市民が主人公のまちづくりを推進することが大変重要になってきている。少子高齢化，価値
観の多様化などから生まれる地域課題の解決や改善，より良い公共サービスの提供を行うために，行政と市民公益活
動団体等が互いに力を合わせながら，全ての市民が総合的な豊かさを実感するまちづくりを進めていく。平成20年 3
月に協働についての基本的な考え方やあり方をまとめた「倉敷市協働の指針」を策定した。この指針に基づいて市民
との協働を推進している。

　　①　アダプト・プログラム
道路，河川や公園など公共エリアの清掃，美化活動等の管理を行うことについて，ボランティア団体と市が合意

書を取り交わし，ボランティア団体が管理を行い，市は軍手，ゴミ袋等を支給することによってその活動を支援す
る。
・活動期間…… 1 年以上，最長 5 年間（継続可）
・活動範囲……倉敷市管理の公共施設の一定区域
・活動回数……年 ４ 回以上
・活動団体の状況（令和 3 年 3 月末現在４0団体が登録し活動中）

平成30年度 令和元年度 令和 2 年度
件　数 金額（千円） 件　数 金額（千円） 件　数 金額（千円）

一 般 コ ミ ュ ニ テ ィ 助 成 ４ 10,000 ４ 9,100 6 15,000

コミュニティセンター助成 − − − − − −

青 少 年 健 全 育 成 助 成 − − − − − −
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②　市民企画提案事業
市民活動の活性化，市民と行政の協働によるまちづくりを推進することを目的に，団体単独で行う自主事業及び

行政との協働事業に対して補助を行う。利用は各コースを通算して 1 団体につき 5 年以内とする。
令和元年度に制度の見直し（令和 2 年度実施事業から適用）を行い，自主事業部門に新規チャレンジコースを新

設し，自主事業から協働事業への発展を目指すよう，各コースの補助額や補助率の見直しを行った。
・新規チャレンジコース（自主事業部門）

団体が実施する公益的な自主事業に対して補助を行う。団体の活動実績は問わない。補助率75％以内で15万円
を限度とする。

・協働準備コース（自主事業部門）
団体が実施する公益的な自主事業に対して補助を行う。協働事業部門への発展を目指す団体が対象。補助率

80％以内で30万円を限度とする。
・市民提案コース（協働事業部門）

団体と行政が協働して実施する事業のうち，団体が市へ企画を提案し実施する事業に対して補助を行う。補助
率90％以内で50万円を限度とする。

・行政提案コース（協働事業部門）
団体と行政が協働して実施する事業のうち，市が提示したテーマに沿った企画を団体が提案し，実施する事業

に対して補助を行う。補助率100％以内で50万円を限度とする。

③　ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）の状況等
・ＮＰＯ法人の状況

　特定非営利活動促進法に基づき，岡山県から認証を受けた「市内に事務所を置く法人」は，次のとおりである。

⑶　市民活動拠点，交流施設の管理・運営
　①　倉敷市市民活動センター
　　設置目的

市民の自主的かつ営利を目的としない公益性のある活動を促進することにより，活力ある地域社会を実現するた
め，倉敷市市民活動センターを設置する。

　　　・所　在　地　　倉敷市西中新田620番地 1 （本庁舎西側分室）
　　　・開　　　館　　平成21年 6 月 1 日
　　　・開�館�時�間　　月〜金……午前 9 時から午後 9 時
　　　　　　　　　　　土・日……午前 9 時から午後 5 時
　　　・休　館　日　　国民の祝日に関する法律に規定する休日
　　　　　　　　　　　年末年始（12月29日から翌年 1 月 3 日）
　　　　　　　　　　　※土・日曜日が祝日の場合は休館
　　　・施設の内容　　会議室 2 室（第 1 会議室：定員20名，第 2 会議室：定員12名）
　　　　　　　　　　　保管コーナー，印刷・作業コーナー，情報・交流コーナー

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和 2 年度
提案件数 16 16 11 8 8
実施件数 13 1４ 9 8 5

助成状況（千円） 2,725 3,607 2,72４ 2,620 1,４78

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和 2 年度
ＮＰＯ法人数 15４ 159 153 151 15４

（令和 3 年 3 月末現在）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和 2 年度
活動団体数 37 38 ４2 ４1 ４0
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　　　・使用料（令和元年10月 1 日改定）

　　・年度別利用状況（延人数）

　　※新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の発令を受け，令和 2 年 ４ 月20日から 5 月31日まで休館。

　②　倉敷市市民交流センター
　　設置目的

市民の相互交流及び文化活動，コミュニティ活動等の促進を図り，もって地域の活性化に資するため，市民交流
センターを設置する。

　　　●倉敷市児島市民交流センター（指定管理者： 1 期目　平成23年 8 月 1 日から平成27年 6 月30日まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2 期目　平成27年 7 月 1 日から平成30年 6 月30日まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3 期目　平成30年 7 月 1 日から令和 3 年 6 月30日まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　児島商工会議所・クラレテクノ共同事業体）
　　　・所　在　地　　倉敷市児島味野 2 丁目 2 番38号
　　　・開　　　館　　平成23年10月 1 日
　　　・建設年月日　　着工　平成22年 2 月23日〜平成23年 7 月27日
　　　・建�物�概�要　　交流棟…鉄筋コンクリート造，地上 2 階／地下 1 階，延床面積3,318.４6㎡
　　　　　　　　　　　図書館・ホール棟…鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造），地上 ４ 階，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延床面積5,781.４3㎡（内児島市民交流センター部分：2,692.51㎡）
　　　　　　　　　　　駐車場棟…鉄筋コンクリート造，地上 1 階／地下 1 階，延床面積3,271.20㎡
　　　・総　工　費　　2,570,931千円（内児島市民交流センター部分：1,55４,557千円）
　　　・開�館�時�間　　午前 9 時から午後10時
　　　・休　館　日　　年末年始（12月29日から翌年 1 月 3 日）

使用区分・時間

使用場所

基　　本　　使　　用　　料　（円）
午　　前 午　　後 夜　　間
9 時〜12時 13時〜17時 18時〜21時

第 1 会 議 室 31４ ４19 31４
第 2 会 議 室 210 31４ 210

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和 2 年度
総 利 用 者 数 11,000 11,202 5,767 6,087 2,302
第 1 会 議 室  ４,0４6  ４,333 1,865 3,3４8 1,876
第 2 会 議 室  2,４55  2,226 　686 　　0 　４26
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　　　・施設利用料金（令和元年10月 1 日改定）

備考
1 　多目的ホールを時間単位で使用する場合における時間当たりの基本利用料は，使用部分が全面（ 6 ブロック）の場
合にあっては377円，3 ブロックの場合にあっては189円，2 ブロックの場合にあっては126円，1 ブロックの場合にあっ
ては63円とする。

2 　各種割増料（入場料割増し，営業割増し，市外居住割増し，超過時間等割増し）設定あり。
3 　ジーンズホールの使用の場合は，ジーンズホールの基本利用料に第 1 楽屋，第 2 楽屋及び第 3 楽屋の基本利用料を
含むものとする。

４ 　準備又は練習のためにジーンズホール（客席及び親子室を除く。）を使用する場合は，基本利用料の50パーセント
を減額する。

区分・時間

場所

基　本　利　用　料　（円）

冷暖房料（円）午前 午後 夜間 昼間 昼夜間 全日
9 時

〜12時
13時

〜17時
18時

〜22時
9 時

〜17時
13時

〜22時
9 時

〜22時

ジ ー ン ズ ホ ー ル 3,960 5,280 5,280 10,675 11,995 17,380
1 時間につき
冷房料　1,729
暖房料　1,278

楽　

屋

第 　 1 　 楽 　 屋 115 220 220 ４４0 ４４0 660
第 　 2 　 楽 　 屋 115 220 220 ４４0 ４４0 660
第 　 3 　 楽 　 屋 115 220 220 ４４0 555 775

楽 屋 シ ャ ワ ー 室 555 555 555 555 660 660

会　
　

議　
　

室

第 1 会 議 室 880 1,100 1,100 2,315 2,6４0 3,855
第 2 会 議 室 220 335 335 660 775 1,100
第 3 会 議 室 555 775 775 1,5４0 1,655 2,535
第 ４ 会 議 室 115 220 220 ４４0 555 775
第 5 会 議 室 115 220 220 ４４0 555 775
第 6 会 議 室 335 555 555 1,100 1,215 1,760
第 1 和 室 会 議 室 335 555 555 1,100 1,215 1,760
第 2 和 室 会 議 室 220 335 335 660 660 995

多 目 的 室 995 1,４35 1,４35 2,860 3,195 ４,620
視 聴 覚 室 1,980 2,6４0 2,6４0 5,395 6,160 8,800
練
習
室

第 1 練 習 室 220 335 335 660 775 1,100
第 2 練 習 室 220 335 335 660 660 1,100

いきいきふれあいルーム 995 1,320 1,320 2,6４0 3,080 ４,４00
工 作 室 775 995 995 2,095 2,315 3,４15
陶 芸 窯 室 660 660 660 880 880 1,100
調 理 室 1,４35 1,760 1,760 3,080 3,４15 ４,735
多 目 的 ホ ー ル 1,100 1,４35 1,４35 2,975 3,４15 ４,8４0
展示スペース（ 1 ブロック） 52 73 73 136 1４7 220
ギャラリー（ 1 ブロック） ４2 63 63 115 126 178
芝 生 広 場 660 880 880 1,760 1,980 2,975
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　　　・年度別利用状況（人）

　　　※新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の発令を受け，令和 2 年 ４ 月20日から 5 月31日まで休館。
　　　　（駐車場を除く）

　　　●倉敷市玉島市民交流センター（指定管理者： 1 期目　平成23年12月17日から平成28年 2 月29日まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2 期目　平成28年 3 月 1 日から平成31年 2 月28日まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3 期目　平成31年 3 月 1 日から令和 ４ 年 2 月28日まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　玉島テレビ放送・ＪＦＥ西日本ジーエス共同事業体）
　　　・所　在　地　　倉敷市玉島阿賀崎 1 丁目10番 1 号
　　　・開　　　館　　平成2４年 ４ 月 1 日
　　　・建設年月日　　着工　平成22年 7 月 1 日〜平成2４年 3 月1４日
　　　・建�物�概�要　　交流棟…鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造），地上 2 階
　　　　　　　　　　　　　　　延床面積　5,198.４8㎡
　　　　　　　　　　　体育棟…鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造），地上 2 階
　　　　　　　　　　　　　　　延床面積　2,４71.92㎡（内玉島市民交流センター部分：1,065.20㎡）
　　　・総　工　費　　2,396,610千円（内玉島市民交流センター部分：2,116,618千円）
　　　・開�館�時�間　　交流棟……午前 9 時から午後10時
　　　　　　　　　　　体育棟……午前 8 時から午後10時
　　　・休　館　日　　年末年始（12月29日から翌年 1 月 3 日）

区　　　　分 平成30年度 令和元年度 令和 2 年度
ジ ー ン ズ ホ ー ル 20,329 21,379 ４,739

会　
　

議　
　

室

第 1 会 議 室 8,679 8,9４2 ４,670
第 2 会 議 室 ４,299 ４,729 1,４02
第 3 会 議 室 6,370 6,769 3,537
第 ４ 会 議 室 3,４22 2,４21 971
第 5 会 議 室 2,４59 2,285 908
第 6 会 議 室 ４,961 5,226 2,6４2
第 1 和 室 会 議 室 3,097 1,6４8 1,110
第 2 和 室 会 議 室 930 1,579 517

多 目 的 室 11,602 11,730 276
視 聴 覚 室 5,938 5,7４2 1,４４7
練
習
室

第 1 練 習 室 2,506 2,４４5 38４
第 2 練 習 室 1,４83 2,021 ４83

いきいきふれあいルーム 6,４30 9,2４6 288
工 作 室 3,959 3,978 2,575
陶 芸 窯 室 238 207 16４
調 理 室 2,395 2,79４ 896
多 目 的 ホ ー ル 18,337 16,239 ４,970
展示スペース（ 1 ブロック） 121,４４４ 102,537 28,770
ギャラリー（ 1 ブロック） 9,727 13,585 3,359
芝 生 広 場 85,615 90,160 312

合　　　　　　　計 32４,220 315,662 6４,４20
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　　　・施設利用料金（令和元年10月 1 日改定）
　　　　 1 　ホール・会議室等

備考　�児島市民交流センター施設利用料金の表備考（第 1 号を除く。）の規定は，この表の利用料及び時間について準用
する。この場合において，同表備考中「ジーンズホール」とあるのは「ホール」と読み替えるものとする。

区分・時間

場所

基　本　利　用　料　（円）

冷暖房料（円）午前 午後 夜間 昼間 昼夜間 全日
9 時

〜12時
13時

〜17時
18時

〜22時
9 時

〜17時
13時

〜22時
9 時

〜22時

ホ 　 ー 　 ル ４,295 5,720 5,720 11,４４0 12,875 18,595
1 時間につき
冷房料　1,85４
暖房料　1,372

楽　

屋

第 　 1 　 楽 　 屋 115 220 220 ４４0 555 775
第 　 2 　 楽 　 屋 220 220 220 555 660 880
第 　 3 　 楽 　 屋 115 220 220 ４４0 555 775

楽 屋 シ ャ ワ ー 室 555 555 555 660 775 880

会　
　

議　
　

室

第 1 会 議 室 995 1,320 1,320 2,755 3,080 ４,515
第 2 会 議 室 1,875 2,535 2,535 5,060 5,615 8,1４0
第 3 会 議 室 880 1,215 1,215 2,535 2,860 ４,180
第 ４ 会 議 室 660 880 880 1,875 2,095 3,080
第 5 会 議 室 335 ４４0 ４４0 880 995 1,４35
第 6 会 議 室 220 335 335 775 880 1,320
第 1 和 室 会 議 室 335 ４４0 ４４0 995 1,100 1,655
第 2 和 室 会 議 室 220 335 335 775 880 1,215
第 3 和 室 会 議 室 220 335 335 775 880 1,215

多 目 的 室 335 555 555 1,100 1,215 1,760
練
習
室

第 1 練 習 室 775 1,100 1,100 2,200 2,４20 3,635
第 2 練 習 室 335 ４４0 ４４0 880 995 1,４35

工 作 室 880 1,100 1,100 2,315 2,6４0 3,7４0
陶 芸 窯 室 660 660 660 880 995 1,100
調 理 室 1,４35 1,760 1,760 2,860 3,195 ４,295
美
術
展
示
室

第 1 美 術 展 示 室 335 ４４0 ４４0 880 995 1,5４0
第 2 美 術 展 示 室 880 1,215 1,215 2,４20 2,755 3,960
美術倉庫（ 1 ブロック） 73 9４ 9４ 178 210 30４
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　　　　 2 　体育室

　備考　各種割増料（入場料割増し，営業割増し，市外居住割増し，超過時間等割増し）設定あり。

　　　　 3 　屋外体育施設

　　　・年度別利用状況（人）

　　　※新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の発令を受け，令和 2 年 ４ 月20日から 5 月31日まで休館。

　　③　倉敷市環境交流スクエア（愛称：水島愛あいサロン）
　　　　　　　　　　　　　　　（指定管理者： 1 期目　令和 2 年 3 月 1 日から令和 7 年 2 月28日まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クラレテクノ・シンコースポーツ共同事業体）
　　　設置目的

市民の環境に対する理解及び学習を促進し，並びに市民の相互交流に資する施設として，倉敷市環境交流スクエ
アを設置する。

　　　・所　在　地　　倉敷市水島東千鳥町 1 −50
　　　・開　　　館　　平成23年 ４ 月17日
　　　・改修年月日　　着工　平成22年10月26日〜平成2４年 2 月29日

種　　　　　別 単　　　　　位 基　本　利　用　料　（円）
フ ロ ア を 全 面 使 用 す る 場 合 1 時間につき ４30
バ レ ー ボ ー ル 1 面 1 時間につき 356
バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 1 面 1 時間につき 356
バ ド ミ ン ト ン 1 面 1 時間につき 126
イ ン デ ィ ア カ 1 面 1 時間につき 126
ソ フ ト バ レ ー 1 面 1 時間につき 126
バ ウ ン ド テ ニ ス 1 面 1 時間につき  9４
卓 球 1 面 1 時間につき  31

種　　　　　別 単　　　　　位 基　本　利　用　料　（円）
テ ニ ス コ ー ト 1 面 1 時間につき 178
シ ャ ワ ー 室 1 人 1 回につき  ４2

部　　屋　　名 平成30年度 令和元年度 令和 2 年度
ホ　�ー　�ル（楽 屋） 29,291 29,993 9,769
第　� 1 　�会　�議　�室 7,897 7,519 2,929
第　� 2 　�会　�議　�室 13,099 1４,281 6,４20
第　� 3 　�会　�議　�室 7,576 6,116 3,729
第　� ４ 　�会　�議　�室 6,４４7 5,532 3,899
第　� 5 　�会　�議　�室 5,35４ ４,785 3,03４
第　� 6 　�会　�議　�室 ４,811 ４,４67 2,676
和 室 会 議 室 6,097 6,3４3 1,990
多 目 的 室 ４99 1４0 0
第　� 1 　�練　�習　�室 7,7４7 6,272 1,015
第　� 2 　�練　�習　�室 2,929 3,311 378
調 理 室 2,４51 1,668 ４59
工 作 室 3,４17 3,517 2,020
陶 芸 窯 室 95 165 127
美 術 展 示 室 23,187 17,835 10,631
体 育 室 31,773 29,058 22,371
テ ニ ス コ ー ト 10,283 10,670 9,383

合　　　　　計 162,953 151,672 80,830
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　　　・建�物�概�要　　鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造），地上 ４ 階，延床面積5,229.75㎡
　　　・総　工　費　　891,566千円（改修費）
　　　・開�館�時�間　　東棟（交流フロア，スポーツフロア，芝生広場）……月・水から金曜日：午前 9 時から午後 9 時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土・日・祝日　　：午前 9 時から午後 6 時
　　　　　　　　　　　西棟（環境フロア）……午前 9 時から午後 5 時
　　　・休　館　日　　東棟……毎週火曜日，年末年始（12月29日から翌年 1 月 3 日）
　　　　　　　　　　　　　　　�ただし，火曜日が祝日の場合，その日後においてその日に最も近い，土・日曜日及び祝

日に該当しない日
　　　　　　　　　　　西棟……土・日曜日，祝日，年末年始（12月29日から翌年 1 月 3 日）
　　　　　　　　　　　※祝日：国民の祝日に関する法律に規定する休日
　　　・施設利用料金及び使用料（令和元年10月 1 日改定）
　　　　 1 　交流フロア（東棟）

　　　　 2 　スポーツフロア（東棟）

　　　　 3 　環境フロア（西棟）

　　　　 ４ 　芝生広場

備考　各種割増料（入場料割増し，営業割増し，市外居住割増し，超過時間等割増し）設定あり。

区分・時間

場所

基本利用料（円）
午前 午後 夜間 昼間 昼夜間 全日

9 時〜12時 13時〜17時 18時〜21時 9 時〜17時 13時〜21時 9 時〜21時

コミュニティフロア（ 1 区画） 2,300 3,1４0 2,300 6,280 6,280 9,４20
会　　　議　　　室　　　 1 730 1,0４0 730 2,090 2,090 3,1４0
会　　　議　　　室　　　 2 730 1,0４0 730 2,090 2,090 3,1４0
サ ウ ン ド ル ー ム 730 1,0４0 730 2,090 2,090 3,1４0

区　　　　　分 単　　位 基本利用料（円）

温水プール及び
トレーニング室

中学生，高校生，65歳以上の者
1 人 1 回につき

620
その他の者 730
中学生，高校生，65歳以上の者

1 人 1 月につき
5,230

その他の者 6,280
中学生，高校生，65歳以上の者

1 人 1 年につき
52,380

その他の者 62,850

使用区分・時間

使用場所

基本使用料（円）
半日 全日

9 時〜15時 15時〜21時 9 時〜21時
Ａ区 7,690 7,690 15,380
Ｂ区 7,630 7,630 15,260

使用区分・時間

使用場所

基本使用料（円）
午前 午後 全日

9 時〜12時 13時〜17時 9 時〜17時
会 　 　 議 　 　 室 　 　 1 629 838 1,782
会 　 　 議 　 　 室 　 　 2 629 838 1,782
会 　 　 議 　 　 室 　 　 3 ４19 52４ 1,257
教　室　（全　会　議　室） 1,571 2,095 ４,71４
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　　　・年度別利用状況（人）

　　　※新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の発令を受け，令和 2 年 ４ 月20日から 5 月31日まで休館。
　　　　（スポーツフロアは，令和 2 年 3 月 ４ 日から 6 月30日まで休館。）

５ ．広　　聴
　⑴　市民ふれあいトーク

市民と市長との直接対話により，市政への市民参加を図り，開かれた市政を実現するために実施。市長が市内各地
区の個性と魅力や，様々なテーマについて，市民と幅広く，自由に意見交換を行う。

　　　平成20年 8 月より実施。

　⑵　市民モニター
市政の課題や市民生活にかかる課題などについて，インターネットを活用して市民の意識調査を行い，市民の声を

市政に反映させるため平成21年 ４ 月より募集開始。インターネットを活用することで，簡単に，かつ素早く調査を行
い，市民の生活向上に役立てることができる。

　⑶　陳情・請願，要望，提案等の受付，回答
市政に対する市民の建設的な意見，提案等を聴取し，市民の意見を市政に反映させるとともに，市政への市民の参

加意識の高揚を図る。

　⑷　コールセンター
市民サービスの向上と利用しやすい市役所を目指し，市の手続きや制度・施設利用などに関する問い合わせを一元

的に受付ける「倉敷市コールセンター」（愛称：倉敷なんでもコール）を，平成20年 3 月に開設し，業者委託により
運営を開始した。

　　　・委託業者：�西日本電信電話株式会社・岡山支店，株式会社エヌティティマーケティングアクト及びＮＴＴビジネ
スソリューションズ株式会社

　　　・設置場所：倉敷市老松町 3 − 3 − 1 　ＮＴＴ倉敷支店ビル 3 Ｆ
　　　・運営時間：午前 8 時から午後 9 時（年中無休）
　　　・受付手段：電話・ＦＡＸ・メール

区　　　　分 平成30年度 令和元年度 令和 2 年度

交 流 フ ロ ア
コミュニティフロア ４6,866 ４6,8４8 10,622
会 議 室 11,180 11,619 3,9４9
サ ウ ン ド ル ー ム 730 573 16４

ス ポ ー ツ フ ロ ア ４3,7４3 ４3,656 17,885
芝 生 広 場 29,373 23,0４0 318

合　　　　　　　計 13４,509 123,373 32,938

年　　　　度 回　　　　数 参　加　人　数（人） 傍　聴　人　数（人）
Ｈ30 2  9４  59
Ｒ 1 ４ 212  50
Ｒ 2 1  2４   9

年　　　度 件　　　数（件）
Ｈ30 30４
Ｒ 1 312
Ｒ 2 ４8４

年　　　　　度 登　録　者　数（人） アンケート回数
Ｈ30 1,４23（Ｈ31. 3 .31現在） 10
Ｒ 1 1,４55（Ｒ 2 . 3 .31現在） 10
Ｒ 2 1,４69（Ｒ 3 . 3 .31現在） 13
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　　ア　目的
　　　①　ワンストップサービスの確立による市民サービスの向上
　　　②　市政への反映を目的としたマーケティング機能の強化
　　　③　少数精鋭組織における業務遂行
　　イ　効果
　　　①�　市民の皆様からのお問い合わせを一元的に受け付け，「どこへ電話したらよいかわからない」といった不安を

解消するとともに，たらいまわしを防止することができる。
　　　②　開庁時間外および土日祝日など受付時間の延長により，市民の皆様は必要な時に知りたい情報が入手できる。
　　　③　インターネットを利用できない市民の方でも，身近な電話やＦＡＸにてお問い合わせができる。
　　　④�　コールセンターに寄せられたお問い合わせ・ご意見・ご要望などにより，市民ニーズを把握して，市政に反映

することができる。
　　ウ　利用状況　� （単位：件）

　　　※�ＦＡＱとは，市に寄せられる「よくある質問とその回答」を取りまとめたもので，コールセンターホームページ
に約2,100件を掲載しています。

　　　※ＦＡＱ閲覧件数とは，市民の方々がホームページのＦＡＱにアクセスした件数です。

　⑸　パブリックコメント
政策形成にあたり，市民の多様な意見・提言を広く聴くことにより，市政における公正の確保，透明性の向上，市

民の市政への参画を図ることを目的とする。それまで各課で実施していたが，平成22年 ４ 月より「パブリックコメン
ト手続」を制度として統一し，情報を一元化した。

６ ．広　　報
市政情報を市民に正確に分かりやすく知らせ，開かれた市政を推進するため広報くらしきや広報チャンネル，民放テ

レビ，コミュニティＦＭラジオ，ホームページ，ＳＮＳなどの複数の発信媒体を組み合わせ，効果的な情報発信に努める。
また，倉敷の優れた歴史・伝統・文化・景観・特産品など魅力ある地域資源について，あらゆる媒体を活用して全国

及び世界に向けた戦略的な情報発信を展開する。
⑴　広報活動

①　広報紙「広報くらしき」
　　発　行　　毎月 1 回，各世帯に配布する。
　　　　　　　Ａ ４ 判36ページ　毎月 1 日に発行する。
　　配　布　　�市民（地区代表者・世話人）約5,900人に各世帯への配布を依頼している。（ 1 人当たり配布世帯数約

30世帯）
　　　　　　　配布手数料は 1 世帯につき年額180円（令和 3 年度）
②　新聞広報
　・地元新聞朝刊広告　年30段分を掲載
③　民放市政テレビ番組
　・RSK山陽放送「月刊くらしき情報局」（ 5 分のコーナー） 　　本放送年12回　毎月
　・西日本放送など（30分番組）　　　　　　　　　　　　　　　本放送年 2 回

年　　　度 実�施�件�数（件）
Ｈ30   8
Ｒ 1   7
Ｒ 2 2４

年度 電話受付件数 FAX受付件数 メール受付件数 FAQ閲覧件数
Ｈ30 105,08４  ４6 1,2４6 　866,75４
Ｒ 1  91,517  37 1,07４ 1,030,380
Ｒ 2  99,988 100 1,691 1,212,４68
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　・岡山放送など（30分番組）　　　　　　　　　　　　　　　　本放送年 2 回
　・瀬戸内海放送（30分番組）　　　　　　　　　　　　　　　　本放送年 1 回
　・テレビせとうちなど（30分番組）　　　　　　　　　　　　　本放送年 2 回
④　ＦＭ放送
　・ＦＭくらしき　　　　　　ナレーション・インフォマーシャル60秒　年約600回
　　　　　　　　　　　　　　「声の広報くらしき」毎週土曜日　10時〜10時半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毎週火曜日　12時25分〜12時55分

� （月 8 回放送，内 6 回は再放送）
⑤　ケーブルテレビ広報チャンネル
　・�平成10年10月10日に，各ケーブルテレビ局のチャンネルで行政専用の広報チャンネルを開設。また平成16年 ４ 月

1 日から動画放送を開始し，市役所からのお知らせや休日・夜間の当番医などを文字・音声や動画で2４時間放送
している。平成21年 ４ 月からは「市長定例記者会見」を放送している。平成26年度からは，新たに動画コンテン
ツを 1 カ月に 1 本程度制作（委託事業）・放送し，YouTube（ユーチューブ）でも配信。令和 2 年 9 月末で静止
画放送を終了し，動画を2４時間放送。

⑥　記者会見
　　市長定例記者会見　　原則として月 1 回
⑦　メールマガジン
　・�事前登録した市民（利用者）に，利用者自らが選んだ市政情報をスマートフォンやパソコンにメールで発信する。

平成30年12月からLINEでの受信も可能になった。受け付け，発行は各担当課などが行い，くらしき情報発信課
は全体の統括をする。分野は，消費生活，税，環境など，令和 3 年 ４ 月現在で22種を発行中。発行頻度は各メー
ルマガジンにより異なるが，概ね月 1 回〜数回｡

⑧　Facebook（フェイスブック）
　・�平成27年 3 月16日からフェイスブックに倉敷市公式ページを開設。担当部署から集めた市の観光やイベントなど

の情報を中心に，本市の魅力を感じていただけるような情報をくらしき情報発信課で投稿する。
⑨　シティセールス「クラシキ文華」
　・�歴史を大事にしながらも常に新しい事にチャレンジし続けているまち，新しい「くらし」「文化」が生まれ続け

ているまちを表わす「クラシキ文華」をテーマに，首都圏などの20代〜30代の女性をメインターゲットとして，
交流・定住の人口や倉敷ファンの増加を目指し，サイトやニュースレターにより魅力を発信。

⑩　Instagram（インスタグラム）
　・�平成28年11月 1 日から運用開始。他市との差別化が図られるような，観光名所やイベント，特産品等，お洒落な

イメージを伝える情報をくらしき情報発信課で投稿する。
⑪　倉敷未来プロジェクト

・市内商工会議所や大学等と協力し，地域活性化の活動や地域の魅力に触れる機会を作ることで，若者の倉敷への
郷土愛を高め，倉敷を誇りに思うひとを育てる取り組みを実施する。
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７ ．職　　　　　員
　⑴　定数並びに現員� （単位：人）（Ｒ3.４.1現在）

　 1 �　現員は，地方公共団体定員管理調査による職員数。また，教育委員会に教育長を含む。

　⑵　一般職平均給料等� （Ｒ3.４.1現在）

区　　　　分 職　員　数 平均年齢
給　　料　　月　　額　　（円）

最　　　高 最　　　低 平　　　均
一 般 行 政 職 1,731人 ４2.5歳 503,200 15４,900 328,026
税 務 職 133 37.0 ４33,900 161,600 293,507
医 師 ・ 歯 科 医 師 職 2 6４.9 558,４00 55４,500 556,４50
薬 剤 師 ・ 医 療 技 術 職 75 39.3 ４31,４00 196,900 301,003
看 護 ・ 保 健 職 97 ４0.8 ４55,800 188,700 316,793
福 祉 職 271 36.1 ４09,100 186,100 283,806
消 防 職 ４56 37.8 ４98,800 167,４00 300,5４7
企 業 職 330 ４3.４ 658,600 161,600 3４0,855
技 能 労 務 職 19４ 51.7 ４09,000 152,700 36４,132

教
育
職

短 期 大 学 23 51.1 518,200 318,300 ４29,278
高 等 学 校 2 52.8 399,0４8 255,200 327,12４
幼 稚 園 137 35.7 ４16,100 207,４00 28４,7４1

指 導 主 事 53 ４6.1 ４5４,500 317,000 372,909
合 計 ・ 平 均 3,50４ ４1.5 321,819

区　　　　　　　　分 条�例�定�数 職　員　数 男�子�職�員 女�子�職�員

市長部局

計 2,155 2,217 1,32４ 893
市 長 公 室 2４ 17 7
企 画 財 政 局 110 78 32
総 務 局 332 2４6 86
市 民 局 216 122 9４
環 境 リ サ イ ク ル 局 290 271 19
保 健 福 祉 局 863 268 595
文 化 産 業 局 123 92 31
建 設 局 2４2 222 20
出 納 室 17 8 9

水 道 局 130 11４ 92 22
市 民 病 院 210 191 ４5 1４6
ボ ー ト レ ー ス 事 業 局 33 28 26 2
議 会 事 務 局 22 17 12 5
選 挙 管 理 委 員 会 12 9 8 1
監 査 事 務 局 11 9 5 ４
教 育 委 員 会 510 ４４0 15４ 286
公 平 委 員 会 1 0 0 0
農 業 委 員 会 12 10 6 ４
消 防 局 ４75 ４70 ４55 15

合　　　　　計 3,571 3,505 2,127 1,378

−62−



　⑶　標準職務等級別給料（行政職給料表）　� （Ｒ3.４.1現在）

　⑷　初任給の状況
　　①　行　政　職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （Ｒ3.４.1現在）

　　②　保育教育職

　　③　技能労務職

　⑸　管理職手当

※（　）は再任用職員の支給額

区　　　　　　分 人　　　　　員 平　均　給　料 最　高　給　料 最　低　給　料

技 監 1人 ４79,600円 ４79,600円� ４79,600円�

局 長 15� ４96,327 503,200 ４79,600

部 長 ４9 ４57,373 ４6４,600 ４15,４00

次 長 89 ４33,４71 ４４9,４00� ４16,100

課 長 222 ４09,679 ４４6,200� 389,200�

課 長 補 佐 ４16 38４,3４0 ４1４,600 355,200

係 長 569 352,600 ４05,600 296,４00

吏 員 1,219 259,103 397,900 15４,900�

吏 員 以 外 12 180,775 201,200 160,100�

職　　　　種 学　歴　免　許 級　　　　号 給　　　　料

一 般 事 務 職 員

技 術 職 員

大 学 卒 1 　　 − 　　29 188,700円

短 大 卒 1 　　 − 　　17 165,900

高 校 卒 1 　　 − 　　 9 15４,900

消 防 職 員 高 校 卒 1 　　 − 　　13 160,100

職　　　　種 学　歴　免　許 級　　　　号 給　　　　料

保 育 教 育 職
大 学 卒 1 　　 − 　　37 196,300円

短 大 卒 1 　　 − 　　25 181,700　

職　　　　種 学　歴　免　許 級　　　　号 給　　　　料

技 能 労 務 職 高 校 卒 1 　　 − 　　17 1４7,900円

支　��給　��区　��分 職 支　　　　　　�給　　　　　　�額（円）

1 種
技 監 123,200

局 長 103,600

2 種 部 長  8４,000

3 種 次 長  72,600

４ 種 課 長  6４,800

5 種 課 長 補 佐  53,300（38,100）
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　⑹　期末・勤勉手当
　　①　一般職（期末・勤勉手当）

　　②　特別職（期末手当）

　⑺　ラスパイレス指数　� 毎年度 ４ 月 1 日現在　

　⑻　障がい者雇用数・率

８ ．旅　　　　　費
　⑴　日当・宿泊料　� （単位：円）

　※　片道100㎞未満の出張（宿泊を伴わないものに限る。）をした場合には，日当を支給しない。

区　　　　　分 Ｈ30　�年　�度 Ｈ31　�年　�度 Ｒ 2 　�年　�度 Ｒ 3 　�年　�度

夏期手当（ 6 月） 期 末 手 当
勤 勉 手 当

�212.5�
100

�122.5�
100 �222.5�

100

�130.0�
100 �225.0�

100

�130.0�
100 �222.5�

100

�127.5�
100

�90�
100

�92.5�
100

�95.0�
100

�95.0�
100

年末手当（12月） 期 末 手 当
勤 勉 手 当

�232.5�
100

�137.5�
100 �227.5�

100

�130.0�
100 �220.0�

100

�125.0�
100 �222.5�

100

�127.5�
100

�95�
100

�97.5�
100

�95.0�
100

�95.0�
100

区　　　　　分 Ｈ30　�年　�度 Ｈ31　�年　�度 Ｒ 2 　�年　�度 Ｒ 3 　�年　�度

夏 期 手 当（ 6 月） �207.5�
100

�215.0�
100

�217.5�
100

�215.0�
100

年 末 手 当（12月） �222.5�
100

�220,0�
100

�212.5�
100

�215.0�
100

年　　　　　度 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｒ 2

指　　　　　　　数 101.9 102.４ 102.5 101.8

年　　　　　度 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ 1 Ｒ 2

雇用者数
（率）

71
（2.6４）

71
（2.62）

7４
（2.67）

7４
（2.４8）

区　　　　　分 車　　　賃
（ 1 ㎞につき）

日　　　当
（ 1 日につき）

宿　　　泊　　　料

県　　外 県　　内

市 長 ， 副 市 長 37 3,300 16,500 1４,500　　

そ の 他 の 職 員 37 2,800 1４,500 12,500以内
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９ ．特別職の給与及び報酬　� （単位：円）

区　　　　　　　　　分
現　　　　　　　行 改　　　正　　　前

報 酬 等 の 額 適用年月日 報 酬 等 の 額 適用年月日

議 長 月　額　�　780,000 Ｈ 8 . 6 . 1 月　額　�　760,000 Ｈ 6 . ４ . 1

副 議 長 　〃　� 　720,000 〃 　〃　� 　700,000 〃

議 員 　〃　� 　670,000 〃 　〃　� 　650,000 〃

市 長 　〃　�　1,150,000 Ｈ21.10. 1 　〃　� 1,190,000 Ｈ 8 . 6 . 1

副 市 長 　〃　� 　930,000 〃 　〃　� 　960,000 〃

常 勤 の 監 査 委 員 　〃　� 　610,000 〃 　〃　� 　620,000

教 育 長 　〃　� 　810,000 〃 　〃　� 　830,000 〃

水 道 事 業 管 理 者 　〃　� 　810,000 〃 　〃　� 　830,000 〃

病 院 事 業 管 理 者 　〃　� 　810,000 Ｈ28. ４ . 1 −　 −

ボ ー ト レ ー ス 事 業 管 理 者 　〃　� 　660,000 Ｈ29. ４ . 1 −　 −

教 育 委 員 会 委 員 　〃　� 　99,000 Ｈ 8 . 7 . 1 月　額� 　97,000 Ｈ 6 . ４ . 1

選 挙 管 理 委 員 会 委 員 長 　〃　� 　87,000 〃 　〃　� 　85,000 〃

選 挙 管 理 委 員 会 委 員 　〃　� 　55,000 〃 　〃　� 　5４,000 〃

監 査 委 員
（識見を有する者のうちから選任された者） 　〃　� 　128,000 〃 　〃　� 　125,000 〃

監 査 委 員
（議 会 議 員 の う ち か ら 選 任 さ れ た 者） 　〃　� 　6４,000 Ｈ ４ . ４ . 1 　〃　� 　58,000 Ｈ 1 . 7 . 1

公 平 委 員 会 委 員 長 　〃　� 　４9,000 Ｈ 8 . 7 . 1 　〃　� 　４8,000 Ｈ 6 . ４ . 1

公 平 委 員 会 委 員 　〃　� 　４2,000 〃 　〃　� 　４1,000 〃

農 業 委 員 会 会 長

月額60,000円に，農
地利用の最適化に係
る活動実績に応じて
年額8４,000円以内で
市長が定める額を加
算した額

Ｒ 2 . ４ .22 　〃　� 　56,000 Ｈ 8 . 7 . 1

農 業 委 員 会 会 長 代 理

月額４3,000円に，農
地利用の最適化に係
る活動実績に応じて
年額8４,000円以内で
市長が定める額を加
算した額

〃 　〃　� 　４9,000 〃

農 業 委 員 会 委 員

月額39,000円に，農
地利用の最適化に係
る活動実績に応じて
年額8４,000円以内で
市長が定める額を加
算した額

〃 　〃　� 　４5,000 〃

農 地 利 用 最 適 化 推 進 委 員

月額39,000円に，農
地利用の最適化に係
る活動実績に応じて
年額8４,000円以内で
市長が定める額を加
算した額

〃 　〃　� 　４5,000 Ｈ29. ４ .22

固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 委 員 日　額　� 　11,100 Ｈ 8 . 7 . 1 日　額　� 　10,800 Ｈ 6 . ４ . 1

文 化 章 選 考 委 員 会 委 員 　〃　� 　7,100 〃 　〃　� 　6,900 〃

Ｇ 7 倉 敷 宣 言 推 進 会 議 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ28. 6 .29 −　 −

特 別 職 報 酬 等 審 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ 8 . 7 . 1 日　額� 　6,900 Ｈ 6 . ４ . 1
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区　　　　　　　　　分
現　　　　　　　行 改　　　正　　　前

報 酬 等 の 額 適用年月日 報 酬 等 の 額 適用年月日

防 災 会 議 委 員 日　額� 　7,100 Ｈ 8 . 7 . 1 日　額� 　6,900 Ｈ 6 . ４ . 1

防 災 会 議 専 門 委 員 　〃　� 　7,100 〃 　〃　� 　6,900 〃

行 政 改 革 推 進 委 員 会 委 員 　〃　� 　7,100 〃 　〃　� 　6,900 Ｈ 7 . ４ . 1

行 政 評 価 委 員 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ17. ４ . 1 −　 −

市 民 企 画 提 案 事 業 審 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ18. 7 . 1 −　 −

官 民 競 争 入 札 落 札 者 選 定 委 員 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ19. 6 .29 −　 −

指 定 管 理 者 選 定 委 員 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ17. ４ . 1 −　 −

Ｐ Ｆ Ｉ 事 業 等 選 定 委 員 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ26.12.22 −　 −

行 政 不 服 審 理 員 　〃　� 　30,000 Ｈ28. ４ . 1 −　 −

行 政 不 服 審 査 会 委 員 　〃　� 　11,000 Ｈ28. ４ . 1 −　 −

倉敷市情報公開・個人情報保護審査会委員 　〃　� 　11,100 Ｈ1４.10. 1 −　 −

倉敷市情報公開・個人情報保護審議会委員 　〃　� 　7,100 Ｈ16.11.2４ −　 −

地 域 情 報 化 推 進 協 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ12.10. 1 −　 −

退 職 手 当 審 査 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ22. ４ . 1 −　 −

公 務 災 害 補 償 等 認 定 委 員 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ 8 . 7 . 1 日　額　� 　6,900 Ｈ 6 . ４ . 1

公 務 災 害 補 償 等 審 査 会 委 員 　〃　　� 　7,100 Ｈ 8 . 7 . 1 　〃　　� 　6,900 〃

市 立 大 学 審 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ19. 9 .28 −　 −

青 少 年 問 題 協 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ 8 . 7 . 1 日　額　� 　6,900 Ｈ 6 . ４ . 1

青 少 年 問 題 協 議 会 専 門 委 員 　〃　� 　7,100 〃 　〃　� 　6,900 〃

青 少 年 育 成 セ ン タ ー 運 営 協 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 〃 　〃　� 　6,900 〃

男 女 共 同 参 画 審 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 〃 　〃　� 　6,900 〃

男 女 共 同 参 画 審 議 会 専 門 委 員 　〃　� 　7,100 〃 　〃　� 　6,900 〃

総 合 計 画 審 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 〃 　〃　� 　6,900 〃

国 民 保 護 協 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ18. 3 .2４ −　 −

国 民 保 護 協 議 会 専 門 委 員 　〃　� 　7,100 〃 −　 −

文 化 振 興 審 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ19.12.28 −　 −

住 居 表 示 審 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ 8 . 7 . 1 日　額　� 　6,900 Ｈ 6 . ４ . 1

消 費 者 苦 情 処 理 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ15. ４ . 1 −　 −

交 通 安 全 対 策 会 議 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ 8 . 7 . 1 日　額　� 　6,900 Ｈ 6 . ４ . 1

交 通 安 全 対 策 会 議 特 別 委 員 　〃　� 　7,100 〃 　〃　� 　6,900 〃

交 通 安 全 対 策 会 議 幹 事 　〃　� 　7,100 〃 　〃　� 　6,900 〃

自 転 車 問 題 等 対 策 審 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 〃 　〃　� 　6,900 〃

国 民 健 康 保 険 運 営 協 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 〃 　〃　� 　6,900 〃

民 生 委 員 推 薦 会 委 員 　〃　� 　7,100 〃 　〃　� 　6,900 〃

老人ホーム入所
判 定 委 員

委員（医師である委員を除く。） 　〃　� 　7,100 Ｈ2４. ４ . 1 −　 −

委 員（医 師 で あ る 委 員） 　〃　� 　1４,100 〃 −　 −

災害弔慰金等
支 給 審 査 会

委 員
（医師である委員を除く。） 　〃　� 　11,100円 Ｈ30. 9 . 5 −　 −

委 員
（医師である委員に限る。） 　〃　� 　1４,100円 〃 −　 −

−66−



区　　　　　　　　　分
現　　　　　　　行 改　　　正　　　前

報 酬 等 の 額 適用年月日 報 酬 等 の 額 適用年月日

災害弔慰金等
支 給 審 査 会

臨 時 委 員
（医師である委員を除く。） 日　額� 　11,100円 Ｈ30. 9 . 5 −　 −

臨 時 委 員
（医師である委員に限る。） 　〃　� 　1４,100円 〃 −　 −

社会福祉審議会

委 員 及 び 臨 時 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ1４. ４ . 1 −　 −

専門分科会委員及び専門分科
会臨時委員（医師を除く。） 　〃　� 　7,100 〃 −　 −

専門分科会委員及び専門分科
会臨時委員（医師に限る。） 　〃　� 　1４,100 〃 −　� −

子ども・子育て
支援審議会委員

委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ2４. ４ . 1 −　 −

臨 時 委 員 　〃　� 　7,100 〃 −　 −

介 護 給 付 費 等 審 査 会 委 員
（医 師 及 び 歯 科 医 師 で あ る 委 員 を 除 く｡） 　〃　� 　11,100 Ｈ18. ４ . 1 −　 −

介 護 給 付 費 等 審 査 会 委 員
（医 師 及 び 歯 科 医 師 で あ る 委 員） 　〃　� 　1４,100 〃 −　 −

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 協 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ10. ４ . 1 −　 −

保 健 所 運 営 協 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ16. 6 . 1 −　 −

健康増進計画
審 議 会 委 員

委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ22. ４ . 1 −　 −

臨 時 委 員 　〃　� 　7,100 〃 −　 −

精 神 保 健 福 祉 協 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ19.12.28 −　 −

精 神 保 健 福 祉 協 議 会 臨 時 委 員 　〃　� 　7,100 〃 −　 −

自 殺 対 策 基 本 計 画 審 議 会 委 員 　〃� 　7,100 Ｈ27. ４ . 1 −　 −

動 物 愛 護 管 理 審 議 会 委 員 　〃� 　7,100 Ｈ20. 9 .30 −　 −

動 物 愛 護 管 理 審 議 会 臨 時 委 員 　〃　　� 　7,100 Ｈ20. 9 .30 −　 −

食 育 推 進 会 議 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ19. 2 .1４ −　 −

環 境 審 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ11. 6 .１ −　 −

地球温暖化対策
審 議 会

委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ29. 6 .29 −　 −

臨 時 委 員 　〃　� 　7,100 〃 −　 −

生 物 多 様 性 審 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ29. 6 .29 −　 −

公 害 健 康 被 害 認 定 審 査 会 委 員 　〃　� 　1４,100 Ｈ 8 . 7 . 1 日　額　� 　13,700 Ｈ 6 . ４ . 1

公 害 健 康 被 害 診 療 報 酬 審 査 会 委 員 　〃　� 　1４,100 〃 　〃　� 　13,700 〃

介 護 保 険 適 正 運 営 協 議 会 委 員 　〃　� 　11,100 Ｈ11.10. 1 −　 −

介 護 認 定 審 査 会 委 員
（医 師 及 び 歯 科 医 師 で あ る 委 員 を 除 く。） 　〃　� 　11,100 Ｈ11.10. 1 −　 −

介 護 認 定 審 査 会 委 員
（医 師 及 び 歯 科 医 師 で あ る 委 員） 　〃　� 　1４,100 〃 −　 −

感 染 症 診 査
協 議 会 委 員

委員（医師である委員を除く｡） 　〃　� 　11,100 Ｈ13. ４ . 1 −　 −

委 員（医 師 で あ る 委 員） 　〃　� 　1４,100 〃 −　 −

予 防 接 種 健 康 被 害 調 査 審 議 会 委 員
（医 師 で あ る 委 員 を 除 く。） 　〃　� 　11,100 Ｈ23. 2 .22 −　 −

予 防 接 種 健 康 被 害 調 査 審 議 会 委 員
（医 　 師 　 で 　 あ 　 る 　 委 　 員） 　〃　� 　1４,100 〃 −　 −
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区　　　　　　　　　分
現　　　　　　　行 改　　　正　　　前

報 酬 等 の 額 適用年月日 報 酬 等 の 額 適用年月日

小 児 慢 性 特 定 疾 病 審 査 会 委 員 日　額� 　8,000 Ｈ1４. ４ . 1 −　 −

健 康 診 査 等 健 康 被 害 調 査 審 議 会 委 員
（医 師 及 び 歯 科 医 師 で あ る 委 員 を 除 く。） 　〃　� 　11,100 Ｈ23. 2 .22 −　 −

健 康 診 査 等 健 康 被 害 調 査 審 議 会 委 員
（医 師 及 び 歯 科 医 師 で あ る 委 員 に 限 る。） 　〃　� 　　1４,100 〃 −　 −

健康診査等健康被害調査審議会臨時委員
（医 師 及 び 歯 科 医 師 で あ る 委 員 を 除 く。） 　〃　� 　　11,100 〃 −　 −

健康診査等健康被害調査審議会臨時委員
（医 師 及 び 歯 科 医 師 で あ る 委 員 に 限 る。） 　〃　� 　　1４,100 〃 −　 −

倉敷市立市民病院経営健全化検討委員会委員 　〃　� 　7,100 Ｈ 9 . ４ . 1 −　 −

倉敷市立市民病院改革プラン評価委員会委員 　〃　� 　　7,100 Ｈ22. 6 .30 −　 −

倉敷市立市民病院改革プラン評価委員会
臨 時 委 員 　〃　� 　7,100 〃 −　 −

一 般 廃 棄 物 取 扱 料 金 審 議 会 委 員 　〃　� 　8,700 Ｈ 8 . 7 . 1 日　額　� 　8,500 Ｈ 6 . ４ . 1

廃 棄 物 減 量 等 推 進 審 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 〃 　〃　� 　6,900 〃

一般廃棄物処理業等合理化事業計画審議会委員 　〃　� 　7,100 Ｈ22. 6 .30 −　 −

家庭ごみ収集運搬業務受託者選定審査会委員 　〃　� 　7,100 Ｈ26. ４ . 1 −　 −

廃 棄 物 処 理 施 設 設 置 専 門 委 員 会 委 員 　〃　� 　11,100 Ｈ13. ４ . 1 −　 −

一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 審 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ28. 9 .29 −　 −

水 島 勤 労 福 祉 セ ン タ ー 運 営 委 員 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ13. ４ . 1 日　額　� 　6,900 Ｈ 6 . ４ . 1

働 く 婦 人 の 家 運 営 委 員 会 委 員 　〃　� 　7,100 〃 　〃　� 　6,900 〃

損 害 評 価 会 会 長 　〃　� 　8,100 〃 　〃　� 　7,900 〃

損 害 評 価 会 会 長 代 理 　〃　� 　7,600 〃 　〃　� 　7,４00 〃

損 害 評 価 会 委 員 　〃　� 　7,100 〃 　〃　� 　6,900 〃

畜 産 環 境 保 全 審 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 〃 　〃　� 　6,900 〃

倉敷市真備地区復興計画策定委員会委員 　〃　� 　7,100 Ｈ30.12.26 −　 −

倉敷市真備地区復興計画推進委員会委員 　〃　� 　7,100 Ｒ 1 .10. 8

市 街 地 再 開 発 審 査 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ13. ４ . 1 日　額　� 　6,900 Ｈ 6 . ４ . 1

開 発 審 査 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ1４. ４ . 1 −　 −

国 土 利 用 計 画 審 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ 8 . 7 . 1 日　額　� 　6,900 Ｈ6. ４ . 1

ま ち づ く り 交 付 金 事 業 評 価 委 員 会 委 員 　〃　　� 　7,100 Ｈ21. 9 .30 −　 −

ま ち づ く り 基 金 運 営 委 員 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ26. 2 .2４ −　 −

都市景観審議会
委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ22. ４ . 1 −　 −

臨 時 委 員 　〃　� 　7,100 〃 −　 −

都 市 計 画 審 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ 8 . 7 . 1 日　額　� 　6,900 Ｈ 6 . ４ . 1

都 市 計 画 審 議 会 臨 時 委 員 　〃　� 　7,100 〃 　〃　� 　6,900 〃

都市計画マスタープラン策定委員会委員 　〃　� 　7,100 Ｈ18. 7 . 1 −　 −

建 築 審 査 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ 8 . 7 . 1 日　額　� 　6,900 Ｈ 6 . ４ . 1

空 家 等 対 策 協 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ29. ４ . 1 −　 −

空 家 等 対 策 審 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 〃 −　 −

放 置 自 動 車 廃 物 判 定 委 員 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ 8 .12. 1 −　 −

住 生 活 基 本 計 画 審 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ21. 7 . 3 −　 −
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区　　　　　　　　　分
現　　　　　　　行 改　　　正　　　前

報 酬 等 の 額 適用年月日 報 酬 等 の 額 適用年月日

市 営 住 宅 入 居 者 選 考 審 議 会 委 員 日　額� 　7,100 Ｈ 8 . 7 . 1 日　額　� 　6,900 Ｈ 6 . ４ . 1

市 営 住 宅 家 賃 問 題 審 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 〃 　〃　� 　6,900 Ｈ 7 . 1 . 1

土 地 区 画 整 理 審 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 〃 　〃　� 　6,900 Ｈ 6 . ４ . 1

土 地 区 画 整 理 審 議 会 評 価 員 　〃　� 　7,100 〃 　〃　� 　6,900 〃

下 水 道 事 業 審 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ10. 6 .30 −　 −

コ ン ビ ナ ー ト 防 災 審 議 会 委 員 月　額　� 　61,000 Ｈ 8 . 7 . 1 月　額　� 　60,000 Ｈ 6 . ４ . 1

コ ン ビ ナ ー ト 防 災 審 議 会 専 門 委 員
（審 議 会 委 員 で あ る 専 門 委 員 を 除 く。） 　〃　� 　61,000 〃 　〃　� 　60,000 〃

水 道 事 業 経 営 審 議 会 委 員 日　額　� 　7,100 Ｈ13. ４ . 1 −　 −

小 ・ 中 学 校 学 区 審 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 〃 日　額　� 　6,900 Ｈ 6 . ４ . 1

奨 学 生 選 考 委 員 会 委 員 　〃　� 　7,100 〃 　〃　� 　6,900 〃

幼 稚 園 教 育 研 究 協 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 〃 　〃　� 　6,900 〃

特 別 支 援 教 育 支 援 委 員 会 委 員
（医 師 で あ る 委 員 を 除 く。） 　〃　� 　7,100 〃 　〃　� 　6,900 〃

特 別 支 援 教 育 支 援 委 員 会 委 員
（医 　 師 　 で 　 あ 　 る 　 委 � 員） 　〃　� 　1４,100 〃 　〃　� 　13,700 〃

児 童 生 徒 結 核 対 策 委 員 会 委 員
（医 師 で あ る 委 員 を 除 く。） 　〃　� 　7,100 Ｈ15. ４ . 1 −　 −

児 童 生 徒 結 核 対 策 委 員 会 委 員
（医 　 師 　 で 　 あ 　 る 　 委 　 員） 　〃　� 　1４,100 〃 −　 −

社 会 教 育 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ 8 . 7 . 1 日　額　� 　6,900 Ｈ 6 . ４ . 1

文 化 財 保 護 審 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 〃 　〃　� 　6,900 〃

歴 史 文 化 基 本 構 想 等 審 議 会 委 員 　〃� 　7,100 Ｈ27. ４ . 1 −　 −

伝 統 的 建 造 物 群 等 保 存 審 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ 8 . 7 . 1 日　額� 　6,900 Ｈ 6 . ４ . 1

伝 統 的 建 造 物 群 等 保 存 審 議 会 臨 時 委 員 　〃　� 　7,100 〃 　〃　� 　6,900 〃

スポーツ推進
審 議 会

委 員 　〃　� 　7,100 〃 　〃　� 　6,900 〃

臨 時 委 員 　〃　� 　7,100 〃 　〃　� 　6,900 〃

図 書 館 協 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 〃 　〃　� 　6,900 〃

公 民 館 等 運 営 審 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ15.10. 7 　〃　� 　6,900 〃

美 術 館 協 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ 8 . 7 . 1 　〃　� 　6,900 〃

美 術 館 美 術 資 料 選 考 評 価 委 員 　〃　　� 　12,000 Ｈ13. ４ . 1 −　 −

自 然 史 博 物 館 協 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 Ｈ 8 . 7 . 1 日　額　� 　6,900 Ｈ 6 . ４ . 1

情 報 学 習 セ ン タ ー 運 営 審 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 〃 　〃　� 　6,900 〃

教 育 セ ン タ ー 運 営 委 員 会 委 員 　〃　� 　7,100 〃 　〃　� 　6,900 〃

科 学 セ ン タ ー 協 議 会 委 員 　〃　� 　7,100 〃 　〃　� 　6,900 〃

ス ポ ー ツ 推 進 委 員 年　額　� 　55,000 Ｈ 9 . 5 . 1 　〃　� 　6,900 Ｈ 8 . 7 . 1

学 校 医， 学 校 歯 科 医 及 び 学 校 薬 剤 師 1 校につき，年額
285,000円以内 Ｈ 6 . ４ . 1 1 校につき，年額

280,000円以内 Ｓ61. ４ . 1

選 挙 長 1 　回　� 　12,900 Ｈ10. 6 .30 日　額　� 　12,900 Ｈ 8 . 7 . 1

投 票 管 理 者 　〃　�　15,000以内 Ｈ15.12. 1 1 　回　� 　15,000 Ｈ10. 6 .30

開 票 管 理 者 　〃　� 　12,900 Ｈ10. 6 .30 日　額　� 　12,900 Ｈ 8 . 7 . 1

選 挙 立 会 人 　〃　� 　12,300 〃 　〃　� 　12,300 〃
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報 酬 等 の 額 適用年月日 報 酬 等 の 額 適用年月日

投 票 立 会 人 1 　回� 1４,300以内 Ｈ15.12. 1 1 　回　� 　1４,300 Ｈ10. 6 .30

開 票 立 会 人 　〃　� 　12,300 Ｈ10. 6 .30 日　額　� 　12,300 Ｈ 8 . 7 . 1

そ の 他 の 者

日額79,000円以内，
又はこれに対応する
月額
年額４20,000円以内

〃

日額77,000円以内，
又はこれに対応する
月額
年額４08,000円以内

〃

−70−



１0．行　政　経　営
⑴　行政経営の展開状況
　行政経営の展開の主要なもの（ＩＴ関係を除く）

⑵　民間活力の導入状況
ア　指定管理者制度の実施状況

平成15年 6 月の地方自治法改正により，指定管理者制度が創設され，本市においても一部の施設において導入し
ている。

指定管理者が管理運営する施設（令和 3 年 ４ 月現在）
　�芸文館，文化センター，斎場，くらしき健康福祉プラザ，児童館，障がい者支援センター，休日夜間急患セン

ター，国民宿舎良寛荘，市営住宅，市営駐車場，運動公園，歴史民俗資料館　など　合計226施設
イ　官民競争入札（市場化テスト）の実施状況

　　　　平成19年 9 月に車両維持管理業務について実施
　　　　市（管財課）を含め ４ 団体が入札参加し，市が落札

実施対象期間：平成20年 ４ 月〜平成23年 3 月
　ウ　ＰＦＩ手法導入状況
　　　平成17年資源循環型廃棄物処理施設整備運営事業（水島エコワークス）
　　　平成28年倉敷市営中庄団地整備事業
　　　平成30年度倉敷市少年自然の家施設整備運営事業
　　　令和 2 年度倉敷市中央斎場施設整備事業
⑶　補助金等の見直し

ア　補助金の見直しについては，昭和58年 ４ 月に助役を委員長とする補助金等検討委員会を設置し，既存の補助金等
898件について見直しを行った。

その結果，昭和59年度予算において123件，112,４51千円，昭和60年度において 7 件，13,４62千円の削減整備を行っ
た。

また，昭和60年度の倉敷市行政改革懇談会の答申，さらに，倉敷市行政改革大綱においても，既存の補助金等の
定期的な見直しと，新設補助金の厳格な検査を求められ，昭和61年度において既存の120件（「補助金等見直し基準」
の 2 種類のみ）について，見直しを行い25件の措置替を実施し，10,9４４千円を削減した。新設増額の補助金等につ

実�施�時�期 実　施　内　容
昭和52年 7 月 職員提案制度導入
昭和55年12月 ファイリングシステム試行実施（ 3 課）
昭和57年 ４ 月 ファイリングシステム導入開始
平成13年 ４ 月 保健所政令市へ移行　事務事業評価試行開始
平成1４年 ４ 月 中核市へ移行
平成16年 ４ 月 指定管理者制度導入　全予算事業の事務事業評価実施
平成18年 ４ 月 すべての事務事業について事務事業評価実施
平成19年 9 月 車両維持管理業務について官民競争入札（市場化テスト）実施
平成20年 3 月 コールセンター（倉敷なんでもコール）の本格運用を開始
平成20年10月 施策評価実施
平成21年 3 月 職員提案制度を見直し，業務改善推進制度（トライＫ制度）導入
平成22年 ４ 月 パブリックコメント手続要綱を施行
平成22年 6 月 テーマ設定による事務事業評価実施
平成25年 3 月 公共施設白書本編の策定
平成26年 5 月 公共施設白書施設別編の策定
平成26年10月 ＰＦＩ活用指針の策定
平成28年 6 月 公共施設等総合管理計画の策定
平成29年 3 月 民間活力導入ガイドラインの策定
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いては，毎年補助金等検討委員会において，公益性，効果性，重要性，公平性等を判断基準として慎重に審査して
きた。（補助金等検討委員会は平成 8 年 3 月に廃止）

イ　平成 8 年 2 月に策定した「倉敷市行政改革大綱」において，既存の補助金等について学識経験者等で構成する検
討組織を設置し，抜本的な見直しを行うこととし，平成 8 年 5 月に設置した倉敷市補助金等審議会において，補助
金等の適正化について審査するとともに基本方針，審査基準等について平成 9 年 8 月に市長に答申があった。

この答申に基づき，既存の補助金等355件について見直しを行った。その結果，平成10年度は廃止15件，削減79件，
計281,069千円の節減を実施した。

ウ　平成13年度においては，新行政改革実施計画に基づき，内部の組織による補助金検討委員会を設置し，見直しを
行った。

前回の補助金等審議会で答申された基本方針・審査基準を踏まえ，社会経済情勢や市民ニーズの変化等に対応し
ているかを着眼点として，見直しを行った。

その結果，平成1４年度は廃止 3 件，1,720千円，削減17件，４7,868千円の節減を実施した。
エ　平成16年度においては，「くらしき行革21」実施計画に基づき，内部の組織による補助金検討委員会を設置し，

既存の補助金等４08件について見直しを行った。
平成 9 年 8 月に答申された基本方針・審査基準，前回実施した検討結果を踏まえ，社会経済情勢や市民ニーズの

変化等に対応しているかを着眼点として，見直しを行った。
その結果，平成16年度では廃止11件，683千円，縮小等19件，101,880千円を見直し，17年度では22件，25,023千

円の節減を実施した。
オ　平成18年度においては「第五次総合計画後期基本計画【行財政改革編】実施計画」において，引き続き補助金の

見直しを実施し，8,735千円の節減を実施した。
カ　平成21年度においては，事務事業評価の一環として，内部の組織による補助金検討委員会を設置し，既存の補助

金４16件のうち国・県の制度補助などを除いた303件を対象に検証を行った。
前回の見直しから 5 年が経過し，その間，枠配分予算の中で各担当部署において見直しが行われてきたが，官民

の役割分担や責任範囲の明確化や社会情勢の変化への対応などを検証の基準として実施した。
その結果，廃止10件，縮小等15件で55,４62千円の見直しを決定し，平成22年度予算では，25件，61,8４3千円，平

成23年度予算では，25件，61,815千円，平成2４年度予算では，25件，63,４68千円の節減を実施した。
キ　平成25年度においては，「倉敷市行財政改革プラン2011」に掲げている補助金の見直しを行うため，新たに統一

的な基準として「倉敷市補助金交付基準」を策定し，これに基づき，各部局から提示された見直し案について，内
部組織である補助金検討委員会において検証を行った。

この結果，見直し対象330件のうち廃止 ４ 件，縮小10件，制度改正 ４ 件の見直しを決定し，平成26年度予算では，
廃止・縮小の1４件について，20,51４千円の節減を実施した。

⑷　組 織 管 理
ア　昭和４2年 2 月の新市発足後の４0年代には，行政組織は「新市運営体制の整備期」（昭和４2年 5 月），「管理体制の

整備期」（昭和４４年 6 月），「縦割体制の強化期」（昭和４7年 5 月）の 3 つの過程により推移してきた。
イ　昭和51年10月には，行政経営研究所（代表者池野　武）による行政事務診断を踏まえ，“分散と集中の調和”を

基調とした市民生活直結型の行政組織へと改編し，現行の行政組織へ基本的に継承している。また，主管課・経理
担当課制度の拡充強化を行った。

ウ　昭和56年 ４ 月には，下水道事業の促進を図るため下水道局を新設した。
エ　昭和59年 ４ 月には，組織の簡素化，効率化を図るとともに市民サービスの向上に努めるため衛生局を再編成する

とともに，児島，玉島，水島の各支所の市民課と民生課の統合等支所の組織を整備した。
オ　昭和61年 ４ 月には，瀬戸大橋時代における観光行政を推進するため観光部を新設した。
カ　昭和62年 ４ 月には，公園管理の充実及び公園，緑化行政の一元化を図るため，公園緑地部を新設した。
キ　昭和63年 ４ 月には，国際交流，婦人行政等新規行政課題に対応できる組織整備と排水路に関する事務の一元化等

を図った組織改正をした。
ク　平成元年 ４ 月には，行政施策の企画立案機能の強化等を図るため，企画局を新設するとともに瀬戸大橋架橋の関

連諸事業がおおむね完了したことや自動車運送事業の廃止に伴う組織整備をした。
ケ　平成 2 年 ４ 月には，高齢化や国際化へ対応するための組織を強化し，水路関係の対応等市民サービスの向上を図

るとともに，企画局の内部管理機能の純化や建設局等の試行体制の充実を図った。
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コ　平成 3 年 ４ 月には，下水事業の執行体制の充実を図るためと，ごみの減量化に積極的に取り組むための組織整備
をした。

サ　平成 ４ 年 ４ 月には，大学及び先端産業の誘致，大規模清掃施設の建設，新野球場周辺整備事業等の推進のための
組織整備を行うとともに，情報化対策や用地部門の執行体制の充実を図った。

シ　平成 5 年 ４ 月には，高齢化の進展に伴い，保健と福祉の連携強化を図るため，保健福祉局を新設するとともに，
倉敷駅周辺の計画的な市街地整備や生涯学習の推進を図るための組織整備をした。

ス　平成 6 年 ４ 月には，ごみの減量化について更に積極的に取り組むとともに，下水道事業について現地処理体制の
確立，消防行政について通信関係業務の円滑化等を図るため組織整備をした。

セ　平成 7 年 ４ 月には，女性行政及び青少年行政の充実，福祉部の再編整備等を行い，責任体制の明確化と執行体制
の充実を図るため組織整備をした。

ソ　平成 8 年 ４ 月には，文化行政窓口の一元化，出先機関における業務の本庁への統合，ライフパーク倉敷の見直し
等を行い，事務事業の効率的運営と責任体制の明確化等を図るため組織整備をした。

タ　平成 9 年 ４ 月には，出先機関における業務の本庁への統合，倉敷市民会館等の文化行政窓口の一元化，小規模な
組織の統廃合，担当（係長級）の廃止等を行い，効率的な行政運営を図るため組織整備をした。

チ　平成10年 ４ 月には，物品調達契約及び工事請負契約業務の一元化，建設工事の検査及び設計審査業務の事務部門
からの分離，課組織の統廃合，情報公開制度の導入，介護保険制度の準備に伴う組織整備等を行い，効率的・効果
的な行政運営を図るための組織整備をした。

ツ　平成11年 ４ 月には，企画局の見直し，平成17年開催の岡山国体に向けての準備，介護保険制度の導入，児島・玉
島・水島支所における保健と福祉の連携を図るため，組織整備をした。

テ　平成12年 ４ 月には，新行政改革大綱に基づく措置事項の積極的推進及び平成1４年度の中核市移行に向けての準備
体制の確立，ごみ対策業務の一元化，場外舟券発売場の新設等に伴う組織整備等をした。

ト　平成13年 ４ 月には，社会経済情勢の急激な変化や地方分権の進展，保健所政令市・中核市への移行など，新たな
行政課題の増加に伴う市民ニーズに迅速かつ的確に対応できる体制の確立を図るため，従来の行政組織を全面的に
見直し，倉敷市保健所の新設等大規模な組織整備をした。

ナ　平成1４年 ４ 月には，岡山国体推進体制の強化，災害等からの市民の安全確保に対する即応体制の強化並びに鉄道
高架事業及び市街地開発事業の推進体制の強化を図るための組織整備をした。また，中核市移行により国県から委
譲される業務の所管部署を明確にした。

ニ　平成15年 ４ 月には，行財政改革の推進体制，ＩＴ行政の推進体制，市税等の徴収体制，消費者被害の救済体制及
び子育て支援の推進体制の強化を図るとともに，多様化する人権行政の総合窓口・総合調整機能の充実を図るため
の組織整備をした。

ヌ　平成16年 ４ 月には，市民との協働によるまちづくりの推進体制の強化並びに地域に密着した公共交通システム整
備の推進体制の強化を図るための組織整備をした。

ネ　平成17年 ４ 月には，窓口・案内の充実を図り市民サービスセンターを新設した。また，業務の見直しを行い「水
路」の業務を経済局に，「道路」の業務を建設局に統合し，利便性を向上させる組織整備をした。

ノ　平成17年 8 月には，船穂町・真備町と合併し，船穂支所・真備支所を設置した。また，児島・玉島・水島・庄・
茶屋町の各支所に市民サービスセンターを設置した。

ハ　平成18年 ４ 月には，都市経営力の強化を図り，総合的な政策推進を行うため，総合政策局を設置するとともに，
文化スポーツ業務の一元化，子育て施策推進などのための組織整備をした。

ヒ　平成19年 ４ 月には，本庁の出先機関を支所に統合するなど支所機能の充実を図ったほか，まちづくりや都市再生，
国際平和交流の推進，市立短期大学の ４ 年制大学移行のための組織整備をした。

フ　平成20年 ４ 月には，特定健診や特定保健指導等を円滑に実施するため倉敷市保健所の組織整備をした。
へ　平成20年 7 月には，政策審議監を廃止した。
ホ　平成21年 ４ 月には，業務の関連性に着目して部局及び支所の組織体制を再編した。また，子ども未来部をはじめ，

環境政策課に地球温暖化対策室，都市計画課に都市景観室を新設するなど重要行政課題に対応できるための組織整
備をした。

マ　平成22年 ４ 月には，工事検査課内に技術管理室を，教育委員会指導課内に特別支援教育推進室を設置した。
ミ　平成23年 ４ 月には，財産活用課内に長期修繕計画室を，障がい福祉課内に総合療育相談センターを設置するなど

の組織整備をした。
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ム　平成2４年 ４ 月には，市民協働，まちづくりなど，業務の関連性に着目して部の新設及び再編をした。また環境学
習を推進するため環境政策課内に環境学習センターを設置するなどの組織整備をした。

メ　平成25年 ４ 月には，子ども未来部に子ども・子育て支援新制度準備室を，建設局に事業推進課を新設し，国・県
の制度や事業に対応する組織整備をした。

モ　平成26年 ４ 月には，子ども・子育て支援新制度を円滑に推進するため，保育課を保育・幼稚園課に改称，また新
病院建設に向け新病院建設事務所を設置するなどの組織整備をした。

ヤ　平成27年 ４ 月には，高齢者福祉及び介護予防の充実を図ること等を目的とした保健福祉局の組織再編，また，マ
イナンバー制度に向けた組織を新設するなどの組織整備をした。

ユ　平成28年 ４ 月には，今後見込まれる人口減少社会の到来に向けて，くらしき移住定住推進室を新設，また市民病
院が地方公営企業法の一部適用から全部適用に移行することに伴い，独立した組織に変更するなどの組織整備をし
た。

ヨ　平成29年 ４ 月には，リサイクル施設に関する大型事業を効果的・計画的に推進するため環境リサイクル局内の組
織再編，また，競艇事業局が地方公営企業法の一部適用から全部適用に移行することに伴い，独立した組織に変更
するなどの組織整備をした。

ラ　平成30年 ４ 月には，障害福祉サービス事業所等に対する指導業務等の体制強化を行うための組織の新設，また，
保育士等の人材確保，保育の質の向上及び保育所等への支援体制の充実等を図るための組織の新設などの組織整備
をした。

リ　平成30年 8 月には，平成30年 7 月豪雨災害による被災者支援を行う被災者生活支援室を設置した。また， 9 月に
は市民の生活再建や真備町の復興を早期に実現するための復興業務を専門に担う災害復興推進室などを設置した。

ル　平成31年 ４ 月には，災害対応力の強化を図るための組織の新設，また，下水道事業が地方公営企業会計の一部適
用となることに伴う組織の再編などの組織整備をした。

レ　令和 2 年 ４ 月には，本市の貴重な歴史資料等の活用を図るための歴史資料整備室の新設，また，業務の効率化を
推進するための組織の再編などの組織整備をした。

ロ　令和 3 年 ４ 月には，本市におけるデジタル社会構築に向けた政策へ対応するための組織の新設，また浸水対策を
計画的に推進するための体制強化などの組織整備をした。

⑸　権 限 移 譲
昭和56年 ４ 月から県の行政改革の一環として，市町村の自治能力を高め住民サービスの向上を図ることを目的に県

知事権限の移譲が進められている。
ア　昭和56年 ４ 月移譲……鳥獣飼養の許可外12項目
イ　昭和57年 ４ 月移譲……都市計画施設の区域内建築許可外 8 項目
ウ　昭和61年 ４ 月移譲……災害救助の実施外 5 項目
エ　昭和62年 ４ 月移譲……都市計画区域内の開発行為の許可外 6 項目
オ　平成 8 年 ４ 月移譲……伝染病毒汚染建物の処分外12項目
カ　平成12年 ４ 月移譲……犬の登録，鑑札の交付外 5 件
キ　平成13年 ４ 月移譲……保健所政令市移行に伴う1,４86項目
ク　平成1４年 ４ 月移譲……中核市移行に伴う859項目
ケ　平成15年 8 月移譲……児童扶養手当の支給事務
コ　平成18年 ４ 月移譲……岡山県事務・権限移譲計画に基づく33項目
サ　平成18年 6 月移譲……危険動物の飼養の許可事務
シ　平成18年10月移譲……岡山県事務・権限移譲計画に基づく旅券発給事務
ス　平成19年 ４ 月移譲……岡山県事務・権限移譲計画に基づく 7 項目
セ　平成20年 ４ 月移譲……岡山県事務・権限移譲計画に基づく 3 項目
ソ　平成21年 ４ 月移譲……岡山県事務・権限移譲計画に基づく 1 項目
タ　平成2４年 ４ 月移譲……�「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律」に基づく20項目及び岡山県事務，権限移譲計画に基づく 3 項目
チ　平成27年 ４ 月移譲……岡山県事務・権限移譲計画に基づく ４ 項目
ツ　平成28年 ４ 月移譲……ふぐ処理師の免許・認定等事務及び文化財の現状変更許可等事務
テ　平成29年 ４ 月移譲……医療法の改正に基づく事務
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　　平成29年 ４ 月移譲廃止……特商法に係る事務
ト　平成30年 ４ 月移譲……�自立支援医療（精神通院医療）に係る事務，県指定史跡名勝天然記念物の現状変更許可等

事務
ナ　平成30年10月移譲……�医療法施行規則第 9 条の15の 2 の規定による病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保

されていることの認定
ニ　平成31年 ４ 月移譲……土地改良区から提出される決算関係書類の受理
ヌ　令和 2 年 ４ 月移譲……農業用ため池

１１．行政改革大綱
　⑴　計画策定及び実施状況

年　度 計画策定及び実施状況

昭和４9 倉敷市行政効率化推進会議等により不要不急等の事務事業を見直し

昭和56
倉敷市行政効率化推進会議等により事務事業を見直し
　効果時間：17,765時間　　効果額：11４,588千円

昭和60〜
昭和63

市内各界代表の市民により組織された倉敷市行政改革懇談会を 5 月に設置し，懇談会の答申に基づき，
昭和61年 1 月に「倉敷市行政改革大綱」を策定
　効果時間：1,108.5時間　　効果額：1,003,627千円　　職員削減人員：76人

平成元〜
平成 3

倉敷市行財政効率化推進委員会等により「行財政の効率化推進事項」を決定
　効果時間：19,４13時間　　効果額：816,605千円

平成 5 〜
平成 6

倉敷市行財政効率化推進委員会を中心に，経費の削減と事務事業の時間短縮を重点項目に取り組みを実
施
　効果時間：2４,3４7時間　　効果額：8４,021千円

平成 7 〜
平成11

学識経験者，市内各界代表により組織された倉敷市行政改革推進委員会を 5 月に設置し，委員会の答申
に基づき平成 8 年 2 月に「倉敷市行政改革大綱」を策定
　効果額：４,587,506千円

平成12〜
平成1４

倉敷市行政改革推進委員会の答申に基づき平成11年 6 月に「倉敷市新行政改革大綱」を，平成12年 1 月
に「倉敷市新行政改革実施計画」を策定
　効果額：1４,267,４01千円

平成15〜
平成16

倉敷市行政改革推進委員会（「くらしき行革21委員会」）の答申に基づき平成15年 3 月に「くらしき行革
21−倉敷市行政改革大綱−」を，平成15年 6 月に「くらしき行革21実施計画」を策定（計画期間は平成
17年度まで 3 か年であったが，平成17年度には次項の計画を別途策定）
　効果額：約3４億円

平成17
倉敷市行政改革推進委員会と「ひと、輝くまち　倉敷。」推進会議の提言に基づき， 9 月に「平成17年
度倉敷市行財政改革実施計画」を策定
　効果額：約12億円

平成18〜
平成22

平成18年度から平成22年度までを計画期間として策定した倉敷市第五次総合計画後期基本計画の一部と
して，平成17年 3 月の倉敷市行政改革推進委員会と「ひと、輝くまち　倉敷。」推進会議の提言，及び「地
方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」を踏まえて，従来の行政改革大綱に相当する

「行財政改革編」を策定
　効果額：約6４億円

平成23〜
平成27

平成23年度から平成27年度までを計画期間として，「倉敷市行財政改革プラン2011」を策定
　効果額：約75億円

平成28〜
平成31

平成28年度から平成31年度までを計画期間として，「倉敷市行財政改革プラン2016」を策定
　効果見込額：約2４億円

年　　　度 Ｈ27（決算） Ｈ28（決算） Ｈ29（決算） Ｈ30（決算） Ｒ 1 （決算） Ｒ 2 （決算）

移譲事務交付金 2４,782,000円 23,121,000円 21,793,000円 22,086,000円 2４,138,000円 2４,337,000円
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⑵　推進体制組織

⑶　現在の行財政改革について
平成28年度から平成31年度までの「倉敷市行財政改革プラン2016」の後続計画として，「倉敷市行財政改革プラン

2020」を策定し，令和 2 年10月に公表した。
倉敷市行財政改革プラン2020の構成，実施計画の概要

組　　　織 設　　置 目　　　的 構　成　員

倉敷市行政改革
推 進 本 部

平成 6 年12月 1 日
・倉敷市行政改革大綱の策定
・�行政改革大綱に基づく行政改革の

推進

本 部 長…市長
副本部長…副市長
本 部 員…�庁議構成員及び議会

事務局長

基　　本　　方　　針 実　　　施　　　方　　　針

1 　業務改革

①　行政サービス提供内容の見直し

②　民間活力導入の推進

③　防災・減災，地球温暖化対策の対応

2 　財政構造改革

①　公共ファシリティマネジメントの推進

　ア　施設運営方針の見直し

　イ　長寿命化の取組

　ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩの導入

②　財源の拡充

③　収納率の向上

④　業務の見直しによる経費節減

3 　職員・市役所改革

①　効率的な業務の遂行

②　ワーク・ライフ・バランスの推進

③　ダイバーシティの推進

年　度 計画策定及び実施状況

令和 2 〜
令和 6

令和 2 年度から令和 6 年度までを計画期間として，「倉敷市行財政改革プラン2020」を策定
　効果見込額：約56億円
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１２．高梁川流域連携中枢都市圏
⑴　制度の趣旨

地方自治法第252条の 2 第 1 項に規定されている自治体間の「連携協約」に基づき，人口減少・少子高齢社会にあっ
ても，地域を活性化し経済を持続可能なものとし，地域住民が安心して快適な暮らしを営んでいけるようにするため，
地域において，相当の規模と中核性を備える圏域の中心都市が近隣の市町村と連携し，「経済成長のけん引」，「高次
都市機能の集積・強化」及び「生活関連機能サービスの向上」に向けた取組を行うことにより，人口減少・少子高齢
社会においても一定の圏域人口を有し，活力ある地域経済を維持する。

⑵　本圏域の概要
①　連携中枢都市圏の名称　　高梁川流域連携中枢都市圏
②　連携協約を締結した市町　新見市・高梁市・総社市・早島町・矢掛町・井原市・浅口市・里庄町・笠岡市
③　人口・面積　　　　　　　人口：770,755人（令和 2 年 1 月 1 日現在）　面積：2,４63.31㎢

⑶　協約締結までの流れ
平成26年 6 月27日　　新たな広域連携モデル構築事業（総務省）に採択。

高梁川流域 7 市 3 町による自治体連携に繋がる調査研究事業に取り組む。
（主な取組）
・高梁川流域経済成長戦略セミナー　　・地域資源活用推進事業（高梁川の恵みと賜物展）
・古民家イノベーションプロジェクト　・ビッグデータを用いた観光・買い物等動態調査
・産業連関表の作成　等

平成26年 8 月18日　　高梁川流域自治体連携推進協議会を設立。第 1 回会議を開催。
地域の総合力をもって，まちづくりにかかる課題解決に共同で取り組むため，高梁川流域 7
市 3 町の首長で構成。

平成27年 1 月15日　　倉敷市（高梁川流域圏）地方中枢拠点都市圏ビジョン懇談会を開催。
民間や地域の関係者を構成員として，圏域の成長戦略ビジョン案に関する協議・懇談を実施。

平成27年 1 月26日　　第 2 回高梁川流域自治体連携推進協議会を開催。
高梁川流域圏成長戦略ビジョン案，連携協約案について協議，承認。

平成27年 2 月17日　　連携中枢都市宣言の実施。
圏域の中心都市が，圏域全体の経済のけん引等の役割を担う意思を有することを表明。

平成27年 2 月18日　　市議会において「連携協約」議案可決。
平成27年 2 月〜 3 月　各市町の 2 月・ 3 月議会にて「連携協約」議案可決。
平成27年 3 月27日　　倉敷市と 6 市 3 町の間で連携協約を締結，高梁川流域圏成長戦略ビジョンを策定。

⑷　令和 3 年度の実施概要
　①　事業数　6４事業
　　　（内訳）圏域全体の経済成長　　　　　　　　　　18事業
　　　　　　　高次の都市機能の集積・強化　　　　　　 5 事業
　　　　　　　圏域全体の生活関連機能サービスの向上　４1事業
　②　事業経過

年度 ビジョン懇談会 推進協議会 ビジョン改定日 次年度事業数 備　　　考

Ｈ27 平成28年 1 月12日 1 月28日 3 月25日 63事業

Ｈ28 平成29年 1 月12日 1 月31日 3 月23日 65事業 基本目標（ＫＰＩ）を新たに設定

Ｈ29 平成30年 1 月30日 2 月 5 日 3 月30日 66事業

Ｈ30 平成31年 1 月25日 2 月 7 日 3 月26日 6４事業

Ｒ 1 令和 2 年 1 月23日 2 月 5 日 3 月25日 62事業 第 2 期ビジョン策定　　　　　　

Ｒ 2 令和 3 年 1 月25日 2 月 1 日 3 月29日 6４事業
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１３．移住交流推進事業及び結婚支援事業
⑴　目的及び概要

三大都市圏への転出超過を食い止めるため，若者から高齢者に至る幅広い年齢層を対象に大都市圏からのＵＩＪ
ターンによる移住に向けた取り組みを積極的に行う。

また，独身男女の結婚のきっかけとなる出会いと交流の場を提供することにより，少子化の要因となる未婚化・晩
婚化に対する取り組みを行い，定住人口の増加につなげる。

平成28年度から，移住定住に関する事業，結婚支援に関する事業を専門に取り扱う部署として企画経営室内にくら
しき移住定住推進室が設置されている。

⑵　事業内容
①　三大都市圏での移住相談会

東京・大阪・名古屋圏に在住の方々のＵＩＪターンを促すため，岡山県やＮＰＯ法人等が主催する移住相談会へ
の参加や，倉敷市が主催する移住相談会を実施した。令和 2 年度は新型コロナウイルスの影響により，オンライン
移住相談会への出展や，オンラインセミナーの開催を合計12回行った。

　【内訳】
主�催�者�別：�倉敷市主催 ４ 回（うち高梁川流域合同 2 回），岡山県主催 3 回，ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター

等民間移住支援団体主催 5 回
②　倉敷・流域お試し住宅

倉敷市及び連携中枢都市圏である高梁川流域圏域内に移住を検討している方が，住まいや仕事を探すために，滞
在できる施設。利用期間は 2 泊 3 日以上，29泊30日まで（最大59泊60日まで延長可能）。

また，支援団体により，毎週金曜日には施設内で滞在者を対象にした移住相談会，月に 2 回程度の市内案内を実
施した。

　【お試し住宅利用状況（平成27年10月23日〜令和 2 年 3 月31日）】

③　くらしき移住宣伝大使
東京圏在住の倉敷出身やゆかりの方からなる「東京倉敷ふるさと会」の会員を中心に「くらしき移住宣伝大使」

への就任を依頼し，倉敷市の魅力，さらには連携中枢都市圏である高梁川流域圏域の各市町の魅力も併せて広く情
報発信してもらう。

令和 2 年度末現在53名が就任し，活動中。
④　移住体験ツアー

主に三大都市圏に在住する方を対象に，市内の住環境や自然の広がり，町並みの雰囲気や交通網を案内するとと
もに，先輩移住者との交流を深めることで，倉敷市での暮らしぶりをイメージできるツアーを催行した。

令和 2 年11月 7 日〜 8 日に行い，10名が参加した。
⑤　ＵＩＪターンのための就労支援

移住希望者が最も不安に思う就労に関して，本人が持っている経験や希望に応じた働きがいのある仕事に就ける
よう，専門業者により，採用を希望する企業と移住・就職を希望する方との個別相談と就職支援を実施した。

学生向けのＵＩＪターン就活セミナーについては令和 2 年度はオンライン開催とし，全国から幅広く参加を募っ
て実施した。

平成29年 1 月から実施し，令和 2 年度末現在50人が就労支援事業を用いて就職・移住した。
⑥　高梁川流域婚活推進事業

平成27年度から，高梁川流域圏域内に在住・在勤の方などを対象に，結婚を希望する男女に出会いの場を創出す
ることを目的に，婚活イベントを実施している。令和 2 年度には 6 回実施し，1４1名が参加した。

⑦　倉敷結婚相談所運営事業
高梁川流域圏域に在住・在勤の方，もしくは親が圏域に在住の方を対象に，男性は満18歳以上，女性は満16歳以

上の独身の方が登録できる結婚相談所を運営し，希望する方同士のお見合いを行い，結婚に結び付ける事業を実施
した。（令和 2 年 ４ 月18日〜 5 月31日は，新型コロナウイルス感染拡大防止のため休館した。）

東京圏 大阪圏 名古屋圏 その他 合計 移住した利用者

129世帯
　2４7名

108世帯
 205名

21世帯
　31名

12４世帯
　2４0名

382世帯
　723名

66世帯
 13４名
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倉敷結婚相談所（令和 2 年度末）

１４．日　本　遺　産
日本遺産とは，地域の歴史的魅力や特色を通じて，わが国の文化や伝統を語る「ストーリー」を文化庁が認定するも

ので，平成27年に創設された。ストーリーを語る上で欠かせない有形・無形のさまざまな文化財群を，地域が総合的に
整備・活用し，国内外へ発信していくことにより，地域の活性化を図ることを目的としている。

倉敷市は，平成29年度に「繊維産業発展の物語」，平成30年度に「北前船寄港地」「古代吉備の遺産」をテーマとした
ストーリーが日本遺産に認定された。 3 つの日本遺産認定は全国初であるとともに，倉敷市全域に構成文化財が存在す
るなど，まさに「日本遺産のまち」となっている。

ア　日本遺産の認定件数（全国）
　　平成27年度：申請83件　認定18件
　　平成28年度：申請67件　認定19件
　　平成29年度：申請79件　認定17件
　　平成30年度：申請76件　認定13件
　　令和元年度：申請72件　認定16件
　　令和 2 年度：申請69件　認定21件
　　　　　　　　　　　　計　 10４件
イ　認定するストーリーの種類
　　地域型…単一の市町村内でストーリーが完結するもの。歴史文化基本構想の策定等が申請条件となる。
　　シリアル型（ネットワーク型）…複数の市町村にまたがってストーリーが展開するもの。

⑴　倉敷市の日本遺産
　①　一輪の綿花から始まる倉敷物語〜和と洋が織りなす繊維のまち〜

・認定日
　平成29年 ４ 月28日（地域型）

・ストーリーの概要
４00年前まで倉敷周辺は一面の海だった。
近世からの干拓は人々の暮らしの場を広げ，そこで栽培された綿やイ草は足

た び

袋や花
か

莚
えん

などの織物生産を支えた。
明治以降，西欧の技術を取り入れて開花した繊維産業は「和」の伝統と「洋」の技術を融合させながら発展を続
け，現在，倉敷は年間出荷額日本一の「繊維のまち」となっている。

倉敷では広大な干拓地の富を背景に生まれた江戸期の白壁商家群の中に，近代以降，紡績により町を牽引した
人々が建てた洋風建築が発展のシンボルとして風景にアクセントを加え，訪れる人々を魅了している。

・構成文化財（31件）
倉敷川畔伝統的建造物群保存地区，旧大原家住宅，大橋家住宅，井上家住宅，楠

くす

戸
ど

家住宅，大原美術館，旧第
一合同銀行倉敷支店，有隣荘，倉敷館，倉敷考古館，倉敷アイビースクエア，倉紡記念館，倉敷屏風祭，素

す

隠
いん

居
きょ

，ばらずし，倉敷民藝館，民芸品，高梁川東西用水取配水施設，一の口水門，磯
いそ

崎
ざき

眠
みん

亀
き

記念館，錦
きんかんえん

莞莚，板
いたじき

敷
水門，蓮

れんだい

台寺
じ

，由
ゆ が

加神社，旧野﨑家住宅，下
し も つ い

津井町並み保存地区，むかし下津井回船問屋，下津井節，繊維製品，
玉島町並み保存地区，旧柚

ゆ の き

木家住宅（西
さいそうてい

爽亭）
　②　荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間〜北前船寄港地・船

せんしゅ

主集落〜
　・認定日
　　　平成30年 5 月2４日（山形県酒田市などとのシリアル型）
　　　　※山形県酒田市など11自治体は，平成29年 ４ 月28日に認定。
　　　　※倉敷市を含む27自治体は，平成30年 5 月2４日に追加認定。
　　　　※兵庫県姫路市など 7 自治体は，令和元年 5 月20日に追加認定。
　　　　※大阪府泉佐野市など 3 自治体は，令和 2 年 6 月19日に追加認定。

登録者数（人）
お見合い件数 交際組数 成婚組数

男性 女性 合計

４0４ 191 595 ４31 153 16
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・ストーリーの概要
日本海や瀬戸内海沿岸には，山を風景の一部に取り込む港町が点々とみられます。そこには，港に通じる小路

が随所に走り，通りには広大な商家や豪壮な船主屋敷が建っています。また，社寺には奉納された船の絵馬や模
型が残り，京など遠方に起源がある祭礼が行われ，節回しの似た民謡が唄われています。

これらの港町は，荒波を越え，動く総合商社として巨万の富を生み，各地に繁栄をもたらした北前船の寄港地・
船主集落で，時を重ねて彩られた異空間として今も人々を惹

ひ

きつけてやみません。
・倉敷市の構成文化財（10件）

下津井町並み保存地区，旧荻
おぎ

野
の

家母屋・鰊
にしん

蔵（むかし下津井回船問屋），下津井節，祇
ぎ

園
おん

神社の奉納物，下津
井祇

ぎ

園
おん

文
もんじょ

書，旧野﨑家住宅，旧野崎浜灯明台，玉島町並み保存地区，旧柚
ゆ の き

木家住宅（西
さいそうてい

爽亭），羽黒神社の奉納
物

　③　「桃太郎伝説」の生まれたまち　おかやま〜古代吉備の遺産が誘
いざな

う鬼退治の物語〜
・認定日

　平成30年 5 月2４日（岡山市・総社市・赤磐市とのシリアル型）
　　※令和元年 5 月20日に，岡山市の「白山神社の首塚」が構成文化財として追加認定。

・ストーリーの概要
いにしえに吉

き び

備と呼ばれた岡山。この地には鬼
きのじょう

ノ城と呼ばれる古代山城や巨大墓に立ち並ぶ巨石などの遺跡が
現存する。これらの遺跡の特徴から吉

きびつひこのみこと

備津彦命が温
う ら

羅と呼ばれた鬼を退治する伝説の舞台となった。絶壁にそび
える古代山城は，その名の通り温羅の居城とされ，巨石は命

みこと

の楯となった。勝利した命は巨大神殿に祀られ，敗
れた温羅の首はその側

かたわら

に埋められた。
鬼退治伝説は，古代吉備の繁栄と屈服の歴史を背景とし，桃太郎伝説の原型になったとされ，吉備の多様な遺

産は今も訪れる人々を神秘的な物語へと誘
いざな

ってくれる。
・倉敷市の構成文化財（ 6 件）

楯
たてつき

築遺跡，楯築神社の旋
せんたいもんせき

帯文石，鯉
こいくい

喰神社（鯉喰神社遺跡），箭
や

田
た

大
おおつか

塚古墳，岡山の桃，きびだんご
⑵　倉敷市日本遺産推進協議会

平成29年度の日本遺産認定を受けて，歴史文化や経済・観光の関係団体，公共交通機関，行政などの多様な主体が
連携して倉敷市の日本遺産を生かした地域の魅力向上と活力創出の取組を行い，郷土への愛着と誇りの醸成，産業・
観光振興などの地域活性化につなげることを目的とする「倉敷市日本遺産推進協議会」を，平成29年 6 月27日に設立。
文化庁からの補助金や倉敷市負担金などを財源に，情報発信・人材育成事業，普及啓発事業，調査研究事業，公開活
用のための整備にかかる事業などを実施している。

また，「北前船日本遺産推進協議会」，「日本遺産『桃太郎伝説の生まれたまち　おかやま』推進協議会」にも加入し，
構成団体とともに連携して事業を推進することとしている。
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１５．財　　　　　政
　⑴　令和 3 年度予算総括表　� （単位：千円）

区　　分
会�計�別

Ｒ 3 　 年 　度
当 初 予 算 額

Ｒ 2 　 年 　度
当 初 予 算 額

Ｒ 2 　 年 　度
最 終 予 算 額

一 般 会 計 187,992,8４9 188,103,679 27４,768,４30

特　

 

別　

 

会　

 

計

国 民 健 康 保 険 事 業 ４6,４0４,183 ４6,110,811 ４6,905,016

住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 1,0４8,62４ 1,056,801 1,055,29４

介 護 保 険 事 業 ４４,997,697 ４3,691,610 ４４,165,４98

母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 109,259 138,910 138,910

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 6,562,４70 6,612,650 6,635,1４7

小 計 99,122,233 97,610,782 98,899,865

財 産 区 会 計 ４6,917 ４3,697 86,316

企　
　

業　
　

会　
　

計

下
水
道
事
業

収 益 的 収 入 19,225,88４ 18,132,9４４ 17,978,672

収 益 的 支 出 15,291,137 15,879,033 15,6４４,002

資 本 的 収 入 7,039,7４5 10,137,0４7 7,811,195

資 本 的 支 出 16,716,211 16,383,3４8 16,6４3,183

水

道

事

業

収 益 的 収 入 9,511,307 9,４81,388 9,397,328

収 益 的 支 出 7,763,102 7,579,6４3 7,51４,381

資 本 的 収 入 1,975,337 1,819,735 1,839,039

資 本 的 支 出 7,387,05４ 7,002,176 6,78４,４31

市
民
病
院
事
業

収 益 的 収 入 3,3４9,5４3 3,8４6,201 3,４57,9４2

収 益 的 支 出 3,908,139 ４,029,375 3,959,065

資 本 的 収 入 88,551 190,552 50,000

資 本 的 支 出 367,４10 376,582 376,582

競

走

事

業

ボ

ー

ト

モ

ー

タ

ー

収 益 的 収 入 52,573,206 ４0,795,102 62,273,953

収 益 的 支 出 51,3４9,４４1 39,77４,570 58,33４,377

資 本 的 収 入 0 199,652 199,652

資 本 的 支 出 870,４92 781,772 1,801,325

小　　　　　　　　　計　（支　　出） 103,652,986 91,806,４99 111,057,3４6

　 合 　 　 　 計 　 390,81４,985 377,56４,657 ４8４,811,957
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　⑵　令和 3 年度一般会計当初予算歳入歳出予算款別表
　　（歳　　入）　� （単位：千円，％）

　　（歳　　出）� （単位：千円，％）

歳　��入　��款　��別
Ｒ 3 年度当初（Ａ） Ｒ 2 年度当初（Ｂ） Ｒ 2 年度最終（Ｃ）

Ａ／Ｂ Ａ／Ｃ
予　算　額 割合 予　算　額 割合 予　算　額 割合

1 ．�市 税 77,18４,981 ４1.1 83,293,7４9 ４４.3 82,705,7４5 30.1 92.7 93.3
2 ．�地 方 譲 与 税 1,790,000 1.0 1,9４0,000 1.0 1,890,000 0.7 92.3 9４.7
3 ．�利 子 割 交 付 金 80,000 0.0 80,000 0.0 80,000 0.0 100.0 100.0
４ ．�配 当 割 交 付 金 330,000 0.2 3４0,000 0.2 3４0,000 0.1 97.1 97.1
5 ．�株式等譲渡所得割交付金 310,000 0.2 180,000 0.1 280,000 0.1 172.2 110.7
6 ．�法 人 事 業 税 交 付 金 700,000 0.４ 5４0,000 0.3 5４0,000 0.2 129.6 0.0
7 ．�地 方 消 費 税 交 付 金 10,700,000 5.7 11,000,000 5.8 9,900,000 3.6 97.3 108.1
8 ．�ゴルフ場利用税交付金 ４0,000 0.0 ４0,000 0.0 ４0,000 0.0 100.0 100.0
9 ．�環 境 性 能 割 交 付 金 130,000 0.1 130,000 0.1 110,000 0.0 100.0 118.2
10．�地 方 特 例 交 付 金 2,366,167 1.3 560,000 0.3 599,911 0.2 ４22.5 39４.４
11．�地 方 交 付 税 9,300,000 ４.9 11,４00,000 6.1 13,182,925 ４.8 81.6 70.5
12．�交通安全対策特別交付金 80,000 0.0 90,000 0.0 70,000 0.0 88.9 11４.3
21．�分 担 金 及 び 負 担 金 1,007,202 0.5 980,209 0.5 985,099 0.４ 102.8 102.2
22．�使 用 料 及 び 手 数 料 2,587,003 1.４ 2,58４,389 1.４ 2,58４,389 0.9 100.1 100.1
23．�国 庫 支 出 金 37,39４,801 19.8 3４,617,6４1 18.４ 96,771,209 35.2 108.0 38.6
2４．�県 支 出 金 13,65４,986 7.3 13,４４9,382 7.2 15,031,022 5.5 101.5 90.8
25．�財 産 収 入 52４,４77 0.3 ４73,931 0.3 ４73,４86 0.2 110.7 110.8
26．�寄 附 金 19４,269 0.1 117,331 0.1 177,901 0.1 165.6 109.2
27．�繰 入 金 5,882,156 3.1 ４,715,973 2.5 3,178,932 1.2 12４.7 185.0
28．�繰 越 金 1 0.0 1 0.0 8,5４3,４73 3.1 100.0 0.0
29．�諸 収 入 ４,916,306 2.6 ４,7４7,973 2.5 5,7４9,187 2.1 103.5 85.5
30．�市 債 18,820,500 10.0 16,823,100 8.9 31,535,151 11.5 111.9 59.7

合　　　　　　計 187,992,8４9 100.0 188,103,679 100.0 27４,768,４30 100.0 99.9 68.４

歳　��出　��款　��別
Ｒ 3 年度当初（Ａ） Ｒ 2 年度当初（Ｂ） Ｒ 2 年度最終（Ｃ）

Ａ／ B Ａ／ C
予　算　額 割合 予　算　額 割合 予　算　額 割合

1 ．�議 会 費 899,600 0.5 897,372 0.5 880,722 0.3 100.2 102.1
2 ．�総 務 費 10,85４,233 5.8 11,923,126 6.3 66,４50,58４ 2４.2 91.0 16.3
3 ．�民 生 費 85,４68,7４5 ４5.４ 82,990,４59 ４４.1 90,332,４86 32.9 103.0 9４.6
４ ．�衛 生 費 22,928,076 12.2 20,４79,365 10.9 23,４36,323 8.5 112.0 97.8
5 ．�労 働 費 365,530 0.2 ４02,125 0.2 ４21,382 0.2 90.9 86.7
6 ．�農 林 水 産 業 費 3,４31,078 1.8 3,32４,150 1.8 5,581,958 2.0 103.2 61.5
7 ．�商 工 費 2,210,739 1.2 2,381,790 1.3 5,710,327 2.1 92.8 38.7
8 ．�土 木 費 2４,673,155 13.1 25,356,629 13.5 33,221,４28 12.1 97.3 7４.3
9 ．�消 防 費 ４,97４,562 2.6 ４,728,723 2.5 ４,836,４78 1.8 105.2 102.9
10．�教 育 費 12,910,2４2 6.9 1４,8４5,81４ 7.9 21,666,5４8 7.9 87.0 59.6
11．�災 害 復 旧 費 651,191 0.3 2,671,896 1.４ ４,229,689 1.5 2４.４ 15.４
12．�公 債 費 18,208,265 9.7 17,682,599 9.４ 17,582,599 6.４ 103.0 103.6
13．�諸 支 出 金 317,４33 0.2 319,631 0.2 319,631 0.1 99.3 99.3
1４．�予 備 費 100,000 0.1 100,000 0.0 98,275 0.0 100.0 101.8

合　　　　　　計 187,992,8４9 100.0 188,103,679 100.0 27４,768,４30 100.0 99.9 68.４
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　⑶　令和 3 年度一般会計当初予算性質別表　� （単位：千円，％）

　⑷　令和 3 年度一般会計歳出予算財源調べ　� （単位：千円，％）

区　　　　　　　　　　分
Ｒ 3 　　年　　度　　当　　初 Ｒ 2 　　年　　度　　当　　初

総　　　　　額 割　　合 総　　　　　額 割　　合

義
務
的
経
費

人 件 費 30,239,507 16.1 31,055,787 16.5

扶 助 費 5４,４４3,69４ 28.9 53,9４7,573 28.7

公 債 費 18,200,602 9.7 17,676,2４8 9.４

小　　　　　　　　計 102,883,803 5４.7 102,679,608 5４.6

投
資
的
経
費

普 通 建 設 事 業 費 13,0４2,536 6.9 1４,876,821 7.9

�
補　　　　助 5,752,28４ 3.1 7,４99,3４0 ４.0

単　　　　独 7,290,252 3.8 7,377,４81 3.9

災 害 復 旧 事 業 費 651,191 0.４ 2,671,896 1.４

�
補　　　　助 501,891 0.3 605,619 0.3

単　　　　独 1４9,300 0.1 2,066,277 1.1

小　　　　　　　　計 13,693,727 7.3 17,5４8,717 9.3

消
費
的
経
費

物 件 費 27,186,223 1４.5 2４,993,5４４ 13.3

維 持 補 修 費 2,983,85４ 1.6 2,60４,737 1.４

補 助 費 等 15,872,962 8.４ 15,68４,9４6 8.3

小　　　　　　　　計 ４6,0４3,039 2４.5 ４3,283,227 23.0

そ
の
他
の
経
費

積 立 金 5４４,101 0.3 ４28,４75 0.2

投 資 及 び 出 資 金 10,４91 0.0 11,630 0.0

貸 付 金 972,279 0.5 680,023 0.４

繰 出 金 23,8４5,４09 12.7 23,４71,999 12.5

小　　　　　　　　計 25,372,280 13.5 2４,592,127 13.1

合　　　　　　　　　　計 187,992,8４9 100.0 188,103,679 100.0

区分

款

当　　　　　　　初　　　　　　　予　　　　　　　算 比較

総　　　額
（Ａ） 構成比

特　　　定　　　財　　　源 一般財源
（Ｂ） Ｂ／Ａ

国県支出金 地�方�債 そ�の�他 合　　計
1 ．�議 会 費 899,600 0.5 0 0 0 0 899,600 100.0
2 ．�総 務 費 10,85４,233 5.8 970,269 36,800 659,222 1,666,291 9,187,9４2 8４.6
3 ．�民 生 費 85,４68,7４5 ４5.5 ４2,71４,188 1,030,500 2,020,1４6 ４5,76４,83４ 39,703,911 ４6.5
４ ．�衛 生 費 22,928,076 12.2 3,859,083 517,800 3,713,603 8,090,４86 1４,837,590 6４.7
5 ．�労 働 費 365,530 0.2 0 0 255,390 255,390 110,1４0 30.1
6 ．�農林水産業費 3,４31,078 1.7 ４35,71４ 803,700 10４,296 1,3４3,710 2,087,368 60.8
7 ．�商 工 費 2,210,739 1.2 35,712 0 93,7４3 129,４55 2,081,28４ 9４.1
8 ．�土 木 費 2４,673,155 13.1 2,15４,197 ４,137,４00 1,063,0４7 7,35４,6４４ 17,318,511 70.2
9 ．�消 防 費 ４,97４,562 2.6 109,665 529,200 ４97,62４ 1,136,４89 3,838,073 77.2
10．�教 育 費 12,910,2４2 6.9 ４28,035 380,500 320,４81 1,129,016 11,781,226 91.3
11．�災害復旧費 651,191 0.3 22４,677 38４,600 20,000 629,277 21,91４ 3.４
12．�公 債 費 18,208,265 9.7 118,2４7 0 1,000,000 1,118,2４7 17,090,018 93.9
13．�諸 支 出 金 317,４33 0.2 0 0 300,000 300,000 17,４33 5.5
1４．�予 備 費 100,000 0.1 0 0 0 0 100,000 100.0

合　　　計 187,992,8４9 100.0 51,0４9,787 7,820,500 10,0４7,552 68,917,839 119,075,010 63.3
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　⑸　普通会計財源別の推移　� （単位：千円）

　⑹　市　　債
　　①　会計別現在高　� （単位：千円）

　　②　市民 1 人当たり市債額の推移　� （単位：円）

　⑺　普通会計における指数等の推移

� 年度
財源 Ｒ 1 （決　算） Ｒ 2 （最　終） Ｒ 3 （当　初）

自 主 財 源 108,626,073 10４,382,937 93,４5４,278
依 存 財 源 103,900,860 158,0４3,622 95,696,４5４
合 計 212,526,933 262,４26,559 189,150,732
一 般 財 源 110,353,900 109,198,581 103,011,1４8
特 定 財 源 102,173,033 153,227,978 86,139,58４

� 年度
区分 H30年度 Ｒ 1 年度 Ｒ 2 年度
基 準 財 政 収 入 額（千 円） 68,579,736 70,005,677 72,2４8,217
基 準 財 政 需 要 額（千 円） 78,711,197 79,793,872 83,４４3,88４
標 準 財 政 規 模（千 円） 107,810,088 106,99４,822 111,2４6,3４1
財 政 力 指 数 0.869 0.873 0.871
実 質 収 支 比 率（％） 5.2 5.9 6.7
経 常 収 支 比 率（％） 92.6（100.0） 90.1（95.5） 89.6（95.４）
公 債 費 比 率（％） 6.7 6.8 6.8
地 方 債 現 在 高（千 円） 181,593,532 189,968,690 196,４27,376
債務負担行為現在高（千 円） 63,8４3,837 53,867,987 95,４79,４16
財 政 調 整 基 金（千 円） 9,253,737 10,731,４90 12,378,078
※標準財政規模は，臨時財政対策債発行可能額を含む額
※経常収支比率の（　）は，減収補てん債特例分，臨時財政対策債を経常一般財源から除いた数値を示す。
※地方債現在高は，市場公募債発行に係る減債基金への元金償還相当積立額を除いた額
※財政調整基金は，翌年度 5 月末時点の額

区　　　　　　　分 Ｒ 1 年度末
Ｒ 2 　年　度　借　入　額 Ｒ 2 年度

償還額
Ｒ 2 年度末

現在高Ｒ 1 年繰越 Ｒ 2 年本借分 Ｒ 2 年起前分
普
通
会
計

一 般 会 計 190,４6４,356 6,177,４00 1４,778,300 2,210,900 16,695,015 196,935,9４1
住 宅 新 築 ４,33４ 0 0 0 2,898 1,４36

小　　　　計 190,４68,690 6,177,４00 1４,778,300 2,210,900 16,697,913 196,937,377

公
営
企
業

下 水 道 事 業 139,395,４13 1,155,700 138,200 1,135,800 11,858,118 129,966,995
上 水 道 16,101,986 0 1,362,000 0 1,158,6４0 16,305,3４6
市 民 病 院 6,656,732 0 50,000 0 271,581 6,４35,151

小　　　　計 162,15４,131 1,155,700 1,550,200 1,135,800 13,288,339 152,707,４92
合　　　　　　　計 352,622,821 7,333,100 16,328,500 3,3４6,700 29,986,252 3４9,6４４,869

� 区分
年度 一　　般　　会　　計 特　　別　　会　　計 合　　　　　　　　計

Ｈ30 年 度 377,893 3４7,160 723,705
Ｒ 1  年 度 395,530 336,7４8 732,278
Ｒ 2  年 度 ４09,４52 317,500 726,952

※各年度末の市債残高を同日現在の人口で除したもの（参考・Ｒ 2 年度末人口　４80,97４人）
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　⑻　基金明細表　� （Ｒ3.5.31現在）（単位：円）

基　　　金 前年度末現在高 元　　　金 利　　　子 取り崩し額 本年度末現在高積　　　　立　　　　金

財 政 調 整 10,731,４90,112 3,700,000,000 6,588,139 2,060,000,000 12,378,078,2513,706,588,139

ふ る さ と 応 援 99,706,588 67,601,352 51,４3４ 92,398,４01 7４,960,97367,652,786

清 掃 施 設 整 備 1,898,571,009 0 982,859 0 1,899,553,868982,859

学 校 施 設 整 備 2,118,961,４28 0 1,096,951 0 2,120,058,3791,096,951

産業廃棄物適正処理 789,４98,000 6,４57,000 0 0 795,955,0006,４57,000

環 境 保 全 8,777,538 1,813,250 ４,5４４ 2,４89,000 8,106,3321,817,79４

減 債 5,079,08４,306 260,000,000 2,629,352 0 5,3４1,713,658262,629,352

交 通 拠 点 施 設 整 備 1,326,997,857 0 686,965 0 1,327,68４,822686,965

国 際 交 流 500,４93,09４ 0 0 0 500,４93,09４0

文 化 振 興 ４75,079,075 0 0 ４75,276 ４7４,603,7990

ス ポ ー ツ 振 興 3４1,67４,165 0 0 3,４29,808 338,2４４,3570

地 域 福 祉 592,773,266 116,091 0 1,5４8,178 591,3４1,179116,091
ふ る さ と ・
水 と 土 保 全 対 策 20,527,272 0 10,627 0 20,537,89910,627

よ い 子 い っ ぱ い 216,652,376 1,716,359 0 0 218,368,7351,716,359

将 棋 文 化 振 興 ４6,４25,073 0 0 0 ４6,４25,0730

緑 化 182,117,700 71,816 18,211 37４,000 181,833,72790,027

奨 学 ４92,822,289 190,000 0 33,802,600 ４59,209,689190,000

図 書 館 図 書 整 備 15,000,000 0 0 0 15,000,0000

緊 急 援 護 資 金 貸 付 ４2,9４0,758 0 0 1,736,000 ４1,20４,7580
国 民 健 康 保 険
事 業 財 政 調 整 2,333,４67,79４ 0 1,207,996 0 2,33４,675,7901,207,996

介 護 給 付 費 等 準 備 2,065,769,762 ４31,9４6,1４４ 360,695 ４00,000,000 2,098,076,601４32,306,839

地 域 振 興 3,900,000,000 0 0 0 3,900,000,0000

ま ち づ く り 209,966,４09 1,500,000 112,980 12,117,４86 199,４61,9031,612,980

商 工 業 活 性 化 ４0,４71,397 1,510,589 20,952 1,579,600 ４0,４23,3381,531,5４1

災 害 復 興 2,0４5,065,151 80４,515,000 1,098,10４ 532,000,000 2,318,678,255805,613,10４

土 地 開 発 1,930,000,000 0 0 0 1,930,000,0000

公 共 施 設 整 備 3,312,４31,216 0 1,71４,789 0 3,31４,1４6,0051,71４,789

森 林 環 境 譲 与 税 1４,033,000 39,285,312 2,４22 0 53,320,73４39,287,73４
新型コロナウィルス
感 染 症 対 策 0 2４2,566,000 ４,928 0 2４2,570,928

2４2,570,928
企業版ふるさと納税
による倉敷みらい創生 0 11,000,000 0 0 11,000,000

11,000,000

合　　　計 ４0,830,796,635 5,570,288,913 16,591,9４8 3,1４1,950,3４9 ４3,275,727,1４75,586,880,861
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１６．市有財産の状況
　⑴　有価証券（株券）　� （Ｒ3.3.31現在）（単位：円）

　⑵　土地及び建物　� （Ｒ3.3.31現在）

会　　　社　　　名 所有株数 金　　額（円） 参　考　事　項
※ 1 �㈱みずほフィナンシャル・グループ ４,097 6,551,103 （公有財産活用室）
※ 1 �㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 12,720 7,517,520 （公有財産活用室）
※ 2 �㈱ Ｅ Ｍ Ｃ Ｏ Ｍ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 2,837 22,696 （公有財産活用室）
※ 1 �㈱ 中 国 銀 行 1,152 1,077,120 （公有財産活用室）
　　�Ｒ Ｓ Ｋ ホ ー ル デ ィ ン グ ス ㈱ 6,760 3,380,000 （くらしき情報発信課）
　　�倉 敷 フ ァ ッ シ ョ ン セ ン タ ー ㈱ 7,000 350,000,000 （商工課）
　　�倉 敷 市 開 発 ビ ル ㈱ 3,100,000 90,000,000 （市街地開発課）
　　�くらしきシティプラザ東西ビル管理㈱ 80,000 ４0,000,000 （市街地開発課）
　　�水 島 臨 海 鉄 道 ㈱ 600,000 300,000,000 （交通政策課）
　　�岡 山 空 港 タ ー ミ ナ ル ㈱ 3４0 17,000,000 （交通政策課）
　　�井 原 鉄 道 ㈱ 856 ４2,800,000 （交通政策課）
　　�㈱ オ ー ビ ス 1,562 39,050,000 （情報政策課）
　　�倉 敷 ケ ー ブ ル テ レ ビ ㈱ 90 ４,500,000 （情報政策課）
　　�玉 島 テ レ ビ 放 送 ㈱ 66 3,300,000 （情報政策課）
　　�㈱ エ フ エ ム く ら し き 200 10,000,000 （情報政策課）

合　　　　　　　　　　計 3,817,680 915,198,４39
　※ 1 印の銘柄については、令和 2 年度末現在の株価を基に時価表示しています。
　※ 2 印の銘柄については，平成25年 5 月 9 日上場廃止時点での株価を基に記載しています。
　その他の銘柄については，株式を公開していないため出資当時の額面を記載しています。

区　　　　　　　分 土　　地　　面　　積 建　　物　　面　　積
本 庁 舎 5４,556.４3㎡ ４2,72４.60㎡

そ の 他 の
行 政 機 関

消 防 施 設 77,392.19㎡ 23,710.75㎡
そ の 他 の 施 設 650,511.91㎡ 75,255.55㎡

公 共 用 財 産

学 校 2,12４,330.25㎡ 703,685.00㎡
公 営 住 宅 ４88,935.29㎡ 23４,381.70㎡
公 園 2,４４6,999.18㎡ 33,391.32㎡
そ の 他 の 施 設 3,671,571.27㎡ 359,556.07㎡

小　　　　　　　　　　　　計 9,51４,296.52㎡ 1,４72,70４.99㎡

普 通 財 産

宅 地 168,02４.01㎡ 8,560.10㎡
耕 地 53,939.79㎡
原 野 8,796.86㎡
山 林 2,４37,562.82㎡
そ の 他 133,51４.82㎡

小　　　　　　　　　　　　計 2,801,838.30㎡ 8,560.10㎡
合　　　　　　　　　　　　計 12,316,13４.82㎡ 1,４81,265.09㎡
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　⑶　出資による権利　� （Ｒ3.3.31現在）（単位：円，％）

区　　　　　　　分 前年度末 年度中増減 決算年度末 設立年月日 出資比率 担 　 当 　 課

岡山県信用保証協会出えん金 20４,685,000 0 20４,685,000 S23.11.9 2.99 商 工

水島港国際物流センター㈱出資金 150,000,000 0 150,000,000 H13.6.6 18.92 商 工

全国漁業信用基金協会岡山支所出資金 2,000,000 0 2,000,000 S30.2.1 1.４1� 農 林 水 産

（一社）岡山県畜産協会寄託金 1,877,000 0 1,877,000 S30.11.26 0.98 農 林 水 産

岡山県農業信用基金協会出資金 1４,780,000 0 1４,780,000 S37.3.23 0.52� 農 林 水 産

（公社）岡山県野菜生産安定協会出資金 1,170,000 0 1,170,000 S39.9.3 2.32 農 林 水 産

（公財）岡山県農林漁業担い手育成財団出えん金 26,205,000 0 26,205,000 S56.3.27 5.2４ 農 林 水 産

（公財）岡山県林業振興基金出えん金 9,78４,6４6 0 9,78４,6４6 H４.2.28 0.51 農 林 水 産

（一財）倉敷市船穂農業公社出えん金 50,000,000 0 50,000,000 H8.10.1 62.50 農 林 水 産

ふなおワイナリー㈲出資金 3,200,000 0 3,200,000 H16.7.12 53.33 農 林 水 産

（一財）倉敷市開発公社出資金 3,000,000 0 3,000,000 S４3.11.1 100.00 財 　 政

倉敷市土地開発公社出えん金 10,000,000 0 10,000,000 S４8.４.2 100.00 財 　 政

地方公共団体金融機構出資金 ４6,000,000 0 ４6,000,000 H20.10.1 0.27 財 　 政

倉敷まちづくり㈱出資金 1,000,000 0 1,000,000 H20.9.1 9.90� ま ち づ く り
推 進

（公財）倉敷スポーツ公園出えん金 650,000,000 0 650,000,000 H6.5.20 50.00 公 園 緑 地

（公財）リバーフロント研究所出えん金 2,500,000 0 2,500,000 S62.9.1 0.４6 土 木

（一財）砂防フロンティア整備推進機構出えん金 230,000 0 230,000 H3.10.18 0.03 土 木

※（公財）岡山県下水道公社出えん金 ４,587,000 △�４,587,000 0 S63.４.1 0.00� 下 水 計 画

（福）倉敷市総合福祉事業団出えん金 3,000,000 0 3,000,000 S４7.3.2４ 100.00 保健福祉推進

（公財）倉敷市保健医療センター出えん金 10,000,000 0 10,000,000 S57.7.5 50.00 保健福祉推進

岡山県広域水道企業団出資金 1,913,550,667 ４,386,000 1,917,936,667 S60.3.19 2.97 保健福祉推進

（公財）岡山県健康づくり財団出えん金 903,000 0 903,000 H3.8.1 0.86 保 ・ 保 健

（公財）岡山県臓器バンク出えん金 1,502,500 0 1,502,500 H1.12.22 1.66� 保 ・ 保 健

（公財）岡山県動物愛護財団出えん金 7,0４0,000 0 7,0４0,000 H8.5.20 7.0４ 保・生活衛生

（公財）倉敷市文化振興財団出えん金 300,000,000 0 300,000,000 H４.４.1 88.92 文 化 振 興

（一財）スキーム音楽振興財団出えん金 5,252,000 0 5,252,000 H5.４.7 9.11 文 化 振 興

（公財）倉敷市スポーツ振興協会出えん金 30,000,000 0 30,000,000 S59.7.1 69.76 スポーツ振興

（公財）岡山県暴力追放運動推進センター出えん金 ４４,266,000 0 ４４,266,000 H４.４.1 2.97 生 活 安 全

（公財）岡山県環境保全事業団出えん金 25,000,000 0 25,000,000 S４9.10.1 1.53 環 境 政 策

（公財）児島湖流域水質保全基金出えん金 23,000,000 0 23,000,000 H1.6.22 9.51 環 境 政 策

水島エコワークス㈱出資金 ４60,000,000 0 ４60,000,000 H1４.1.21 20.00 環 境 施 設

（公財）岡山県郷土文化財団出えん金 10,50４,000 0 10,50４,000 S5４.11.5 1.68 文 化 財 保 護

合　　　　　　　　　　計 ４,010,４４9,813 ４,386,000 ４,01４,835,813

※…下水道事業の地方公営企業法適用に伴う，同法規定の企業会計への引継ぎによるもの。
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　⑷　車両管理の状況
　　　公用車保有台数� （Ｒ3.3.31現在）

区分

用途
倉敷 児島 玉島 水島 真備 小計 環境 消　　　防 合計

乗　

用

マ イ ク ロ バ ス ４ ４ 1 5

普 通 乗 用 車 5 1 6 3 9

小 型 乗 用 車 18 1 19 1 1 21

貨　

物　

車

バ ン 1４ 1４ 2 6 22

ト ラ ッ ク 8 1 2 11 13 1 25

小 型 ダ ン プ 5 1 2 8 6 1４

普 通 ダ ン プ 6 1 1 8 9 17

特　
　
　
　
　
　
　

種　
　
　
　
　
　
　

車

防 疫 車 1 1 2 2

大気・公害測定車 1 1 2 2

高 圧 洗 浄 車 1 1 1

汚 泥 吸 引 車 1 1 2 2 ４

霊 柩 車 2 2 2

塵 芥 車 7 1 1 9 58 67

し 尿 車 0 13 13

交 通 指 導 車 2 1 1 1 5 5

道路パトロール車 3 1 1 1 6 6

計 量 測 定 車 0 0

図 書 館 車 ４ ４ ４

身障・患者輸送車 2 2 2

消 防 車 両 0 173 173

救 急 車 0 20 20

広 報 車 ４ 3 2 2 1 12 1 13

そ の 他 ４ ４ 1 5

特 殊 車 0 13 1 1４

軽
自
動
車

貨 物 車 98 20 25 23 17 183 17 8 208

乗 用 車 103 15 12 18 5 153 3 2 158

電 気 自 動 車 13 2 3 5 23 1 2４

小 計 30４ 50 ４6 56 2４ ４80 137 219 836

二 輪 車 18 ４ 1 2 25 25

合 計 322 5４ ４7 58 2４ 505 137 219 861

消防車両内訳

指 令 車 11

化 学 車 5

モ ニ タ ー 車 2

救 助 工 作 車 ４

資 材 搬 送 車 13

タ ン ク 車 6

は し ご 車 ４

泡 原 液 車 2

ポ ン プ 車 6４

積 載 車 53

大 型 放 水 車 3

水槽付ポンプ車 ４

支 援 車 1

マ イ ク ロ バ ス 1
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１７．契　約　事　務
　⑴　競争入札参加資格者（令和 3 年 6 月 1 日現在）
　　　　　　　　　　　工事　　　　委託　　　　物品
　　　　市内業者　　　　511者　　　 59者　　　　４02者
　　　　市外業者　　　　65４者　　　320者　　　　799者
　　　　　　計　　　　1,165者　　　379者　　　1,201者
　⑵　契約件数（令和 2 年度）
　　　　工事請負契約　　　　576件
　　　　委託契約　　　　　　150件
　　　　物品調達　　　　　1,288件
　◎令和 2 年度工事発注件数及び落札金額　� （単位：千円）

　◎令和 2 年度委託発注件数及び落札金額　� （単位：千円）

　◎令和 2 年度物品発注件数及び落札金額
　　　　　　　　　　（単位：千円）

100万円未満 500万円未満 1,000万円未満 1,000万円以上 計
件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

測　　 量 3 1,４19 27 69,916 ４ 31,306 3 65,296 37 167,937
土 木 設 計 23 81,707 21 1４9,2４9 26 721,４71 70 952,４27
建 築 設 計 3 6,32４ 2 15,716 3 60,920 8 82,960
地 質 調 査 1 3,050 1 7,326 2 10,376
補　　 償 3 2,４31 29 52,5４7 1 5,610 33 60,588

計 6 3,850 83 213,5４４ 29 209,207 32 8４7,687 150 1,27４,288

件数 金　額
備品購入費 ４3４ 2,396,8４5
消 耗 品 費 397 ４01,073
修　繕　料 1 367
印刷製本費 ４56 173,803

計 1,288 2,972,088

500万円未満 1,000万円未満 5,000万円未満 1 億円未満 1 億円以上 計
件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

土　　　 木 62 217,6４8 78 553,４02 116 2,371,168 20 1,510,0４1 ４ 551,４66 280 5,203,725
建　　　 築 3 22,057 18 ４58,４83 1 61,007 6 1,913,019 28 2,４5４,566
と　 び　 土 33 87,593 2４ 157,393 3 55,089 1 8４,9４8 61 385,023
電　　　 気 6 ４8,993 10 226,129 3 22４,275 3 386,590 22 885,987

管 2 17,995 17 327,４70 1 60,287 1 121,559 21 527,311
鋼　 構　 造 2 7,3４6 2 13,7４４ ４ 101,75４ 1 5４,４83 9 177,327
舗　　　 装 26 79,001 19 1４8,817 5 77,009 1 51,168 51 355,995
塗　　　 装 3 7,４39 1 6,307 16 ４0４,031 1 73,725 21 ４91,502
防　　　 水 2 ４2,４38 2 ４2,４38
機　　　 械 3 69,81４ 1 127,700 ４ 197,51４
通 信 1 112,6４9 1 112,6４9
造　　　 園 3４ 106,713 2４ 169,676 3 33,263 61 309,652
水 道 1 1,４17 1 1,４17
清 掃 2 2４,101,000 2 2４,101,000
解 体 6 12,031 2 17,99４ ４ 103,502 12 133,527

計 167 519,188 161 1,156,378 201 ４,270,150 29 2,119,93４ 18 27,313,983 576 35,379,633
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　⑶　令和 2 年度工事発注状況（議決対象工事）　� （単位：千円）

工　事　名　称 場　　　所 請負業者 請負金額

（仮称）防災備蓄倉庫兼配送拠点
建築工事

倉敷市児島阿津 2 丁目15番35
号地内

株式会社西神建設工業 188,４４４

倉敷市まきびの里保育園園舎改築
ほか建築工事

倉敷市真備町有井1270番地内
大森工務店・ツナシマ建設工事
共同企業体

４33,2４7

（仮称）倉敷西部クリーンセンター
整備運営事業建設工事

倉敷市玉島乙島字新湊8253番
10,8255番４9地内

ＪＦＥエンジニアリング株式会
社大阪支店

20,61４,000

（仮称）白楽町汚泥再生処理セン
ター等整備工事

倉敷市白楽町４2４番ほか地内
クボタ環境サービス株式会社大
阪支社

3,４87,000

新総合福祉会館（仮称）建築工事 倉敷市有城710番地地内
榊原建設・ミズチカ建設工事共
同企業体

869,338
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１８．情　報　政　策
　　情�報�処�理
　⑴　コンピュータ導入の経過（過去 5 年間）

平成30年 1 月　　　　　コンビニ交付サービス（住民票の写し等）開始
平成31年 1 月　　　　　地方税共通納税システム稼働
令和 2 年 1 月　　　　　コンビニ交付サービス（市県民税（所得課税）証明書）開始
令和 2 年10月　　　　　ＲＰＡ稼働
令和 3 年 1 月　　　　　議事録作成支援システムの導入
　　　　　　　　　　　テレワーク専用端末の導入
令和 3 年 ４ 月　　　　　デジタルガバメント推進室を新設

　⑵　コンピュータ適用業務

所　　属　　課 シ　ス　テ　ム　名 適用年月
くらしき情報発信課 広報紙配付 Ｓ59年 5 月
総 務 課 特別職委員管理 Ｓ55年11月

文書管理 Ｈ20年 2 月
人 事 課 人事情報管理 Ｓ52年 2 月

給与台帳管理 Ｓ４４年12月
人事給与統計 Ｓ４４年12月
定数外職員管理 Ｈ13年12月
研修台帳管理 Ｈ 3 年 6 月
研修経理 Ｈ ４ 年 ４ 月
職員共済管理 Ｓ52年 7 月
職員厚生管理 Ｓ52年 7 月
職員健康管理 Ｓ5４年 5 月

情 報 政 策 室 地図情報（統計地図表示） Ｈ 3 年 ４ 月
地図情報（道路区間検索） Ｈ 3 年 ４ 月
地図情報（住民情報検索） Ｈ 3 年 ４ 月
地図情報（基盤図修正） Ｈ ４ 年 ４ 月
地図情報（下水道施設検索） Ｈ ４ 年 5 月
地図情報（都市計画検索） Ｈ ４ 年 5 月
地図情報（下水道計画支援） Ｈ 6 年 ４ 月
地図情報（水路情報検索） Ｈ 6 年 ４ 月
共通基盤 Ｈ27年 9 月

財 政 課 予算編成オンライン Ｓ63年10月
市債管理 Ｓ４9年 3 月
決算統計分析 Ｈ 2 年 ４ 月

公有財産活用室 公有財産台帳管理 Ｓ56年 ４ 月
契 約 課 物品指名業者登録 Ｓ60年11月

建設指名業者資格審査 Ｓ59年 2 月
工 事 検 査 課 土木工事設計積算 Ｈ 6 年 9 月

農業土木工事設計積算 Ｈ 6 年 9 月
下水道工事設計積算 Ｓ56年 ４ 月

税 制 課 税証明書発行 Ｓ53年 7 月
軽自動車税 Ｓ50年 ４ 月
事業所税 Ｓ55年 ４ 月
市たばこ税 Ｈ 7 年 ４ 月
入湯税 Ｈ 7 年 ４ 月

所　　属　　課 シ　ス　テ　ム　名 適用年月
税 制 課 税務統計 Ｈ 7 年 ４ 月

宛名管理 Ｈ 6 年10月
市 民 税 課 個人市民税 Ｓ４3年 ４ 月

法人市民税 Ｓ55年 5 月
市民税統計 Ｓ４3年 ４ 月

資 産 税 課 土地課税台帳管理 Ｓ４6年 ４ 月
家屋課税台帳管理 Ｓ４6年 ４ 月
償却資産課税台帳管理 Ｓ４6年 ４ 月
固定資産税 Ｓ４6年 ４ 月
固定資産税統計 Ｓ57年 ４ 月
特別土地保有税 Ｓ51年 ４ 月
非課税土地台帳管理 Ｓ57年 ４ 月
地図情報（土地・家屋検索） Ｈ 2 年 9 月
地図情報（土地評価支援） Ｈ 8 年 ４ 月

納 税 課 市税収納管理 Ｓ51年 ４ 月
市税滞納整理 Ｓ52年 ４ 月

男女共同参画課 女性アンケート Ｓ55年 3 月
人 権 推 進 室 同和資金貸付管理 Ｓ62年 3 月
スポーツ振興課 スポーツ施設案内予約システム Ｈ11年 6 月
市 民 課 住民基本台帳 Ｓ51年 ４ 月

外国人登録 Ｓ57年 3 月
印鑑登録 Ｓ59年 2 月
葬祭オンライン Ｓ60年10月
住民基本台帳ネットワークシステム Ｈ1４年 8 月
戸籍システム Ｈ1４年12月
住民記録統計 Ｓ51年 ４ 月
住民票等自動交付機 Ｈ11年 1 月
国民年金被保険者台帳管理 Ｓ４7年 ４ 月
無拠出年金受給者管理 Ｓ52年 ４ 月
給付管理 Ｈ 6 年 ４ 月

生 活 安 全 課 交通災害共済 Ｓ57年 ４ 月
市 民 広 聴 課 市民の声アンケート Ｓ51年 8 月
環 境 衛 生 課 墓地管理 Ｓ60年 3 月
一般廃棄物対策課 ごみ減量化協力団体管理 Ｈ元年 ４ 月
生 活 福 祉 課 生活保護 Ｓ52年 ４ 月
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　⑶　ホストコンピュータ関連・機種名及び機器構成

所　　属　　課 シ　ス　テ　ム　名 適用年月
保育・幼稚園課 保育児童管理 Ｓ４8年 ４ 月
子育て支援課 （特別）児童扶養手当 Ｓ59年 6 月

児童福祉年金 Ｓ56年 3 月
子ども手当 Ｈ22年 ４ 月

健 康 長 寿 課 老人福祉援護 Ｓ59年 6 月
老人生きがい対策 Ｓ59年 6 月
老人入浴券支給 Ｓ59年 6 月
敬老 Ｓ5４年 ４ 月
高齢者年金 Ｓ60年 3 月
老人施設措置費負担金 Ｓ61年 ４ 月
介護手当支給 Ｈ 5 年 ４ 月
65歳以上調査票管理 Ｈ 9 年 9 月

障がい福祉課 障がい者台帳管理 Ｓ58年 ４ 月
医 療 給 付 課 乳児医療費給付 Ｓ55年 5 月

母子家庭医療管理 Ｓ58年 5 月
老人保健医療管理 Ｓ52年 ４ 月
老人医療費管理 Ｓ52年 ４ 月
重度心身障がい者医療管理 Ｓ58年 5 月
後期高齢者医療 Ｈ20年 ４ 月

保 健 課 予防接種 Ｈ 9 年 ４ 月
健康づくり課 母子衛生検診 Ｓ55年 ４ 月

老人保健 Ｓ63年 ４ 月
胸部レントゲン Ｈ 5 年 ４ 月
特定健診 Ｈ20年 ４ 月

国民健康保険課 国保被保険者台帳管理 Ｓ４6年10月
国保賦課 Ｓ４6年10月
国保給付 Ｓ5４年 5 月
国保収納 Ｓ51年 ４ 月

介 護 保 険 課 資格管理 Ｈ11年 9 月
認定受給者管理 Ｈ11年10月
給付実績管理 Ｈ12年 5 月
主治医意見書料支払管理 Ｈ11年10月
認定支援 Ｈ11年10月

農 林 水 産 課 農家組合管理 Ｓ55年 ４ 月
緊急生産調整推進対策 Ｓ55年 ４ 月
農業共済 Ｓ62年 6 月
農業振興 Ｓ58年 ４ 月

耕 地 水 路 課 河川占用許可 Ｓ59年 2 月

所　　属　　課 シ　ス　テ　ム　名 適用年月
耕 地 水 路 課 土地改良区管理 Ｈ 6 年 5 月
国 土 調 査 課 国調地籍調査管理 Ｓ57年 ４ 月
公 園 緑 地 課 緑化推進 Ｓ60年 ４ 月
住 宅 課 住宅使用料 Ｓ55年 ４ 月

住宅新築資金貸付 Ｓ56年 ４ 月
下 水 普 及 課 下水道受益者負担金 Ｓ5４年 ４ 月

下水道使用者管理 Ｓ４6年 5 月
下水道貸付金償還 Ｈ 9 年 ４ 月
下水道維持普及台帳 Ｈ 6 年 ４ 月
下水道使用料 Ｈ16年 ４ 月

出 納 室 源泉徴収 Ｓ55年12月
備品台帳管理 Ｓ59年11月
統括物品在庫管理 Ｓ55年10月

水 道 総 務 課 水道企業会計 Ｓ63年 ４ 月
水道企業会計消費税処理 Ｈ ４ 年 ４ 月
水道固定資産管理 Ｈ13年 ４ 月

水 道 営 業 課 水道料金調定 Ｓ４6年 5 月
水道料金収納 Ｓ51年 ４ 月
水道収入金管理 Ｈ 3 年 ４ 月
水道料金コンビニ収納 Ｈ13年10月

教育企画総務課 幼稚園保育料 Ｓ57年 3 月
学校園ネットワークシステム Ｈ15年 3 月

学 事 課 学齢学籍 Ｈ元年 ４ 月
保 健 体 育 課 健康診断 Ｓ53年 1 月

学校給食 Ｈ元年 ４ 月
食育システム Ｈ23年 ４ 月

生 涯 学 習 課 成人式支援 Ｓ51年12月
青少年アンケート Ｓ55年 3 月

市民学習センター 生涯学習情報提供システム Ｈ10年 6 月
選挙管理委員会 選挙人名簿管理 Ｓ51年 9 月
選挙管理委員会 期日前投票システム Ｈ12年 ４ 月

裁判員制度 Ｈ20年 9 月
農 業 委 員 会 農家台帳 Ｈ18年 ４ 月
共 通 財務会計オンライン Ｓ57年 ４ 月

住民記録検索オンライン Ｓ51年10月
住登外宛名管理オンライン Ｓ57年 9 月
電子申請 Ｈ15年 8 月
電子決裁 Ｈ20年 2 月

機　器　の　名　称 形　　　式 数 性　　　　　　　　　　　　　能

中央処理装置�
� 〔PRIMEQUEST�2４00E〕

MCF2AC111 1 主記憶　512ＭＢ
搭載チャンネル� BMC（４.5MB）:8�OCLINK（17MB）:2４�ONA（1GB）:1

中央処理装置
� 〔PRIMEQUEST�2４00E3〕 MCH2AC111 1 主記憶　512ＭＢ

搭載チャンネル��BMC（４.5MB）:16�OCLINK（17MB）:2４�ONA（1GB）:1
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　⑷　ＯＡ機器導入状況（令和 3 年 ４ 月現在）
庁内ＬＡＮ接続パソコン　3,57４台　　　ホストコンピュータ接続パソコン　279台
インターネット接続パソコン　516台

　⑸　情報保護対策
昭和51年 1 月に電子計算機を導入し，同年 3 月「倉敷市電子計算機処理データ保護管理規程」を制定し，的確なデー

タの取扱いを図ってきた。また，近年の急速な行政事務の情報化の進展を考慮して，平成元年 9 月，個人情報の保護
対策のため「倉敷市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例」を制定した。この条例により従来の規程を
見直し，ＯＡ機器を含む電子計算機とデータの管理運営のために「倉敷市電子計算機管理運営規程」を定め，条例と
ともに平成 2 年 ４ 月から施行した。平成12年10月には，手作業処理に係るものを含めた個人情報の保護対策のため「倉
敷市個人情報保護条例」を施行した。平成16年 ４ 月には，情報資産及び情報システムを種々の脅威から守るため「倉
敷市情報セキュリティポリシー」を施行した。平成17年 3 月にはＯＡ機器・ログ管理のために「デスクトップ管理ツー
ル」の導入を行った。平成18年から毎年度，適切な情報セキュリティ対策が行われているか確認するため，サーバ・
ネットワーク機器の診断や事務・システム運用のセキュリティ監査を行っている。平成20年 7 月には，情報センター
の拡張に伴い，空調機器の整備及び電源整備を行い，機器設置空間の確保，安定した電源供給及び施設内を一定温度
に保つ空調設備を実現した。マイナンバー制度に対応するため，平成29年 1 月には「倉敷市情報セキュリティポリシー」
の全面改定を行った。また，国が提唱する新たな自治体情報セキュリティ対策の抜本的強化に対応するため，同年 3
月には庁内ＬＡＮ接続パソコンにて外部接続デバイスの利用禁止，外部ネットワークとの通信分離を実施し，インター
ネット接続パソコンを各部署へ導入した。

機　器　の　名　称 形　　　式 数 性　　　　　　　　　　　　　能
アレイディスク装置
� 〔ETERNUS�DX8100�S2〕
� 〔ETERNUS�DX8100�S3〕

ET812CA
ET813CA

2 記憶容量　221.13GB（2.835GB/DE×78DE）
キャッシュメモリ　12GB

カートリッジ型磁気テープ装置
� 〔ETERNUS�F6４76〕 F6４76M2４ 1

記録密度　75,7４2BPI
記録方式　36トラック　GCR
データ転送速度　3MB（MTC〜MTU）
記録容量�標準長：1.2GB ／巻， 2 倍長：2.４GB ／巻
自動装填機構　12巻

バーチャルテープ装置
�〔ETERNUS�VT600�Model�300S5〕

VT6530BA 1
サポート論理ボリューム数　最大100,000巻
TVC　容量　522GB
仮想ドライブ　32ドライブ

高速日本語ラインプリンタ装置
� 〔HNLP〕 PS5600C 2

印刷速度　21,600行／分（ 6 行／インチ）
解像度　2４0／４00／600dpi
印刷方式　レーザ書き込みによる乾式電子写真方式

カット紙日本語ラインプリンタ装
置� 〔VSP〕 VSP４730B 2

印刷速度　片面　50ページ／分（Ａ ４ サイズ）
　　　　　両面　50ページ／分（Ａ ４ サイズ）
解像度　2４0／４00／600dpi
印刷用紙　Ａ 3 ／Ａ ４ ／Ａ 5 ／Ｂ ４ ／Ｂ 5 ／レター
印刷方式　レーザ書き込みによる乾式電子写真方式

日本語ドットプリンタ装置�〔LP〕 VSP3802B 1

印刷速度　600行／分
解像度　160dpi
複写枚数　標準モード　 6 枚
印刷方式　ワイヤドットインパクト方式

LTO装置� 〔LTO〕 LT8RGC2
LT8S2FE 1

物理ドライブ　 2 ドライブ
記録容量　Ultrium3：４00GB ／巻
　　　　　Ultrium４：800GB ／巻
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１９．情報公開・個人情報保護
　⑴　行政文書の開示請求処理状況（倉敷市情報公開条例）　� （単位：件）

　※令和 2 年度の部分開示のうち ４ 件及び不開示のうち12件は，文書不存在によるもの。

　⑵　自己情報開示請求処理状況（倉敷市個人情報保護条例）　� （単位：件）

　※令和 2 年度の部分開示のうち 3 件及び不開示のうち1４件は，文書不存在によるもの。

２0．文　書　管　理
⑴　マイクロフィルムシステム

記録の発生から利用，保管を経て廃棄に至るまでのシステマティックな運営の管理を行うため，マイクロフィルム
システムを導入した。
①　第 1 次 5 箇年計画（昭和４9年12月〜53年度）

・「マイクロシステム導入計画」昭和４8年12月策定
・「マイクロフィルム文書の作成業務実施計画」昭和４9年 8 月策定
　事務室を圧迫しているロッカー類の増加の防止と執務環境の改善を目的とした。

②　第 2 次 ４ 箇年計画（昭和5４年度〜57年度）
昭和53年11月策定
蓄積された記録情報の検索，活用の効率化を目的とした。

③　第 3 次 3 箇年計画（昭和58年度〜60年度）
昭和57年12月策定
活用機器の見直し，検索システムの確立を目的とした。

④　第 ４ 次 5 箇年計画（昭和61年度〜平成 2 年度）
昭和60年 8 月策定
現行システムを継承し，より文書管理の充実を図ることを目的とした。

⑤　第 5 次 5 箇年計画（平成 3 年度〜 7 年度）
平成 2 年10月策定
従来からマイクロフィルム化している文書に加えて，書庫に引継済みの文書もマイクロフィルム化することによ

り，事務室の整理だけでなく，書庫の整理を進めることを目的とした。また，老朽機器の更新により，効率的な活
用を図った。

⑥　平成11年 ４ 月から，庁舎内での委託撮影から全面的に外注に変更した。
⑦　撮影実績

区分

年度
開 示 請 求

決　　　　定　　　　等　　　　の　　　　状　　　　況

開　　示 部分開示 不開示 却　　下 取 下 げ 文書不存在
（内数）

Ｈ30 ４58 298 12４ 20 1 15 19
Ｒ 1 763 615 110 10 0 28  9
Ｒ 2 776 599 1４0 15 0 22 16

区分
年度 開� 示� 請� 求

決　　　　定　　　　等　　　　の　　　　状　　　　況
開　　示 部分開示 不�開�示 中止拒否 却　　下 取 下 げ

Ｈ30 58 2４ 22 11 1
Ｒ 1 ４8 15 22 10 1
Ｒ 2 58 19 2４ 15 0

年 度 リ ー ル 数 原 本 総 ペ ー ジ 数
総 コ マ 数

16㎜，35㎜

平　 成　 30　 年　 度 128 177,525 132,060

令 和 元 年 度 11４ 16４,373 120,379

令　 和　  2 　 年　 度  83 111,885  98,9４3
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　⑵　ファイリングシステム
行政事務は，通常，文書を媒介として行われているため，行政のすう勢は，当然，文書の多様化，内容の複雑化を

もたらし，文書量の増大を引き起こしており，能率的に事務処理体制の確立を図るため，ファイリングシステムを導
入した。
①　第 1 次ファイリングシステム導入計画（昭和55年 2 月策定）

　（試行導入　昭和55年度〜昭和56年度）
　（導　　入　昭和57年度〜昭和60年度）
　全庁的に組織された文書整理体制を確立することを目的とした。

②　第 2 次ファイリングシステム実施計画（昭和60年 8 月策定）
　（昭和61年度〜平成 2 年度）

研修，追指導により，文書整理の徹底を図ることを目的とした。
昭和60年11月第 2 次ファイリングシステム実施計画を一部変更し，昭和62年度から 3 箇年間で 5 支所へもファイ

リングシステムを導入することにした。
③　第 3 次ファイリングシステム実施計画（平成 2 年10月策定）

　（平成 3 年度〜 7 年度）
第 1 次ファイリングシステム導入計画及び第 2 次ファイリングシステム実施計画により，本庁及び支所への導入

が完了した。そこで，公営企業を除く課長補佐級以上の施設（東京事務所は除く。）及び消防局のうち，文書量が
多い部署にファイリングシステムを導入することにした。

④　ファイリングシステム導入状況

⑤　平成 9 年度ファイリングシステム再構築を目指し，全職員を対象に研修をし，各課での実地指導を行った。
⑥　ファイリングシステム再構築に伴う導入

⑦　平成10年度〜平成16年度ファイリングシステム再構築を目指し，専門研修及び各課での実地指導を行った。
⑧�　平成17年 8 月， 1 市 2 町の合併に伴い，平成18年度から船穂・真備支所へのファイリングシステム導入を目指し，

旧船穂町及び旧真備町全職員を対象に研修を行った。
⑨　平成18年 ４ 月， 1 市 2 町の合併に伴う導入

⑩　平成21年度〜内部情報システムによる電子文書のファイリングの開始

⑶　歴史公文書等の保存と利用
総務課歴史資料整備室（倉敷市真備支所 3 階）にて，歴史資料として重要な公文書等（歴史公文書，古文書，写真

等）を調査，収集，整理し，目録を作成し，一般に公開している。所蔵資料の利用促進を図る事業として資料展示会・
古文書解読講座・歴史資料講座・文書調査報告会・『倉敷の歴史』の発行を実施している。平成30年 7 月豪雨による

年　　　　　度 部　　　　　　　　　　　　　署
昭　和　57　年　度 市長公室，企画部，総務局，出納室
昭　和　58　年　度 市民局，衛生局，経済局
昭　和　59　年　度 建設局
昭　和　60　年　度 下水道局，議会事務局，各行政委員会
昭　和　62　年　度 児島支所
昭　和　63　年　度 水島支所，庄支所，茶屋町支所
平　成　元　年　度 玉島支所
平　成　 3 　年　度 課長補佐級以上の施設（公営企業を除く。）
平　成　 ４ 　年　度 消防局

年　　　　　度 部　　　　　　　　　　　　　署
平　成　 9 　年　度 競艇事業局，水道局，市民病院事務局，東京事務所

年　　　　　度 部　　　　　　　　　　　　　署
平　成　18　年　度 船穂支所，真備支所
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水損公文書の処置をプロジェクトチームで行った。
歴史資料整備室事業実績

項　　目 平成30年度 令和元年度 令和 2 年度
所 蔵 資 料 の 点 数（点） 298,269 308,116 313,378
目 録 作 成 済 点 数（点） 223,４02 231,４４0 2４0,272
Ｗ ｅ ｂ サ イ ト 掲 載 目 録 点 数（点） 10４,728 116,572 158,06４
平成30年 7 月豪雨による水損公文書の処
置参加人数　　  　　　　　　　　（人） 380 ４7４ 213

平成30年 7 月豪雨による水損公文書の処
置枚数　　　　　　  　　　　　　（枚） 約 ４ 万 5 千 約10万 3 千 約10万 ４ 千

所蔵資料利用のための来室者数（人） ４65 ４9４ ４27
出 版 物 等 掲 載 ・ 貸 出 許 可 数（件） 39 ４6 51
資 料 展 示 会 来 場 者 数（人） 275 538 （中止）
古 文 書 解 読 講 座 受 講 者 数（人） （中止） 71 （中止）
歴 史 資 料 講 座 受 講 者 数（人） 197 1４3 37
文 書 調 査 報 告 会 聴 講 者 数（人） （中止） 75 ４7

『倉敷の歴史』販売・寄贈冊数（冊） 758 776 812
問 い 合 わ せ 件 数（件） 135 17４ 1４9
Ｗ ｅ ｂ サ イ ト ア ク セ ス 件 数（件） 26,6４0 28,４76 ４0,0４9
職員が講師をした講演受講者数（人） 317 607 389
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２１．倉敷市大学連携推進事業
　⑴　目的

大学等の有する知的財産を，地域課題の解決や地域の活性化に役立てるとともに，大学等の教育・研究・社会貢献
に対する市民の理解を促進する。

　⑵　事業概要
倉敷市内にある大学・短大・大学校（10校）と倉敷市による協議組織として，「倉敷市大学連携推進会議」を平成

21年11月 5 日に設置している。平成2４年度からは，岡山大学資源植物科学研究所も参画し，市内11の全ての大学等に
よる取り組みとなっている。

　・岡山学院大学
　・岡山短期大学
　・岡山大学資源植物科学研究所
　・川崎医科大学
　・川崎医療福祉大学
　・川崎医療短期大学
　・倉敷芸術科学大学
　・くらしき作陽大学
　・作陽短期大学
　・中国職業能力開発大学校
　・倉敷市立短期大学
平成22年度から，市民の生涯学習の推進を図るとともに，市内大学等への理解の促進を目的に，ライフパーク倉敷

を主会場とし，大学施設等も利用しながら，各大学等の特色を生かした講座で構成する「倉敷市大学連携講座」を開
催し，令和元年度には，連続講座を含め2４講座を開講し，のべ399人が受講した。

　（令和 2 年度倉敷市大学連携講座の実施状況）

開催日 テ　　　ー　　　マ 担当大学名 受講者数
8 月16日（日） がんばれ！真備シリーズ①　南山城はどんな城だったか

岡山学院大学
岡山短期大学

18
2 月1４日（日） がんばれ！真備町シリーズ②　酒津八幡山から南山城跡を臨む 19
2 月 5 日（金） サプリメントや健康食品のウソ・ホント 3４
10月17日（土） ストップ！食糧危機　植物と水のチカラ 岡山大学資源植物

科学研究所
23

10月17日（土） より美味しく！大きく！をめざして　植物と適応するチカラ 26
9 月 9 日（水） 快適な睡眠で健康生活

川崎医科大学
20

10月16日（金） ストレスと上手に向き合う〜正しく学んでカンタン対処法を学ぼう 23
11月26日（木） 心に響いて身体に効く，ディジュリドウゥ健康法 9
9 月26日（土） こころを健康に！「なつかしい記憶」の役割と効果

川崎医療福祉大学
12

9 月25日（金） 知って上手につきあっていく「介護ストレス」の正体と対処法 20
9 月19日（土） 源氏物語を読み解く〜愛する人の看取り〜 川崎医療短期大学 16

10月18日（日） 倉敷みらい講座
「子ども防災アカデミー備えて安心！体験型デイキャンプ」

倉敷芸術科学大学
15

11月21日（土） 極東アジア情勢の最前線 31
12月12日（土） クリスマスをアニメでHappyに！ 15
9 月15日（火） チャレンジ！ピアノで弾き語り

くらしき作陽大学
作陽短期大学　

17
11月28日（土） 倉敷みらい講座「子どもマビリンピックに挑戦！」 9
1 月18日（月）

〜

1月2４日（日）

倉敷みらい講座「倉敷の未来を語る『若衆・町衆フォーラム』
※オンライン配信のみで実施

8 月 1 日（土） スイスイうごく！カップめんホパークラフトをつくろう
中国職業能力
開発大学校

9
8 月 2 日（日） 水の上を走る！高速船「スーパージェット」を作ろう！ 11
8 月22日（木） 拳銃型でカッコイイ！輪ゴム銃をつくろう 15
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また，各大学等が実施する公開講座やイベント等をまとめたメールマガジンを月 1 回程度発行するとともに，ライ
フパーク倉敷 1 階，市立図書館に「大学情報コーナー」を常設することで，大学等の市民に対する情報提供を支援し
ている。

開催日 テ　　　ー　　　マ 担当大学名 受講者数
7 月25日（土） 小学生のための恐竜絵画教室

倉敷市立短期大学

13
8 月27日（木） あなたも特許がとれるかも！ ?〜特許調査をしてみよう〜 11
10月2４日（土） Gmailアカウントの活かし方〜多彩な機能で便利な生活〜 2４
2 月20日（土）「気になる子」と呼ばれる子どもたち〜発達障がい児の特徴〜 9

合計 399
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２２．倉敷市立短期大学
　⑴　沿　革

昭和４3年10月 3 日　　倉敷市立倉敷保育専門学院創立
昭和４8年12月1４日　　倉敷市議会において倉敷市立短期大学条例を可決
昭和４9年 1 月10日　　文部大臣より倉敷市立短期大学保育科第二部の設置認可
昭和４9年 3 月 8 日　　厚生大臣より「保母を養成する学校」として指定
昭和４9年 ４ 月 1 日　　倉敷市立短期大学開設（入学定員50名）
昭和51年 2 月12日　　文部省より定員増（入学定員100名，総定員300名）の認可を受ける。
昭和52年 1 月13日　　文部省より保育科第二部幼稚園教員養成課程の認定を受ける。
昭和55年 3 月26日　　文部省より聴講生の課程（幼稚園教員養成）の認定を受ける。
昭和58年 1 月17日　　文部省より保育科第一部の設置認可を受ける。
昭和58年 2 月 8 日　　文部省より保育科第一部幼稚園教員養成課程の認定を受ける。
昭和58年 2 月1４日　　�厚生省より保育科第一部を「保母を養成する学校」として指定保育科第二部の学則変更（定

員70名）の承認を受ける。
昭和58年 ４ 月 9 日　　保育科第一部の開設式
昭和59年 ４ 月 5 日　　文部省より保育科第一部聴講生の課程（幼稚園教員養成）の認定を受ける。
平成 5 年12月21日　　文部省より服飾美術学科の設置認可を受ける。
平成 6 年 ４ 月 1 日　　保育科第一部，第二部を保育学科第一部，第二部に名称を変更。
　　　　　　　　　　聴講生を科目等履修生に改定
平成 6 年 ４ 月 8 日　　服飾美術学科開設式
平成 7 年 3 月31日　　保育学科第二部の廃止
平成 7 年 ４ 月 1 日　　保育学科第一部を保育学科に名称変更
平成 9 年 3 月15日　　�社団法人日本衣料管理協会より，服飾美術学科が「 2 級衣料管理士を養成する大学」として

認定される。（平成23年 3 月31日認定の廃止）
平成1４年12月19日　　文部科学省より専攻科設置の学則変更を受理される。
平成15年 3 月 5 日　　文部科学省より専攻科保育臨床専攻が幼稚園教員養成課程の認定を受ける。
平成15年 3 月 5 日　　専攻科が大学評価・学位授与機構の認定を受ける。
平成15年 ４ 月 1 日　　専攻科（保育臨床専攻・服飾美術専攻）設置
平成28年 ４ 月 1 日　　�大学評価・学位授与機構より，専攻科保育臨床専攻が，学士の学位の授与に係る特例の適用

認定を受ける。
平成30年 ４ 月 1 日　　大学基準協会より，短期大学基準に適合していると認定される。

　⑵　所 在 地　　　倉敷市児島稗田町160番地　　ＴＥＬ（086）４73-1860㈹
　⑶　校地面積　　　20,906㎡（うち運動場10,875㎡）
　⑷　建築面積　　　建築面積　3,80４.86㎡　　延床面積　11,４90.27㎡

　⑸　学 科 等　　　保育学科（ 2 年），服飾美術学科（ 2 年）
　　　　　　　　　　専攻科保育臨床専攻（ 2 年），専攻科服飾美術専攻（ 2 年）
　⑹　入学定員　　　（総定員）保育学科50名（100名），服飾美術学科50名（100名）
　　　　　　　　　　専攻科保育臨床専攻 5 名（10名），専攻服飾美術専攻 5 名（10名）

館　　　　名 1 階（㎡） 2 階（㎡） 3 階（㎡） ４ 階（㎡） 5 階（㎡） 6 階（㎡） 計（㎡）
本 館 779.10 909.37 1,163.87 − − − 2,852.3４
1 　 号　 館 869.４0 1,012.21 987.06 925.21 925.21 12４.02 ４,8４3.11
2 　 号　 館 5４４.58 503.12 503.12 − − − 1,550.82
3 　 号　 館 103.50 1４7.50 1４7.50 − − − 398.50
体 育 館 511.４9 1,33４.01 − − − − 1,8４5.50

計 2,808.07 3,906.21 2,801.55 925.21 925.21 12４.02 11,４90.27
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　⑺　学 費 等　� （単位：円）

　⑻　教 職 員� （Ｒ3.5.1現在）

　⑼　在校生の状況� （Ｒ3.5.1現在）

区分
学科 入　学　検　定　料

入　　�学�　　料
授　　　業　　　料

市 内 居 住 者 市 外 居 住 者
保 育 学 科 18,000 112,800 169,200 （年額）　　　 390,000
服 飾 美 術 学 科 18,000 112,800 169,200 （年額）　　　 390,000
専攻科保育臨床専攻･服飾美術専攻 18,000 112,800 169,200 （年額）　　　 390,000

区　　分 学　長 教　授 准教授 講　師 助　教 非常勤
講師等

事務職員
（嘱託含む） 司　書 計

人　　数 1 8 9 5 0 32 1４ 2 71

区分
学科 学　　年 学�生�数

出　　身　　地　　別
市　　内 県　　内 県　　外

保 育 学 科
一 学 年 52 21 3 28
二 学 年 5４ 16 6 32�

服 飾 美 術 学 科
一 学 年 50 11 16 23
二 学 年 50 9 13 28

保 育 臨 床 専 攻
一 学 年 9 1� 0� 8
二 学 年 7 1 0 6

服 飾 美 術 専 攻
一 学 年 8 3 2� 3
二 学 年 ４ 1 2� 1

合 計 　 23４ 63 ４2� 129
※　県内には市内は含めていない。
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　⑽　卒業生の就職状況� （Ｒ3.3.31現在）

　専門を生かした就職とは，保育学科は保育士・幼稚園教諭，服飾美術学科は服飾関連企業への就職をいう。

区分
学科 卒業年度 卒業者数

専門を生かした就職 そ の 他
企 業 等 進　　学 そ の 他

市　　内 市　　外 計

保 育 学 科

Ｈ30 53 18 26 ４４  2  7  0

Ｒ 1 51 15 22 37  2 10  2

Ｒ 2 53 12 26 38  1 12  2

服 飾 美 術 学 科

Ｈ30 5４  9 27 36 10  5  3

Ｒ 1 ４9  8 17 25 12  8  ４

Ｒ 2 53  6 13 19 13 10 11

保 育 臨 床 専 攻

Ｈ30  ４  2  2  ４  0  0  0

Ｒ 1  7  1  3  ４  3  0  0

Ｒ 2  6  3  3  6  0  0  0

服 飾 美 術 専 攻

Ｈ30  6  1  2  3  2  1  0

Ｒ 1  3  0  0  0  2  0  1

Ｒ 2  ４  1  2  3  1  0  0
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２３．市　　庁　　舎
　Ⅰ　本庁舎の概要

1 ．所　在　地
　倉敷市西中新田6４0番地

2 ．面積（西側分室含む）
　57,４33.22㎡（敷地面積） 　４5,870.51㎡（延床面積）

3 ．建設の基本方針
⑴�　昭和65年人口51万人，本庁舎内勤務職員1,800人を推定し，市民のサービスセンターとして，合理的，機能的

な事務処理が行われ，かつ，執務する職員の健康管理も配慮されたもので，市民のために働きやすい庁舎とする。
⑵　庁舎の建設にあわせて敷地内の環境整備も充実し，市民の憩いの森，緑地，駐車場等を設置する。
⑶　議会部門は議決機関としての活動の場にふさわしい品位と風格を備えたものとし，執行部と分離する。
⑷　市民と接触の多い部課は，できる限り低層部へ配慮し，事務処理の迅速化を図る。

４ ．建�設�期�間
　着　工　　昭和53年 9 月 5 日　　　　　竣　工　　昭和55年 5 月31日

5 ．建　設　費
　工　事　費　　　 8,823,231千円
　委　託　料　　　　 331,559
　用　地　費　　　 1,2４6,529
　そ　の　他　　　　 399,672
　　　計　　　　　10,800,991千円

6 ．建設の概要
　⑴　本�体�工�事
　　　建�築�面�積　7,071.77㎡　　　延べ床面積　3４,320.02㎡

　①　構　　　造
　　　（高層棟） 　鉄骨鉄筋コンクリート造り　地下 2 階，地上10階　20,676.05㎡
　　　（低層棟） 　鉄筋コンクリート造り　　　地上 ４ 階　　　　　　13,6４3.97㎡
　②　高　　　さ
　　　（高層棟）66.88ｍ（シンボルタワー）
　③　軒　　　高
　　　（高層棟）４2.26ｍ（低層棟）19.08ｍ
　④　外　　　装

屋　　　根　アスファルト防水砂利敷仕上げ　一部押工コンクリートタイル仕上げ
ひ　さ　し　銅板一文字葺
外　　　壁（高層棟） 　コンクリート特殊型枠打放し吹付け　　　一部レンガタイル
　　　　　（低層棟） 　コンクリート化粧型枠打放し吹付け　　　一部レンガタイル

　⑤　電�気�設�備
受　　　電　 3 相 3 線，60Ｈｚ，6,600Ｖ
変　圧　器　5,155ｋＶＡ　　非常用自家発電機　 3 相 3 線，60Ｈｚ，6,600Ｖ，750ｋＶＡ

　⑥　空調設備
22系統及びパッケージ方式（各階ユニット形空調機・ファンコイル併用）
熱源は，蓄熱電力及び天然ガス

　⑦　衛生設備
給　　　水　上水道を重力給水
給　　　湯　局所給湯方式，電気式給湯設備
消　　　火　屋内消火栓設備，スプリンクラー設備，ハロンガス消火設備

　⑧　エレベーター
一　般　用（高層棟）17人乗り× 5 台　　　　人　荷　用（高層棟）22人乗り× 1 台
議　会　用（低層棟）11人乗り× 1 台

財源内訳

起　　債　� 2,915,000千円
基　　金　� 3,209,689　　
一般財源　� ４,615,260　　
寄付金その他　� 61,0４2　　
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　⑨　そ　の　他
　　郵　 便 　局　　 97.0㎡　　　食　　　堂　　４11.2㎡　　　展示ホール　　1４9.４㎡
　　銀行（市金庫） 　110.6㎡　　　売　　　店　　 77.6㎡　　　書　　　庫　　559.9㎡　　　
　　物　 品 　庫　　798.1㎡　　　市民ホール　　201.1㎡

⑵　付帯施設工事（駐車場棟）
　建�築�面�積　5,591.13㎡　　　　延べ床面積　10,726.86㎡
①　構　　　造
　　鉄骨造り，地下 1 階，地上 1 階
②　設　　　備
　　電気設備，空調設備，衛生設備，消防設備
③　車両収容能力
　　地下 1 階　175台（公用車）地上 1 階150台（一般車）50台（議員報道関係）
④　そ　の　他
　　地下 1 階　　葬祭関係詰所，車両管理事務所，計量検査室
　　地上 1 階　　会議室，運転手控室ほか

⑶　外構施設工事
①　自転車置場
　　来�庁�者�用　　272台
　　職　員　用　　380台
　　公　　　用　　 51台
②　付帯施設　西の小川
　　延　　　長　　127.8ｍ　　　　　幅　　　員　2.75ｍ
③　壁泉，池
　　面　　　積　　368㎡　　　　　　壁泉の落差　 2 〜0.8ｍ　　湧出　　 9 個所
④　緑　　　地
　　面　　　積　　2.85ha
⑤　駐車場（屋外）
　　面　　　積　　8,710㎡　　収容台数　26４台
⑥　場内道路
　　幅　　　員　　 5 ｍ〜12ｍ

7 ．庁舎建設の経過
51．12．27　　倉敷市の事務所の位置を変更する条例の議決
52． 5 ． 6 　　新庁舎建設計画策定研究会を設置
　　 6 ．29　　市議会に市庁舎建設特別委員会を設置
　　10．22　　新庁舎建設基本構想作成
　　10．30　　新庁舎建設基本設計を㈱浦辺建築事務所に委託
53． 2 ．28　　新庁舎建設基本設計完了
　　 3 ．27　　新庁舎建設実施設計を㈱浦辺建築事務所に委託
　　 5 ． 1 　　建設局に市庁舎建設事務所を設置
　　 7 ．28　　新庁舎建設実施設計完了
　　 9 ． 5 　　新庁舎工事を㈱大林組・㈱大本組建設共同企業体と契約・着工
　　　　　　　�新庁舎電気設備工事を太陽工藤工事㈱・川鉄電気設備工事㈱建設共同企業体と契約・着工新庁舎

空気調和工事を㈱大気社・新日本空調㈱建設共同企業体と契約・着工
　　　　　　　新庁舎給排水衛生工事を斉久工業㈱と契約・着工
　　 9 ．25　　新庁舎建設工事監理業務を㈱浦辺建築事務所に委託
　　 9 ．30　　新庁舎建設工事地鎮祭
　　12． 9 　　新庁舎付帯施設建設工事等設計監理業務を㈱浦辺建築事務所に委託
5４． 3 ．31　　新庁舎付帯施設，外構施設建設工事設計完了
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　　 7 ．25　　新庁舎場内整備工事設計を㈱京央造園設計事務所に委託
　　 8 ．18　　新庁舎付帯施設，外構施設の建築工事を㈱大林組・㈱大本組建設共同企業体と契約・着工
　　　　　　　新庁舎付帯施設，外構施設の電気設備工事を㈱中国電業舎と契約・着工
　　　　　　　新庁舎付帯施設衛生空調設備工事，外構施設衛生設備工事を斉久工業㈱と契約・着工
　　10．17　　新庁舎書庫の機械式手動書架をトミナガに発注
　　10．31　　新庁舎場内整備工事設計完了
　　11．15　　新庁舎内装・調度品工事設計完了
　　11．30　　新庁舎場内整備工事（第 1 工区）を㈱大林組・㈱大本組建設共同企業体と契約・着工
　　12．19　　新庁舎食堂，喫茶の厨房機器を富士厨房設備㈱に発注
　　12．25　　新庁舎場内整備植栽その 1 工事を㈱吉田庭石園と契約・着工
　　　　　　　　　　　〃　　　　その 2 工事を㈱南備園芸と契約・着工
　　　　　　　　　　　〃　　　　その 3 工事を㈱清光園芸と契約・着工
　　　　　　　　　　　〃　　　　その ４ 工事を老龍園緑化㈱と契約・着工
　　　　　　　　　　　〃　　　　その 5 工事を㈱三宅児松園と契約・着工
　　　　　　　　　　　〃　　　　その 6 工事を㈱創作園と契約・着工
　　12．27　　新庁舎場内設備工事監理業務を㈱京央造園設計事務所に委託
　　　　　　　新庁舎落成記念品を日鉱美術工芸㈱に発注
　　12．28　　新庁舎場内整備工事（第 2 工区）を㈱大林組・㈱大本組建設共同企業体と契約・着工
　　　　　　　　　　　〃　　　　（第 ４ 工区）を大森組㈱と契約・着工
　　　　　　　　　　　〃　　　　（第 5 工区）を㈱横本組と契約・着工
　　　　　　　　　　　〃　　　　（第 6 工区）を㈲風早興業と契約・着工
55． 1 ． 8 　　新庁舎内装・調度品工事を㈱三越に発注
　　 1 ．2４　　新庁舎場内整備工事（第 3 工区）を山陽道路㈱と契約・着工
　　 1 ．29　　新庁舎建設工事定礎式
　　 6 ． 2 　　新庁舎落成式
　　 6 ． 2 〜　新庁舎一般開放
　　 6 ． ４
　　 6 ．19　　新庁舎開庁式

8 ．設計・施工業者等
　設　　計　　㈱浦辺建築事務所
　工事監理　　倉敷市・㈱浦辺建築事務所
　　　　　　　　　　　㈱京央造園設計事務所
　主要施工業者
　　建　��築　��工　��事　　㈱大林組・㈱大本組建設共同企業体
　　電 気 設 備 工 事　　太陽工藤工事㈱・川鉄電気設備工事㈱建設共同企業体
　　空 調 設 備 工 事　　㈱大気社・新日本空調㈱建設共同企業体
　　給排水衛生設備工事　　斉久工業㈱

9 ．植　　栽
　　　◦　本　　数
　　　　　上　木　　679本　　下　木　29,082本
　　　　　草木類　　250株　　地被類　23,220本　　　芝　3,623㎡
　　　◦　費　　用
　　　　　約 1 億2,800万円（庁舎建設費に含まれる。）

10．八角吹抜け噴水
　　形状　八角形，水中噴射
　　内径　5.73ｍ，外径　12.68ｍ，水深　37.5㎝
　　ブロンズ像
　　　製作者　佐藤忠良　　名称　乙女の像　　身長　180㎝
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11．光熱水費等
� （千円未満切捨て）

年度
区分 Ｈ　　　30 Ｒ　　　 1 Ｒ　　　 2

光
熱
水
費

電 気  68,038� 千円  61,816� 千円  56,775� 千円
上 下 水 道  18,556  22,572  23,1４5
ガ ス 　9,286   8,４9４   8,060

計  95,880  92,882  87,980

委　

託　

料

清 掃  60,5４3  61,060  60,４20
緑 地 管 理 　４,661 　3,268   ４,197
施 設 管 理 警 備 等 130,003 129,362 130,60４
設 備 保 守 点 検  19,002  19,33４  20,268
庁 舎 耐 震 設 計 等  10,725 − −
中 央 2 丁 目 分 室 解 体  13,932 − −
西側第 2 分室建物設置 −  37,950 −
施 設 等 整 備 委 託 料 − −   5,161

計 238,866 250,97４ 220,650

庁舎西側分室

98　台

108台（うち身体障がい者等用１台）108台（うち身体障がい者等用１台）

駐車場
150台

駐車場　23台
（うち身体障がい者等用 2台）

20台

身体障がい者等用
駐車場　 4台

駐車場　11台
（うち身体障がい者等用 3台）

本庁舎配置図

位置：倉敷市西中新田640番地

庁舎西側
第 2分室
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　Ⅱ　支所，連絡所，市民サービスコーナー

区　　　　　分 敷地面積 建�築�面�積
（延床面積） 構　　　　　　造 工　�事�　費 竣工年月

児 島 支 所
（児島小川町3681番地 3 ）
� ４73−1111

㎡
12,1４1.４1

本館　　　　㎡
1,635.05

（6,106.80）

鉄骨鉄筋コンクリート
地上 6 階

千円
1,880,226

　
Ｓ58.11

玉 島 支 所

（玉島阿賀崎 1 丁目 1 番 1 号）

� 522−8111

16,7４6.72

低層棟　　　　
　687.72

（1,697.４9）
展示ホールほか

252.４8
（309.98）

高層棟　　　　
633.62

（3,17４.85）

鉄筋コンクリート
地下 1 階，地上 2 階
鉄筋コンクリート
地上 2 階（一部平屋）
鉄骨鉄筋コンクリート
地上 5 階（一部 6 階）

1,４60,４7４ Ｈ元．6

水 島 支 所

（水 島 北 幸 町 1 番 1 号）

� ４４6−1111

5,887.４0

本館棟　　　　
1,866.03

（5,036.01）
車庫棟　　　　

605.４2
（1,050.5４）

鉄骨鉄筋コンクリート
地上 5 階（一部 6 階）
鉄骨コンクリート
地上 2 階

1,563,885 Ｈ ４ . 3

庄 支 所
（上　�東　�756　�番　地）
� ４62−1212

2,160.96 531
（1,011.9）

鉄骨鉄筋コンクリート
地上 2 階 66,000 Ｓ４6. 2

茶 屋 町 支 所
（茶  屋  町 2087  番  地）
� ４28−0001

2,717.00 ４2４.15
（830.65）

鉄筋コンクリート
地上 2 階 51,979 Ｓ４8. ４

船 穂 支 所
（船 穂 町 船 穂2897- 2 ）
� 552−5100

４,35４.83
本館　　　　　

４19.361
（835.7４）

鉄骨
地上 2 階 15４,7４5 Ｈ22.10

真 備 支 所
（真備町箭田11４1番地 1 ）
� 698−1111

13,963.71
本館　　　　　

2,092.４05
（４,002.４82）

鉄筋コンクリート
地上 3 階 835,000 Ｓ59.10

倉 敷 駅 前 連 絡 所
（阿知 1 丁目 7 番 2 −106号）
� ４26−3591

− 81.11 − − Ｓ55.11

福田市民サービスコーナー
（東 塚 5 丁 目 5 番35号）
� ４55−6103

2,092.17 363.6
（1,050）

鉄筋コンクリート
地上 3 階

（福田南公民館）
102,４80 Ｓ52. ４

連島市民サービスコーナー
（連島町西之浦４97番地 1 ）
� ４４４−6171

1,509.61 363.6
（1,050）

鉄筋コンクリート
地上 3 階

（連島公民館）
107,370 Ｓ50. 3

西阿知市民サービスコーナー
（西 阿 知 町1122番 地 2 ）
� ４65−2129

1,165.４5 281.89
（565.62）

鉄筋コンクリート
地上 2 階

（西阿知公民館）
83,750 Ｓ5４. 5

藤戸市民サービスコーナー
（藤 戸 町 藤 戸351番 地）
� ４28−101４

2４8.96 101.28
（200.00）

鉄筋コンクリート
地上 2 階 3４,8４7 Ｓ55. 3

郷内市民サービスコーナー
（林　788　 番　 地　 1 ）
� ４85−0001

1,02４.11 331.90
（585.４8）

鉄筋コンクリート
地上 2 階

（郷内公民館）
95,239 Ｓ55. 3

下津井市民サービスコーナー
（下津井吹上 2 丁目 1 番18号）
� ４79−9002

４４9.58 16４.67
（382.13）

鉄筋コンクリート
地上 2 階

（一部中 3 階）
４４,120 Ｓ55. 8
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２４．防　　　災
災害対策基本法，水防法，消防組織法等に基づき，それぞれの地域における防災，応急救助，災害復旧，市民への情

報伝達の業務を遂行することを主たる目的として，次のとおり情報伝達装置を配備する。
⑴　総合防災情報システム

河川や沿岸のライブカメラの映像をはじめ，台風情報，河川の水位情報など最大16種類の情報を一度に表示でき
る大型モニターと，避難情報発令の判断支援，被害情報等を共有できるシステムを配備する。

⑵　倉敷防災ポータル
災害に関する情報を集約させたホームページで，避難情報等を提供する。

⑶　緊急情報提供無線システム
かわせみネット（学校や公民館等を結ぶ光ケーブル）と無線ＬＡＮを組み合わせ，ＩＰｖ 6 方式により，映像や

ＩＰ携帯電話による情報収集と，音声による市民への情報伝達を行う。
　　統合台・操作卓　 9 台　　　　屋外拡声塔　�355箇所　　　　ＩＰ携帯電話　４2台
　　全国瞬時警報システム（J-ALERT）受信装置　　 1 台　　　　エフエムくらしき緊急割り込み放送装置� 1 台
　　ＩＰ固定カメラ　 8 台　　　　ＩＰカメラ・ＩＰスピーカー積載車　 ４ 台　　　　モバイル中継機　 3 台

⑷　衛星携帯電話
地上系の通信施設が使用出来なくなった際の通信を確保するため，衛星携帯電話を本庁，消防局，支所等に11台

配備する。
⑸　インターネット

倉敷市のホームページを利用し，市民への情報の提供を行う。
⑹　Ｌアラート

Ｌアラートを通じて，テレビ，ラジオなどに避難情報等の提供を行う。
⑺　緊急告知ＦＭラジオ

倉敷市災害緊急放送に関する協定に基づき，緊急告知ＦＭラジオを利用して，市民への緊急情報の提供を行う。
⑻　携帯電話メール配信

携帯電話のメール配信サービスを利用し，職員と自主防災組織代表者等に防災情報をメールにより配信する。
⑼　おかやま防災情報メール

岡山県が運営するおかやま防災情報メールを利用し，気象情報や避難情報等を提供する。
⑽　アマチュア業務用デジタル無線中継局　JP４YDV

アマチュア無線による災害時応援協定に基づき，社団法人日本アマチュア無線連盟の直轄局であるアマチュア業
務用デジタル無線中継局JP４YDV（インターネット接続局）を設置する。

　デジタル音声中継　　　　４39.330MHz（10Ｗ）
　デジタル・データ中継　�1270.625MHz（10Ｗ）
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２５．選　　　挙
　⑴　市議会議員選挙結果

　⑵　市長選挙結果

　⑶　県議会議員選挙結果（倉敷市・都窪郡選挙区のうち倉敷市分）

　⑷　知事選挙結果（倉敷市分）

執行日
当日

有権者数
（人）

投票者数（人） 投票率

（%）

定　数

（人）

立候補者数

（人）期日前投票
当日投票

計
不在者投票

Ｈ25. 1 .27 379,959 ４8,777 12４,822 2,018 173,599 ４5.69 ４3 ４7

Ｈ29. 1 .22 393,11４ 57,50４ 110,４83 2,061 167,987 ４2.73 ４3 51

Ｒ 3 . 1 .2４ 393,４00 55,53４ 83,639 1,４68 139,173 35.38 ４3 51

執行日
当日

有権者数
（人）

投票者数（人） 投票率

（%）

定　数

（人）

立候補者数

（人）期日前投票
当日投票

計
不在者投票

Ｈ23. ４ .10 376,117 ４6,53４ 135,970 2,011 182,50４ ４8.52 1４ 17

Ｈ27. ４ .12 379,9４7 ４8,982 106,４51 1,837 155,４33 ４0.91 1４ 15

Ｈ31. ４ . 7 390,865 59,528  97,909 1,820 157,４37 ４0.28 1４ 16

執行日
当日

有権者数
（人）

投票者数（人） 投票率

（%）

立候補者数

（人）期日前投票
当日投票

計
不在者投票

Ｈ2４. ４ .22
（市議補有） 377,023 27,915  99,207 1,908 127,122 33.72 2

Ｈ28. ４ .2４ 380,096 36,296 105,070 2,10４ 1４1,366 37.19 3

Ｒ 2 . ４ .26
（市議補有） 390,619 32,87４  67,333 1,558 100,207 25.65 2

執行日
当日

有権者数
（人）

投票者数（人） 投票率

（%）

立候補者数

（人）期日前投票
当日投票

計
不在者投票

Ｈ2４.10.28 379,４93 33,159  87,106 1,859 120,265 31.69 ４

Ｈ28.10.23 392,633 37,8４0  77,582 1,913 115,４22 29.４0 2

Ｒ 2 .10.25 393,308 ４1,888 61,619 1,732 103,507 26.32 2
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　⑸　衆議院議員選挙，最高裁判所裁判官国民審査結果（倉敷市分）

　⑹　参議院議員選挙結果（倉敷市分）

執
行
日

選
挙
区

選挙種別
当日

有権者数
（人）

投票者数（人） 投票率

（%）

立候補者数

（人）期日前投票
当日投票

計
不在者投票

Ｈ
2４
・
12
・
16

第
４
区

小選挙区 357,3４8 51,186 1４2,593 2,1４４ 193,779 5４.23 ４

比例／中国 357,3４8 51,186 1４2,576 2,1４1 193,762 5４.22 9 ／68

国民審査 357,181 ４3,3４9 1４2,182 2,069 185,531 51.9４ 10

第
5
区

小選挙区 2４,783 3,862 10,092 98 13,95４ 56.30 3

比例／中国 2４,783 3,861 10,091 98 13,952 56.30 9 ／68

国民審査 2４,765 3,505 10,062 95 13,567 5４.78 10

Ｈ
26
・
12
・
1４

第
４
区

小選挙区 359,1４8 5４,595 12４,023 2,098 178,618 ４9.73 3

比例／中国 359,1４8 5４,59４ 12４,015 2,103 178,609 ４9.73 8 ／52

国民審査 358,99４ ４6,075 123,757 2,058 169,832 ４7.31 5

第
5
区

小選挙区 2４,795 3,936 8,561 102 12,４97 50.４0 2

比例／中国 2４,795 3,937 8,561 102 12,４98 50.４1 8 ／52

国民審査 2４,778 3,４80 8,5４6 98 12,026 ４8.53 5

Ｈ
29
・
10
・
22

第
４
区

小選挙区 370,４30 78,1４5 99,309 2,192 177,４5４ ４7.90 3

比例／中国 370,４30 78,1４6 99,303 2,191 177,４４9 ４7.90 8 ／55

国民審査 370,293 77,963 99,1４0 2,176 177,103 ４7.83 7

第
5
区

小選挙区 25,383 6,030 7,067 101 13,097 51.60 3

比例／中国 25,383 6,029 7,065 101 13,09４ 51.59 8 ／55

国民審査 25,367 6,022 7,057 100 13,079 51.56 7

※�比例／中国及び国民審査は，立候補者数を次のように読み換える。（比例／中国：届出政党数／名簿登載者数，国民
審査：審査に付された裁判官の数）

執行日 選挙種別
当日

有権者数
（人）

投票者数（人） 投票率

（%）

立候補者数

（人）期日前投票
当日投票

計
不在者投票

Ｈ25. 7 .21
岡山県選挙区 38４,027 55,４60 120,361 2,153 175,821 ４5.78 ４

比例代表 38４,027 55,４59 120,3４1 2,1４４ 175,800 ４5.78 12／162

Ｈ28. 7 .10
岡山県選挙区 39４,935 66,2４3 123,352 2,４57 189,595 ４8.01 3

比例代表 39４,935 66,2４４ 123,33４ 2,４４0 189,578 ４8.00 12／16４

Ｒ 1 . 7 .21
岡山県選挙区 396,522 68,2４2  99,601 1,99４ 167,8４3 ４2.33 3

比例代表 396,522 68,238  99,597 1,991 167,835 ４2.33 13／155

※比例代表については，立候補者数を次のように読み換える。（比例代表：届出団体数／名簿登載者数）
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ボートレースチケット
シ ョ ッ プ 井 原

ボ ー ト レ ー ス 事 業 局



１ ．事業の概要
　⑴　指定及び初開催年月日
　　　　　指定年月日　　昭和27年 ４ 月26日　　　初開催年月日　　昭和27年11月22日
　⑵　事業の変遷（平成28年度以降）

　平成29年 ４ 月　地方公営企業法の全部適用
　平成31年 ４ 月　ボートレースチケットショップ松江の運営を日本海観光に委託した。
　平成31年 ４ 月　競艇事業局からボートレース事業局へ組織名の改称
　令和 2 年 2 月　新型コロナウイルス感染症による無観客開催の実施及び外向発売所，場外発売場での発売中止
　令和 2 年 ４ 月　整備業務全面委託
　令和 2 年 5 月　払戻金受取希望者のため，外向発売所及び郵送による勝舟投票券の臨時払戻を実施した。
　令和 2 年 6 月　児島本場及び外向発売所並びに場外発売場の営業を再開した。

２ ．職員配置状況　� （単位：人）（令和 3 年 ４ 月 1 日現在）

３ ．会計年度任用職員（従事員）及びガードマン　� （令和 3 年 ４ 月 1 日現在）
　⑴　会計年度任用職員（従事員）の配置状況

　⑵　ガードマンの配置

４ ．来場者サービスの内容
　　今まで実施してきたもの（平成28年度以降）

⑴　児島ガァ〜コピア（外向発売所） 6 場発売から 8 場発売　　　　　　平成28年10月　
⑵　キャッシュレスポイント交換機設置　　　　　　　　　　　　　　　平成29年 2 月　
⑶　児島ガァ〜コピア（外向発売所） 8 場発売から10場発売　　　　　　平成30年 ４ 月　
⑷　本場内でのバーベキューイベント　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年 6 月　
⑸　ボートキッズパーク開催（ボーネルンドとの協賛事業）　　　　　　 平成30年 8 月　

職　　　名 職　　　員 会計年度任用職員
（従事員を除く） 計

ボートレース事業局  2 −  2

ボートレース管理課 19 3 22

ボートレース事業課 8 7 15

計 29 10 39

区　　　　　分 人　　　　　数 配　　　　　　　　　置

投　票　所　内 75人
発　売　・　払　戻　　56人

（うち児島ガァ〜コピア　　 8人）
そ　　　 の　　　 他　　19人

投　票　所　外 15人 フ ァ ン サ ー ビ ス　　15人

合　　　計 90人 90人

配　　置　　場　　所 人　　　　数 配　　置　　場　　所 人　　　　数

自 警 本 部 2 人 競 技 棟 入 口 1 人

第 　 1 　 入 　 場 　 門 2 人 場 内 巡 回 11人

第 　 2 　 入 　 場 　 門 2 人 北 駐 車 場 7 人

第 　 1 　 通 　 用 　 門 1 人
外向発売所（児島ガァ〜コピア） 11人

第 　 2 　 通 　 用 　 門 1 人

合　　　　　　　　　計 38人
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⑹　入場門・バスロータリー　リニューアルオープン　　　　　　　　　平成30年 9 月　
⑺　本場での 3 場併売を開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年10月　
⑻　レース用ボート，スタッフユニフォームにジーンズ柄を採用　　　　平成31年 3 月　
⑼　キャッシュレス投票のポイント変更（児島開催レース）　　　　　　 令和元年 9 月　
⑽　ボートレースチケットショップ松江　 8 場発売から10場発売　　　　令和 3 年 ４ 月　

５ ．売上額等記録一覧表

６．売上額及び利用者の推移

７．利益剰余金及び他会計への繰出しの状況� 　（単位：千円）

８ ．財政状況　� （税込）

種　　　　　　別 内　　　　　容 備　　　　　　　　　　　　　考

年 度 最 高 売 上 81,527,917,000円 平成 6 年度　　　　開催日数　180日
　　　　　　　　　 1 日　平均　４86,317,515円

月 間 最 高 売 上 29,737,710,100円 平成 8 年 5 月　　　第23回笹川賞　他

節 間 最 高 売 上 27,302,４79,500円 平成11年 3 月　　　第3４回総理大臣杯競走

1 日 最 高 売 上 8,905,293,700円 平成11年 3 月22日　第3４回総理大臣杯競走優勝日

1 レ ー ス 最 高 売 上 3,593,599,700円 平成 6 年 8 月30日　第４0回モーターボート記念競走優勝日

1 日 最 高 返 還 937,608,800円 平成11年 8 月28日　第４5回モーターボート記念競走準優勝日

1 レ ー ス 最 高 返 還 937,608,800円 平成11年 8 月28日　第４5回モーターボート記念競走準優勝日

最 高 払 戻（ 配 当 金 ）

3 連単 306,030円 平成20年 7 月 7 日　第12レース（ 2 − 5 − ４ ，26票）

2 連単 153,４10円 昭和33年 9 月 9 日　第 8 レース（ 3 − 6 ， 3 票）

単　勝 36,620円 平成 5 年12月28日　第 7 レース（ 6 ， 3 票）

1 レース最高的中票数 3,４88,268票 平成 6 年 8 月30日　第４0回モーターボート記念競走優勝戦
　　　　　　　　　（ 1 − 2 ，770円　①関　忠志　②植木通彦）

1 カ月最高入場者数 163,7４6人 平成 6 年 8 月　　　第４0回モーターボート記念競走他（17日間）

1 日 最 高 入 場 者 数 25,78４人 平成11年 8 月29日　第４5回モーターボート記念競走優勝日

年度 開催
日数

売　上　額 前 年 度
売上対比

利　用　者　数 前　年　度
利用者対比

1 日 1 人当り
売 上年　　間 1 日平均 年　　間 1 日平均

H30年度 17４日 36,05４,530千円 207,210千円 120% 10,658,４25人 61,255人 120% 3,383円

R 1 年度 17４日 ４４,752,253千円 268,66４千円 130% 11,391,369人 69,368人 113% 3,873円

R 2 年度 17４日 57,3４４,1４2千円 338,899千円 126% 12,210,４16人 73,079人 105% ４,637円

年度 当年度純利益
（損　　失） 繰　�出�　金 備　　　　考

繰　出　金　の　内　訳

一般会計 特別会計 企業会計

H30年度 1,310,0４6 1,100,000 − 1,100,000 − −

R 1 年度 2,175,４37 1,200,000 − 1,200,000 − −

R 2 年度 ４,４7４,163 1,100,000 − 1,100,000 − −

� 年度
区分 令和元年度（決算） 令和 2 年度（決算見込） 令和 3 年度（当初予算）

収 益 的 収 入 ４8,7４8,125,530円 61,598,57４,４00円 52,573,206,000円

収 益 的 支 出 ４6,5４6,４0４,303円 57,060,8４9,108円 51,3４9,４４1,000円
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９ ．施設の概要
　⑴　土地の用途別利用面積　　　　　　　（単位：㎡）　　　 ⑵　施設別延べ床面積　　　　　　　　　（単位：㎡）

　⑶　施設改善（平成28年度以降）
○外向発売所 8 場発売対応改修工事
　　　　　　　工事費　118,800千円　　　　　 平成28年10月完成
○入場門新築ほか工事
　　　　　　　工事費　770,013千円　　　　　 平成30年 8 月完成
○本場 3 場併売対応工事
　　　　　　　工事費　 29,４8４千円　　　　　 平成30年10月完成
○対岸大型映像装置ほか改修工事
　　　　　　　工事費　39４,900千円　　　　　 令和 2 年 7 月完成

　⑷　階別主要室・設備　� （令和 3 年 ４ 月 1 日現在）
　スタンド棟

　外向発売所

用　　　　　途 利　用　面　積

場 内 敷 地  32,826.４8

駐 車 場 敷 地  67,302.４6

無 料 バ ス 駐 車 場 敷 地 　6,968.４5

駐 輪 場 敷 地 　1,50４.38

計 108,601.77

施　　　　　設 延　床　面　積

ス タ ン ド 棟 ４8,103.４1

入 場 門 棟 ４28.1４

事 務 所 棟 1,510.61

競 技 棟 2,853.78

外 向 発 売 所 3,171.57

計 56,067.51

6 階 写真判定室，番組編成室，ＴＶカメラ室，電気室，調和器室

5 階 執行本部，主審室，中央監視室，来賓室，記者室，第 2 副審室，受変電室，自家発電室，熱源室，調和器室，
ＴＶミキサー室，ロイヤルルーム（ 3 タイプ），投票所，ドリンクコーナー，機械室�，ガァ〜コスタジオ

４ 階 投票所，ドリンクコーナー（ 1 か所），指定席，レストラン，指定席入場券売場，喫煙ルーム（ 1 か所）

3 階 投票所，女性子供ルーム，食堂（ 3 か所），売店（ 3 か所），ドリンクコーナー（ 2 か所），�休憩ラウンジ，喫
煙ルーム（ 3 か所），一般観覧席

2 階 食堂，展示コーナー，コンピュータ室，中央集計室，休憩ホール，調和器室

1 階
投票所，食堂（ 2 か所），ドリンクコーナー（ 2 か所），イベントホール，�総合案内所，自警本部，警察警備本
部，入場門（ 2 か所），喫煙ルーム（ ４ か所），�救護室，手荷物預かり所，インフォメーションセンター，ガァ
〜コランド（女性子供ルーム含む），一般観覧席，ガァ〜コステージ

塔屋階 空調機械室

1 階 投票所，指定席，軽食コーナー，総合案内所，喫煙コーナー，システム室，電気室，発電機室，警備員室
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　⑸　収容人員，映像装置，窓口，発券機及び払戻機　� （令和 3 年 ４ 月 1 日現在）

区分 1 階 2 階 3 階 ４ 階 5 階 外向発 小計 合計 総合計

収 容 人 員

（人）

直接可視

固 定 席 2,1４2 − 3,091� 1,902 1４9 − 7,28４

19,39４

25,129

屋外用グ
ループ席 96 − − − − 18 11４

立 見 席 9,103 − 1,631 1,21４ ４8 − 11,996

間接可視
場内ＴＶ 1,105 − 1,170 585 − 8４0 3,700

3,882
中型ＴＶ − − 182 − − − 182

そ の 他

イベント ４４7 （固定305，可動130，立見1４2） − ４４7

1,853
休 憩 席 56４ 36 69 165 − − 83４
食 堂 等 ４8 106 228 100 − − ４82
女性･子供ルーム ４5 − ４5 − − − 90

場 内 Ｔ Ｖ（ 箇 所 ）

8 連 − − − − − 5 5
7 連 − − − − 12 − 12
6 連 − − − − − 2 2
5 連 10 − 13 6 − − 29
3 連 5 1 5 − −� − 11
2 連 1 − 6 − − 16 23
単 独 − − ４ − 108 ４0 152
一般ＣＨ 2 − 2 − 8 − 12

台 数 69 3 98 30 200 12４ 52４
投票所数（箇所） 3 − ４ 1 2 2 12

有人窓口
（数）

発 売 窓 口 21 − 16 3 ４ 2 ４6
払 戻 窓 口 2 − 3 1 3 ４ 13
運 賃 払 戻 窓 口 1 − − 1 2 − ４
キャッシュレス会員
登 録 窓 口 − − ４ 2 2 2 10

自動機
（台）

発 券 機 9 − 31 3 − 25 68
払 戻 機 − − 5 2 − 3 10
発 払 機 15 − 2４ 7 5 5 56
キ ャ ッ シ ュ レ ス
精 算 付 き 発 払 機 − − − − 1 3 ４

キ ャ ッ シ ュ レ ス
投 票 機 − − 7 ４ 5 3 19

キャッシュレス用
入 出 金 機 − − 3 2 2 − 7

キ ャ ッ シ ュ レ ス
ポ イ ン ト 交 換 機 − − 1 1 − 1 3

※ 2 階， ４ 階（指定席を除く）は閉鎖中
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　⑹　特別席入場料等　� （令和 3 年 ４ 月 1 日現在）

１0．無料バス運行状況

１１．備南競艇事業組合
モーターボート競走事業収益の均てん化の構想に基づき，近隣市町村への財政的配慮と善隣有友好構想のもとに昭和

50年 6 月以来，総社市，浅口市，早島町，里庄町で構成する備南競艇事業組合のモーターボート競走施行に関する事務
を受託している。

同組合の年度間の開催日数は原則として2４日となっている。
昭和50年 6 月　総社市，灘崎町，早島町，船穂町，金光町，真備町，山手村，清音村で構成する組合組織として発足。
昭和61年 ４ 月　鴨方町，寄島町，里庄町の 3 町が加入し， 1 市 8 町 2 村となる。
平成17年 3 月　灘崎町が岡山市と合併し，備南競艇事業組合を脱退した。
平成17年 3 月　清音村，山手村が総社市と合併，平成17年 8 月に船穂町，真備町が倉敷市と合併した。
平成19年 3 月　金光町，鴨方町，寄島町が合併し浅口市となり，組合組織が 2 市 2 町となった。

　　収益金の市町村別配分状況

　　売上額及び利用者の推移

年　　　　　度 平成30年度 令和元年度 令和 2 年度
総 社 市 10,560,000円 10,560,000円 10,560,000円
早 島 町 2,6４0,000円 2,6４0,000円 2,6４0,000円
浅 口 市 8,160,000円 8,160,000円 8,160,000円
里 庄 町 2,6４0,000円 2,6４0,000円 2,6４0,000円

計 2４,000,000円 2４,000,000円 2４,000,000円

路 線 名
児島駅前（ピストン運行），
倉敷駅前天城経由，倉敷駅前塩生経由，金光駅前（新倉敷駅南口経由），岡山天満屋バスセンター，
総社市役所前，福山駅北口

年　度 開催日数
売　　上　　額 前 年 度

売上対比
利�用�者�数 前年度利

用者対比
1 日 1 人当り

売上年　　間 1 日平均 年　　間 1 日平均
H30年度 2４日 2,613,860千円 108,911千円 72% 893,４01人 37,225人 70% 2,926円
R 1 年度 2４日 3,19４,875千円 137,４5４千円 126% 1,077,952人 ４7,136人 127% 2,916円
R 2 年度 2４日 ４,866,312千円 208,４03千円 152% 1,1４9,668人 ４9,803人 106% ４,185円

名　称 席数 会　費
（円）

入　　場　　料　（円）
窓口数 会員数 サービス内容

本場開催日 非開催場外発売日

ロイヤル
ル ー ム 108 （年間）

120,000

会　員 同伴者 当　日
利用者 会　員 同伴者 当　日

利用者
10 27

タオルおしぼり
予想紙
ドリンク類
食事券
専用駐車場

2,000 2,500 ４,000 1,000 1,500 2,000

指 定 席

318 −
指定席 立　見

非開催場外発売日は
閉鎖 25 − 食事券

予想紙
1,000 500

36 −
5 人席 ４ 人席 3 人席

４,000 3,200 2,４00

外　　向
指 定 席 ４0 − 1,000 9 − ドリンク類
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１２．ボートレースチケットショップ松江　　� （令和 3 年 ４ 月 1 日現在）
　⑴　概　　要

　⑵　収容人員，映像装置，窓口，発券機及び払戻機

　 項　　　目 内　　　　　　　容

1 名称 ボートレースチケットショップ松江

2 設置場所 島根県松江市寺町198番地57

3 施行者 倉敷市，備南競艇事業組合

４ 運営業務 日本海観光株式会社（委託）

5 施設会社 日本海観光株式会社

6 敷地面積 3,317.63㎡

7 建物延床面積
1 Ｆ　一部使用　　　518.４3㎡
2 Ｆ　　　　　　　2,４17.9４㎡
合計　　　　　　　2,936.37㎡

8 建物構造 鉄骨鉄筋コンクリート ４ 階建複合ビル（旧やよいデパートをリニューアル）

9 駐車台数
隣接有料駐車場　　278台（寺町立体駐車場）
駐輪場　　　　　　 20台

10 売上額及び来場者数

（令和 2 年度300日開催実績）
　売上額　　1,675,009千円
　　 1 日平均　　5,583千円
　来場者数　　 92,117人
　　 1 日平均　　　307人

11 発売舟券の種類 2 連単・ 2 連複・ 3 連単・ 3 連複・拡連複

12 発売日数 最大発売日数　365日

13 発売締切 本場締切と同時刻

1４ 開設年月日 平成12年 8 月13日（第18回天領杯争奪戦競走）

区　　　　　　　分 2 階一般席 2 階指定席 1 階指定席 合　　計

収容人員
収容可能人員（人） 1,000 36 39 1,075
観客席数（席） 180 36 15 231

場内ＴＶ

70インチ　テレビ 単体 ４ 台 − − ４ 台
65インチ　テレビ 単体 3 台 − ４ 台 7 台
４8インチ　テレビ 単体 − 8 台 − 8 台
４0インチ　テレビ 単体 16台 ４ 台 2 台 22台
32インチ　テレビ 単体 31台 − ４ 台 35台
2４インチ　テレビ 単体 16台 ４４台 16台 76台
19インチ　テレビ 単体 − − ４ 台 ４ 台

モニター台数合計 70台 56台 30台 156台

窓口（数）

発払機兼用窓口（自動機） 10 2 − 12
発払機兼用窓口（有人機） 1 1 − 2
キャッシュレス入出金機（自動機） 2 1 1 ４
キャッシュレス端末機 ４ 3 3 10

合　　　　　　計 17 7 ４ 28
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１３．ボートレースチケットショップ井原　　� （令和 3 年 ４ 月 1 日現在）
　⑴　概　　要

　⑵　収容人員，映像装置，窓口，発券機及び払戻機

　 項　　　目 内　　　　　　　容

1 名称 ボートレースチケットショップ井原

2 設置場所 岡山県井原市下出部町519- ４

3 施行者 倉敷市

４ 設置者 株式会社フューチャー（運営）

5 施設会社 ゴールド株式会社

6 敷地面積 6,４71.27㎡

7 建物延床面積 1,07４.28㎡

8 建物構造 鉄骨造 1 階建

9 駐車台数
駐車場　285台
駐輪場　４5台

10 売上額及び来場者数

（令和 2 年度302日開催実績）
　売上額　　3,2４2,895千円
　　 1 日平均　 10,738千円
　来場者数　　1４8,621人
　　 1 日平均　　　４92人

11 発売舟券の種類 2 連単・ 2 連複・ 3 連単・ 3 連複・拡連複

12 発売日数 最大発売日数　360日

13 発売締切 本場締切と同時刻

1４ 開設年月日 平成25年12月1４日（スポーツ報知杯）

区　　　　　　　分 一般席 有料指定席 合　　　計

収容人員
収容可能人員（人） 3４5 72 ４17

観客席数（席） 60 72 132

場内ＴＶ

52インチ　液晶テレビ　 1 台
４6インチ　液晶テレビ　 3 台 ４ 連 ４ 式 − ４ 式

52インチ　液晶テレビ 単体 − 6 台 6 台

４6インチ　液晶テレビ ４ 連 ４ 式 − ４ 式

４6インチ　液晶テレビ 単体 16台 − 16台

32インチ　液晶テレビ 単体 − 16台 16台

2４インチ　液晶テレビ 単体 − 30台 30台

23インチ　液晶テレビ 単体 − 67台 67台

モニター台数合計 ４8台 119台 167台

業務用ＴＶ 19インチ　液晶テレビ 単体 − − 8 台

窓口（数）

発売専用窓口（自動機） 1 1 2

発払機兼用窓口（自動機） 7 ４ 11

発払機兼用窓口（有人機） 1 1 2

合　　　　　　計 9 6 15
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　　　    内　　容    　　　
一般財団法人倉敷市開発公社

倉 敷 市 土 地 開 発 公 社

開 発 公 社



１ ．一般財団法人倉敷市開発公社
　⑴　概　　　要

①　設立年月日　　昭和４3年11月 1 日
②　基�本�財�産　　300万円
③　目　　　的　　�産業基盤の整備，地域発展に伴う背後地の整備，市街地の活性化等を推進することにより，潤い

のある地域社会の形成を図り，もって倉敷市の発展と市民福祉の向上に寄与する。
④　所　在　地　　倉敷市阿知 1 丁目 7 番 2 −801− 2 号（令和 3 年 ４ 月19日以降）倉敷市西中新田6４0
⑤　事　　　業
　ア．公共用地，住宅用地及びこれに準ずる用地の取得造成，管理処分
　イ．公共施設，住宅及びこれに準ずる施設の建設，管理処分
　ウ．前 2 号に規定する事業に必要な権利の取得及び処分
　エ．市街地の活性化のために必要な用地及び施設の賃貸事業
　オ．その他この法人の目的を達成するために必要な事業
⑥　役�員�構�成　� （Ｒ3.４.1現在）

　⑵　事務局の機構　� （Ｒ3.４.1現在）

　⑶　事業実績

　⑷　令和 3 年度事業計画　� （単位：千円）

２ ．倉敷市土地開発公社
　⑴　概　　　要

①　設立年月日　　昭和４8年 ４ 月 2 日
②　資　本　金　　1,000万円
③　目　　　的　　�公共用地，公用地等の取得，管理，処分等を行うことにより，地域の秩序ある整備と市民福祉の

増進に寄与する。
④　所　在　地　　倉敷市阿知 1 丁目 7 番 2 −801− 2 号（令和 3 年 ４ 月19日以降）倉敷市西中新田6４0
⑤　事　　　業

ア．公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４7年法律第66号）第17条第 1 項の土地の取得，造成，その他の管理及
び処分に関する業務ほか

イ．国，地方公共団体，その他公共団体からの委託に基づき，土地の取得のあっせん調査，測量その他これに類す
る業務

理 事 長 副理事長 理　　　　　　　　　　　　　事 監　　　事

副 市 長 ― 文化産業委員長，建設消防委員長，文化産業局長，建設局長 副 議 長
会 計 管 理 者

職　　名 局　長 次　長 課　長 主　幹 主　任 主　事 技　師 嘱託員 計

事 務 局 1 ４ （４） 5 （5）

　（　）内の数字は兼務者

年　　度 事　　　　業　　　　名 面　　　積（㎡） 事　業　費（千円）

Ｈ30 − − −

Ｒ 1 − −��� −���

Ｒ 2 − −��� −���

事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　明

なし − −
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⑥　役�員�構�成　� （Ｒ3.４.1現在）

　⑵　事務局の機構　� （Ｒ3.４.1現在）

　⑶　事業実績

　⑷　令和 3 年度事業計画　� （単位：千円）

年　　度 事　　　　業　　　　名 面　　　積（㎡） 事　業　費（千円）

Ｈ30 街路用地取得事業ほか 1 事業 66４.57 ����119,820

Ｒ 1 　　　　　　〃 10,1４6.63 1,４51,176

Ｒ 2 　　　　　　〃 837.４8 97,713

事　�業　�名 事　�業　�費 説　　　　　　　　　　　　　　明

公 有 地 取 得 事 業 625,000

公共用地取得事業及び対償地取得事業（市内一円）
� 150,000

街路用地取得事業
� ４75,000

理 事 長 副理事長 理　　　　　　　　　　　　　事 監　　　事

副 市 長 ― 文化産業委員長，建設消防委員長，文化産業局長，建設局長 副 議 長
会 計 管 理 者

職　　名 局　長 次　長 課　長 主　幹 主　任 主　事 技　師 嘱託員 計

事 務 局 1 （1） 1 3 （3） 5 （４）

　（　）内の数字は兼務者
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